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「電子納税」 初めてみませんか？
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県税キャラクター
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令和７年度版

くらしと県税





県の予算 不動産取得税･････････････････････････

県の収入･･････････････････････････ 県たばこ税･･･････････････････････････

県の支出･･････････････････････････ ゴルフ場利用税･･･････････････････････

県税の収入････････････････････････ 軽油引取税･･･････････････････････････

税金の種類 自動車税

国税･･････････････････････････････ 自動車税環境性能割･･･････････････････

地方税････････････････････････････ 自動車税種別割･･･････････････････････

令和７年度税制改正（県税関係）････ 鉱区税･･･････････････････････････････

県税のあらまし 狩猟税･･･････････････････････････････

県民税 核燃料税･････････････････････････････

個人県民税･････････････････････････ 延滞金･･･････････････････････････････

個人住民税の寄附金控除･･････････ 加算金･･･････････････････････････････

個人住民税の特別徴収のお知らせ･･･ 納税者のための制度

法人県民税･････････････････････････ 納税の猶予・県税の減免等･･････････････

（参考）地方法人税（国税）･････････････ 更正の請求・審査請求･･････････････････

県民税利子割･･･････････････････････ 県税の納税証明書･････････････････････

県民税配当割･･･････････････････････ 県税の申告・納税の時期････････････････

県民税株式等譲渡所得割･････････････ 県税の納付方法
いしかわ森林環境税･･･････････････ 窓口での納付･････････････････････････

事業税 キャッシュレス納付････････････････････

個人事業税･････････････････････････ 口座振替による納付･･･････････････････

法人事業税･････････････････････････ 地方税ポータルシステム（ｅＬＴＡＸ）･･･

法人事業税の外形標準課税････････ お問合せ先

地方法人特別税（国税）････････････ 国税についてのお問合せ先･････････････

特別法人事業税（国税）････････････ 市町税についてのお問合せ先･････････・・

地方消費税････････････････････････ 県税についてのお問合せ先等・・・・・・・・・・・

課税・納税業務の管轄区域について･･･････

県税のお問合せ先･････････････････････
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　 この冊子は、令和７年度における県税のあらましについてまとめたものです。
　 ひとりでも多くの県民の皆様方にご覧いただき、県政と県税についてより一層のご理解とご協力をいただ
ければ幸いです。
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 県県のの支支出出

災害復旧費

1,980億円

(23.6%)

総務費

1,022億円

(12.2%)

教育費

1,010億円

(12.1%)
健康福祉費

977億円

(11.7%)

公債費

832億円

(9.9%)

土木費

670億円

(8.0%)

商工労働費

651億円

(7.8%)

農林水産業費

390億円

(4.7%)

復旧・復興費

303億円

(3.6%)

警察費

266億円

(3.2%)

文化観光

スポーツ費

127億円

(1.5%)

企画振興費

79億円

(0.9%)

生活環境費

35億円

(0.4%)

危機管理費

24億円

(0.3%)

議会費

12億円

(0.1%)
予備費

2億円

(0.0%)

県民１人が納める県税額

154,230円

総総額額

88,,338800億億円円

令和７年度 一般会計歳出予算（当初）

県民１人当たりの支出額

767,022円

人口 1,092,523 人

（令和７年３月末現在）

27,746 円復 旧 ・ 復 興 費

24,354 円警 察 費

11,606 円
文 化 観 光

ス ポ ー ツ 費

7,292 円企 画 振 興 費

3,189 円生 活 環 境 費

2,186 円危 機 管 理 費

1,063 円議 会 費

181,194 円災 害 復 旧 費

93,544 円総 務 費

92,433 円教 育 費

89,407 円健 康 福 祉 費

76,183 円公 債 費

61,347 円土 木 費

59,575 円商 工 労 働 費

35,720 円農 林 水 産 業 費 183 円予 備 費

 県県のの収収入入

　 県の仕事に必要な財源は、県税・地方交付税・国庫支出金などでまかなわれています。
　 令和７年度の県の一般会計予算（当初予算）は8,380億円で、このうち県民のみなさんに
納めていただく県税は1,685億円となっており、県の重要な財源となっています。

歳入（一般会計）の決算額に占める県税の割合

県税

1,685

県税県税県税県税県税県税県税県税

1,6851,6851,685億円1,6851,6851,6851,6851,6851,6851,6851,6851,6851,6851,6851,6851,6851,6851,6851,6851,6851,685億円億円億円億円億円億円億円億円億円億円億円億円億円億円億円

(20.1%)

諸収入諸収入諸収入

733

諸収入諸収入諸収入諸収入諸収入諸収入諸収入諸収入諸収入諸収入諸収入諸収入諸収入諸収入

733733733733733733億円733733733733733733733733億円億円億円億円億円億円億円億円億円億円億円億円億円億円億円

(8.7%)

地方消費税清算金地方消費税清算金地方消費税清算金地方消費税清算金地方消費税清算金地方消費税清算金地方消費税清算金

613

地方消費税清算金地方消費税清算金地方消費税清算金地方消費税清算金地方消費税清算金地方消費税清算金地方消費税清算金地方消費税清算金地方消費税清算金地方消費税清算金地方消費税清算金地方消費税清算金地方消費税清算金地方消費税清算金地方消費税清算金地方消費税清算金地方消費税清算金

613613613613613613億円613613613613613613613613億円億円億円億円億円億円億円億円億円億円億円億円億円億円億円億円億円億円

(7.3%)

繰入金・使用料・手繰入金・使用料・手

数料・分担金・負担数料・分担金・負担数料・分担金・負担

金など金など金など

527

金など金など金など金など

527億円527527億円億円億円億円

(6.3%)

県債

1,164

県債県債県債県債県債県債県債県債県債県債

1,1641,1641,1641,1641,1641,164億円1,1641,1641,1641,1641,1641,1641,1641,1641,1641,164億円億円億円億円億円億円億円億円億円億円

(13.9%)

地方譲与税・地方譲与税・

地方特例交付金など地方特例交付金など地方特例交付金など

258

地方特例交付金など地方特例交付金など

258億円

地方特例交付金など地方特例交付金など地方特例交付金など地方特例交付金など地方特例交付金など地方特例交付金など

億円億円億円億円…

地方交付税地方交付税

1,382

地方交付税地方交付税

1,382億円1,3821,3821,3821,382億円億円億円億円

(16.5%)

国庫支出金国庫支出金

2,018

国庫支出金国庫支出金

2,018億円2,0182,0182,0182,018億円億円億円億円

(24.1%)

国庫支出金
社会保障や教育、公共事業などに国が
つかいみちを決めて交付するもので、
補助金や負担金などと呼ばれています。

地方交付税
地方財源の均衡を図る目的で、

国が国税のうち、

所得税及び法人税の33.1%、

消費税の19.5%、酒税の50%、

地方法人税の全額を地方公共

団体に交付するもので、

つかいみちが制限されていない

ものです。

地方譲与税
国が特定の国税を一定の割合で

あん分して地方団体に譲与する

ものです。一部はつかいみちが

制限されています。

総総額額

88,,338800億億円円

国国かからら入入るるおお金金 4433..77%%

県県にに直直接接入入るるおお金金 5566..33%%
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歳入

総額

(年度）

（億円）

令令和和７７年年度度一一般般会会計計歳歳入入予予算算（（当当初初））

県 の 予 算

県税

収入額

県の収入県の収入
県 の 予 算

繰入金・使用料・手

数料・分担金・負担

金など

527億円

(6.3%)

地方譲与税・

地方特例交付金など

258億円

国庫支出金
社会保障や教育、公共事業などに国が
つかいみちを決めて交付するもので、
補助金や負担金などと呼ばれています。

地方交付税
地方財源の均衡を図る目的で、

国が国税のうち、

所得税及び法人税の33.1%、

消費税の19.5%、酒税の50%、

地方法人税の全額を地方公共

団体に交付するもので、

つかいみちが制限されていない

ものです。

地方譲与税
国が特定の国税を一定の割合で

あん分して地方団体に譲与する

ものです。一部はつかいみちが

制限されています。

国から入るお金 43.7%

県に直接入るお金 56.3%

令和７年度一般会計歳入予算（当初）

(3.1%)

県税

1,685億円

(20.1%)

諸収入

733億円

(8.7%)

613

地方消費税清算金

億円

(7.3%)

県債

1,164億円

(13.9%)

地方交付税

1,382億円

(16.5%)

国庫支出金

2,018億円

(24.1%)

総額

8,380億円

災害復旧費

1,980億円

(23.6%)

総務費

1,022億円

(12.2%)

教育費

1,010億円

(12.1%)
健康福祉費

977億円

(11.7%)

公債費

832億円

(9.9%)

土木費

670億円

(8.0%)

商工労働費

651億円

(7.8%)

農林水産業費

390億円

(4.7%)

復旧・復興費

303億円

(3.6%)

警察費

266億円

(3.2%)

文化観光

スポーツ費

127億円

(1.5%)

企画振興費

79億円

(0.9%)

生活環境費

35億円

(0.4%)

危機管理費

24億円

(0.3%)

議会費

12億円

(0.1%)
予備費

2億円

(0.0%)

令和７年度 一般会計歳出予算（当初）

総額

8,380億円
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 県県のの支支出出

災害復旧費

1,980億円

(23.6%)

総務費

1,022億円

(12.2%)

教育費

1,010億円

(12.1%)
健康福祉費

977億円

(11.7%)

公債費

832億円

(9.9%)

土木費

670億円

(8.0%)

商工労働費

651億円

(7.8%)

農林水産業費

390億円

(4.7%)

復旧・復興費

303億円

(3.6%)

警察費

266億円

(3.2%)

文化観光

スポーツ費

127億円

(1.5%)

企画振興費

79億円

(0.9%)

生活環境費

35億円

(0.4%)

危機管理費

24億円

(0.3%)

議会費

12億円

(0.1%)
予備費

2億円

(0.0%)

県民１人が納める県税額

154,230円

総額

88,,33880億億円円

令和７年度 一般会計歳出予算（当初）

県民１人当たりの支出額

767,022円

人口 1,092,523 人

（令和７年３月末現在）

27,746 円復 旧 ・ 復 興 費

24,354 円警 察 費

11,606 円
文 化 観 光

ス ポ ー ツ 費

7,292 円企 画 振 興 費

3,189 円生 活 環 境 費

2,186 円危 機 管 理 費

1,063 円議 会 費

181,194 円災 害 復 旧 費

93,544 円総 務 費

92,433 円教 育 費

89,407 円健 康 福 祉 費

76,183 円公 債 費

61,347 円土 木 費

59,575 円商 工 労 働 費

35,720 円農 林 水 産 業 費 183 円予 備 費

 県県のの収収入入

　 県の仕事に必要な財源は、県税・地方交付税・国庫支出金などでまかなわれています。
　 令和７年度の県の一般会計予算（当初予算）は8,380億円で、このうち県民のみなさんに
納めていただく県税は1,685億円となっており、県の重要な財源となっています。

歳入（一般会計）の決算額に占める県税の割合

県税

1,685億円

(20.1%)

諸収入

733億円

(8.7%)

地方消費税清算金

613億円

(7.3%)

繰入金・使用料・手

数料・分担金・負担

金など

527億円

(6.3%)

県債

1,164億円

(13.9%)

地方譲与税・

地方特例交付金など

258億円…

地方交付税

1,382億円

(16.5%)

国庫支出金

2,018億円

(24.1%)

国庫支出金
社会保障や教育、公共事業などに国が
つかいみちを決めて交付するもので、
補助金や負担金などと呼ばれています。

地方交付税
地方財源の均衡を図る目的で、

国が国税のうち、

所得税及び法人税の33.1%、

消費税の19.5%、酒税の50%、

地方法人税の全額を地方公共

団体に交付するもので、

つかいみちが制限されていない

ものです。

地方譲与税
国が特定の国税を一定の割合で

あん分して地方団体に譲与する

ものです。一部はつかいみちが

制限されています。

総総額額

88,,338800億億円円

国国かからら入入るるおお金金 4433..77%%

県県にに直直接接入入るるおお金金 5566..33%%

1,498 1,550 1,547 1,518 1,595 1,612 1,623 1,738 1,685 

5,638 5,643 5,692 
6,566 

7,090 
6,614 

8,593 

12,296 

8,380 

26.6% 27.5% 27.2% 23.1% 22.5% 24.4% 18.9% 14.1% 20.1%
0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5 R6 R7
（専決補正後）（当初予算）

歳入

総額

(年度）

（億円）

令令和和７７年年度度一一般般会会計計歳歳入入予予算算（（当当初初））

県 の 予 算

県税

収入額

県の支出県の支出

繰入金・使用料・手

数料・分担金・負担

金など

527億円

(6.3%)

地方譲与税・

地方特例交付金など

258億円

国庫支出金
社会保障や教育、公共事業などに国が
つかいみちを決めて交付するもので、
補助金や負担金などと呼ばれています。

地方交付税
地方財源の均衡を図る目的で、

国が国税のうち、

所得税及び法人税の33.1%、

消費税の19.5%、酒税の50%、

地方法人税の全額を地方公共

団体に交付するもので、

つかいみちが制限されていない

ものです。

地方譲与税
国が特定の国税を一定の割合で

あん分して地方団体に譲与する

ものです。一部はつかいみちが

制限されています。

国から入るお金 43.7%

県に直接入るお金 56.3%

令和７年度一般会計歳入予算（当初）

(3.1%)

県税

1,685億円

(20.1%)

諸収入

733億円

(8.7%)

613

地方消費税清算金

億円

(7.3%)

県債

1,164億円

(13.9%)

地方交付税

1,382億円

(16.5%)

国庫支出金

2,018億円

(24.1%)

総額

8,380億円

災害復旧費

1,980億円

(23.6%)

総務費

1,022億円

(12.2%)

教育費

1,010億円

(12.1%)
健康福祉費

977億円

(11.7%)

公債費

832億円

(9.9%)

土木費

670億円

(8.0%)

商工労働費

651億円

(7.8%)

農林水産業費

390億円

(4.7%)

復旧・復興費

303億円

(3.6%)

警察費

266億円

(3.2%)

文化観光

スポーツ費

127億円

(1.5%)

企画振興費

79億円

(0.9%)

生活環境費

35億円

(0.4%)

危機管理費

24億円

(0.3%)

議会費

12億円

(0.1%)
予備費

2億円

(0.0%)

令和７年度 一般会計歳出予算（当初）

総額

8,380億円
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税金の分類

普通税：つかいみちが特定されていない税金

目的税：つかいみちが特定されている税金

直接税：税金を負担する人が直接納める税金

間接税：税金を負担する人が直接納めるのではなく、販売業者などを経て納める税金

印 紙 税

登 録 免 許 税

電 源 開 発促 進税

と ん 税

特 別 と ん 税

関 税

国 際 観 光旅 客税

外国貿易船の港への入港にかかります。

輸入品にかかります。

県県税税豆豆知知識識　　そそのの１１

贈 与 税

消 費 税

酒 税

た ば こ 税

た ば こ 特 別 税

揮 発 油 税

地 方 揮 発 油 税

航 空 機 燃 料 税

石 油 ガ ス 税

　税には、国に納める「国税」と地方公共団体に納める「地方税」とがあります。
　「地方税」は、さらに県に納める「県税」と市町村に納める「市町村税」に分かれます。

個人の所得（収入から経費などを差し引いたもの）にかかります。

株式会社などの法人の所得にかかります。

相続や遺贈によって取得した財産にかかります。

法人事業税（県税）の所得割額・収入割額に応じて法人事業税と併せてかかりま
す。（令和元年10月１日以後に開始した事業年度分より）

東日本大震災からの復興を図るための施策に要する費用に充てるため、平成
25年から令和19年まで各年分の所得税額に応じて、所得税と併せてかかりま
す。

森林の整備及びその促進に関する施策の費用に充てるため、令和６年度より個
人県民税及び個人市町村民税と併せてかかります。

所 得 税

復 興 特 別所 得税

森 林 環 境 税

法 人 税

地 方 法 人 税

地 方 法 人特 別税

特 別 法 人事 業税

相 続 税

国内での商品の販売・サービスの提供や輸入品にかかります。

日本酒やビールといった酒類にかかります。

自動車用の石油ガス（ＬＰガス）にかかります。

原油や石油製品、石炭などにかかります。

自動車や軽自動車にかかります。

たばこにかかります。

航空機の燃料にかかります。間
　
　
接
　
　
税

直
 

接
 

税

「国税」の税目についての詳細は、P52に掲載の各税務署にお問合せください。国　税

法人税額に応じて法人税と併せてかかります。

法人事業税（県税）の所得割額・収入割額に応じて法人事業税と併せてかかりま
す。（令和元年９月30日以前に開始した事業年度分まで）

日本からの出国にかかります。

契約書・領収書などの法律で定められた文書にかかります。

不動産や会社の登記などにかかります。

電力会社が販売する電気にかかります。

贈与によって取得した財産にかかります。

自動車用のガソリンといった揮発油にかかります。

石 油 石 炭 税

自 動 車 重 量 税

 県県税税のの収収入入

県　　税

市町村税

国　　税

　令和７年度の当初予算における県税収入の内訳は、次のようになっています。
このうち、県民税・事業税で５割以上を占めており、また、これに地方消費税と自動車税を
加えた４税では全体の約90％を占めています。

令和５年度に県民1人が納めた国税・地方税の総額

676,096円
※人口は、年度末現在の「住民基本台帳月報」による

令和７年度税目別県税予算

個人県民税

475億円

(28.1%)

法人県民税

41億円

(2.4%)

県民税利子割

1億円

(0.1%)

法人事業税

407億円

(24.3%)
個人事業税

20億円

(1.2%)

地方消費税

406億円

(24.1%)

自動車税種別割

167億円

(9.9%)

自動車税環境性能割

15億円…

軽油引取税

100億円

(5.9%)

不動産取得税

28億円

(1.7%)

県たばこ税

12億円

(0.7%)

ｺﾞﾙﾌ場利用税・狩猟税・核燃料

税・鉱区税

13億円

(0.7%)

総総額額

11,,668855
億億円円

年度

県民税 517億円

(30.6%)

事業税 427億円

(25.4%)

自動車税 182億円

(10.8%)

290,936 308,149 305,609 323,969 339,284 357,686 362,246 360,273 

130,345 130,768 135,878 136,302 134,541 142,508 145,397 148,007 

155,028 157,492 160,241 163,034 159,495 
158,992 165,070 167,816 

567,613 576,309 596,409 601,728 623,305 
633,320 659,186 676,096 

H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5

（円）

県税の収入県税の収入

令和７年度税目別県税予算

個人県民税

475億円

(28.1%)

法人県民税法人県民税

41

法人県民税法人県民税

41億円444411億円億円億円億円

(2.4%)

県民税利子割県民税利子割

1

県民税利子割県民税利子割

1億円11億円億円億円億円

(0.1%)

法人事業税

407億円

(24.3%)

個人事業税個人事業税

20

個人事業税個人事業税

20億円222200億円億円億円億円

(1.2%)

地方消費税

406億円

(24.1%)

自動車税種別割

167億円

(9.9%)

自動車税環境性能割

15億円

軽油引取税

100億円

(5.9%)

不動産取得税不動産取得税

28

不動産取得税不動産取得税

28億円222288億円億円億円億円

(1.7%)

不動産取得税不動産取得税県たばこ税不動産取得税県県た

12

こ税たばこ税

2億円11122億円億円億円億円

(0.7%)

ｺﾞﾙﾌ場利用税・狩猟税・核燃料ｺﾞﾙﾌ場利用税・狩猟税・

税・鉱区税税・鉱区税税・鉱区税

13

税・鉱区税税・鉱区税税・鉱区税税・鉱区税

3億円1133億円億円億円億円

(0.7%)

総額

1,685
億円

県民税 517億円

(30.6%)

事業税 427億円

(25.4%)

自動車税 182億円

(10.8%)

(0.9%)
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税金の分類

普通税：つかいみちが特定されていない税金

目的税：つかいみちが特定されている税金

直接税：税金を負担する人が直接納める税金

間接税：税金を負担する人が直接納めるのではなく、販売業者などを経て納める税金

印 紙 税

登 録 免 許 税

電 源 開 発促 進税

と ん 税

特 別 と ん 税

関 税

国 際 観 光旅 客税

外国貿易船の港への入港にかかります。

輸入品にかかります。

県県税税豆豆知知識識　そそのの１１

贈 与 税

消 費 税

酒 税

た ば こ 税

た ば こ 特 別 税

揮 発 油 税

地 方 揮 発 油 税

航 空 機 燃 料 税

石 油 ガ ス 税

　税には、国に納める「国税」と地方公共団体に納める「地方税」とがあります。
「地方税」は、さらに県に納める「県税」と市町村に納める「市町村税」に分かれます。

個人の所得（収入から経費などを差し引いたもの）にかかります。

株式会社などの法人の所得にかかります。

相続や遺贈によって取得した財産にかかります。

法人事業税（県税）の所得割額・収入割額に応じて法人事業税と併せてかかりま
す。（令和元年10月１日以後に開始した事業年度分より）

東日本大震災からの復興を図るための施策に要する費用に充てるため、平成
25年から令和19年まで各年分の所得税額に応じて、所得税と併せてかかりま
す。

森林の整備及びその促進に関する施策の費用に充てるため、令和６年度より個
人県民税及び個人市町村民税と併せてかかります。

所 得 税

復 興 特 別所 得税

森 林 環 境 税

法 人 税

地 方 法 人 税

地 方 法 人特 別税

特 別 法 人事 業税

相 続 税

国内での商品の販売・サービスの提供や輸入品にかかります。

日本酒やビールといった酒類にかかります。

自動車用の石油ガス（ＬＰガス）にかかります。

原油や石油製品、石炭などにかかります。

自動車や軽自動車にかかります。

たばこにかかります。

航空機の燃料にかかります。間

接

税

直

接

税

「国税」の税目についての詳細は、P52に掲載の各税務署にお問合せください。国　税

法人税額に応じて法人税と併せてかかります。

法人事業税（県税）の所得割額・収入割額に応じて法人事業税と併せてかかりま
す。（令和元年９月30日以前に開始した事業年度分まで）

日本からの出国にかかります。

契約書・領収書などの法律で定められた文書にかかります。

不動産や会社の登記などにかかります。

電力会社が販売する電気にかかります。

贈与によって取得した財産にかかります。

自動車用のガソリンといった揮発油にかかります。

石 油 石 炭 税

自 動 車 重 量 税

 県県税税のの収収入入

県　　税

市町村税

国　　税

　令和７年度の当初予算における県税収入の内訳は、次のようになっています。
このうち、県民税・事業税で５割以上を占めており、また、これに地方消費税と自動車税を
加えた４税では全体の約90％を占めています。

令和５年度に県民1人が納めた国税・地方税の総額

676,096円
※人口は、年度末現在の「住民基本台帳月報」による

令和７年度税目別県税予算

個人県民税

475億円

(28.1%)

法人県民税

41億円

(2.4%)

県民税利子割

1億円

(0.1%)

法人事業税

407億円

(24.3%)
個人事業税

20億円

(1.2%)

地方消費税

406億円

(24.1%)

自動車税種別割

167億円

(9.9%)

自動車税環境性能割

15億円…

軽油引取税

100億円

(5.9%)

不動産取得税

28億円

(1.7%)

県たばこ税

12億円

(0.7%)

ｺﾞﾙﾌ場利用税・狩猟税・核燃料

税・鉱区税

13億円

(0.7%)

総総額額

11,,668855
億億円円

年度

県民税 517億円

(30.6%)

事業税 427億円

(25.4%)

自動車税 182億円

(10.8%)

290,936 308,149 305,609 323,969 339,284 357,686 362,246 360,273 

130,345 130,768 135,878 136,302 134,541 142,508 145,397 148,007 

155,028 157,492 160,241 163,034 159,495 
158,992 165,070 167,816 

567,613 576,309 596,409 601,728 623,305 
633,320 659,186 676,096 

H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5

（円）

税 金 の 種 類
令和７年度税目別県税予算

個人県民税

475億円

(28.1%)

法人県民税

41億円

(2.4%)

県民税利子割

1億円

(0.1%)

法人事業税

407億円

(24.3%)

個人事業税

20億円

(1.2%)

地方消費税

406億円

(24.1%)

自動車税種別割

167億円

(9.9%)

自動車税環境性能割

15億円

軽油引取税

100億円

(5.9%)

不動産取得税

28億円

(1.7%)

県たばこ税

12億円

(0.7%)

ｺﾞﾙﾌ場利用税・狩猟税・核燃料

税・鉱区税

13億円

(0.7%)

総額

1,685
億円

県民税 517億円

(30.6%)

事業税 427億円

(25.4%)

自動車税 182億円

(10.8%)

(0.9%)
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［令和８年１月１日施行］

諸控除の見直し

 

個人県民税について、詳しくは７～11ページをご覧ください。

［令和８年４月１日施行］

加熱式たばこの課税方式の見直し

【例：１箱20本入、重量4.4ｇ、580円の加熱式たばこの場合】

県たばこ税について、詳しくは34ページをご覧ください。

　令和７年度税制改正による県税に関する改正事項のうち、主なものは次のとおりです。

県 た ば こ 税

非課税ライン
（単身者の場合）

改正後

　最低保障額　65万円

扶養親族等に係る
所得要件の引上げ

　 物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応として、個人住民税について、給
与所得控除をはじめとして各種控除の見直しがされました。

個 人 県 民 税

大学生年代の子等
(特定扶養控除関係）

給与所得控除

改正内容 改正前

改正後

　基本額等　45万円（変更無し）
　給与所得控除65万円（＋10万円）

　合計所得金額  58万円

　①現行「103万円まで」の子等の給与収入
　　 について、「収入150万円まで」を対象と
     する新たな特別控除を創設
　②子等の給与収入「150万円～188万円」
　   の場合、控除額に段階に設けて控除

　最低保障額　55万円

　給与収入103万円までの
  子等にかかる特定扶養控
  除のみ

  合計所得金額　48万円

　基本額等　45万円
　給与所得控除55万円

改正前

　 加熱式たばこは、紙巻きたばこよりも税の負担水準が低い状況にあったことから、その税負担
差を解消するため、従来の重量と価格によって紙巻きたばこの本数に換算する課税方式から、重
量のみで換算する方式に変更され、紙巻きたばこと同程度の税負担となるよう見直されました。
（令和８年４月から２回に分けて段階的に実施されます。）

令和8年4月1日～令和8年9年30日

令和8年10月1日～

時　　期 換算方法

改正前の換算本数×0.5＋改正後の換算本数×0.5

改正後の換算本数×１．０

「県税」の税目についての詳細は、P54掲載の担当する事務所等へお問合せください。

「市町村税」の税目についての詳細は、P53に掲載の各市町の税務担当課へお問合せください

市
町
村
税

県
税

地方税

　※水利地益税・共同施設税・宅地開発税について、県内で課税している市町はありません。

上場株式の配当などにかかります。

間
接
税 ゴルフ場の利用にかかります。

県内で消費者に販売されるたばこにかかります。

消費税額に応じて消費税（国税）と併せてかかります。

普
通
税

軽油の引取りなどにかかります。

源泉徴収選択口座内における上場株式の売却益などにかかりま
す。

自動車の所有にかかります。

自動車の環境性能に応じて、取得の時にかかります。環境性能割

事
業
税

個人が行う事業にかかります。

法人が行う事業にかかります。

不 動 産 取 得 税

県 民 税 株 式 等
譲 渡 所 得 割

個 人 事 業 税

法 人 事 業 税

自 動 車 税

鉱 区 税

県 固 定 資 産 税

地 方 消 費 税

県 た ば こ 税

ゴ ル フ 場 利 用 税

市町村の区域内で消費者に販売されるたばこにかかります。

個人市町村民税 市町村の区域内に住所又は事務所・事業所等を有する個人にかかります。

三輪以上の軽自動車の環境性能に応じて、取得の時にかかります。

軽自動車や二輪の小型自動車、原動機付自転車などの所有にかかります。

共 同 施 設 税 ※

宅 地 開 発 税 ※

目的税 直接税 狩猟者の登録を受ける人にかかります。

間接税

目
的
税

金沢市が独自に課す法定外税で、金沢市内に所在する宿泊施設
へ宿泊する人にかかります。

種 別 割

環境性能割

種 別 割

大規模な償却資産に、市町が課すことができる限度を超える部分
についてかかります。（現在、県内に対象となる償却資産はありま
せん。）

石川県が独自に課す法定外税で、発電用原子炉の発電事業など
にかかります。

直
接
税

指定都市等（県内では金沢市）の区域内で行う事業にかかります。

鉱泉浴場（温泉）への入湯にかかります。

水利事業等によって特に利益を受ける土地や家屋にかかります。

共同施設によって特に利益を受ける人にかかります。

国民健康保険の被保険者である世帯主にかかります。

市街化区域のうち公共施設の整備が必要な区域内で宅地開発を
行う人にかかります。

都市計画区域を有する市町村の市街化区域内にある土地や家屋
にかかります。

鉱物を採掘する事業にかかります。

普
通
税

直
接
税

市町村
民税 法人市町村民税 市町村の区域内に事務所・事業所等を有する法人にかかります。

土地や家屋、償却資産にかかります。

間接税

個 人 県 民 税

法 人 県 民 税

直
接
税

県
民
税

県内に住所又は事務所・事業所等を有する個人にかかります。

県内に事務所・事業所等を有する法人にかかります。

預金の利子などにかかります。

鉱区（鉱業権の登録を受けた区域）にかかります。

土地や建物といった不動産の取得にかかります。

県 民 税 利 子 割

県 民 税 配 当 割

核 燃 料 税

国 民 健 康 保 険 税

入 湯 税

宿 泊 税

軽 油 引 取 税

狩 猟 税

固 定 資 産 税

軽自動車税

鉱 産 税

市 町 村 た ば こ 税

事 業 所 税

都 市 計 画 税

水 利 地 益 税
※
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［令和８年１月１日施行］

諸控除の見直し

個人県民税について、詳しくは７～11ページをご覧ください。

［令和８年４月１日施行］

加熱式たばこの課税方式の見直し

【例：１箱20本入、重量4.4ｇ、580円の加熱式たばこの場合】

県たばこ税について、詳しくは34ページをご覧ください。

　令和７年度税制改正による県税に関する改正事項のうち、主なものは次のとおりです。

県 た ば こ 税

非課税ライン
（単身者の場合）

改正後

　最低保障額　65万円

扶養親族等に係る
所得要件の引上げ

　 物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応として、個人住民税について、給
与所得控除をはじめとして各種控除の見直しがされました。

個 人 県 民 税

大学生年代の子等
(特定扶養控除関係）

給与所得控除

改正内容 改正前

改正後

　基本額等　45万円（変更無し）
　給与所得控除65万円（＋10万円）

　合計所得金額  58万円

　①現行「103万円まで」の子等の給与収入
　　 について、「収入150万円まで」を対象と
     する新たな特別控除を創設
　②子等の給与収入「150万円～188万円」
　   の場合、控除額に段階に設けて控除

　最低保障額　55万円

　給与収入103万円までの
  子等にかかる特定扶養控
  除のみ

  合計所得金額　48万円

　基本額等　45万円
　給与所得控除55万円

改正前

　 加熱式たばこは、紙巻きたばこよりも税の負担水準が低い状況にあったことから、その税負担
差を解消するため、従来の重量と価格によって紙巻きたばこの本数に換算する課税方式から、重
量のみで換算する方式に変更され、紙巻きたばこと同程度の税負担となるよう見直されました。
（令和８年４月から２回に分けて段階的に実施されます。）

令和8年4月1日～令和8年9年30日

令和8年10月1日～

時　　期 換算方法

改正前の換算本数×0.5＋改正後の換算本数×0.5

改正後の換算本数×１．０

「県税」の税目についての詳細は、P54掲載の担当する事務所等へお問合せください。

「市町村税」の税目についての詳細は、P53に掲載の各市町の税務担当課へお問合せください

国 民 健 康 保 険 税

入 湯 税

宿 泊 税

軽 油 引 取 税

狩 猟 税

固 定 資 産 税

軽自動車税

鉱 産 税

市 町 村 た ば こ 税

事 業 所 税

都 市 計 画 税

水 利 地 益 税
※

個 人 県 民 税

法 人 県 民 税

直
接
税

県
民
税

県内に住所又は事務所・事業所等を有する個人にかかります。

県内に事務所・事業所等を有する法人にかかります。

預金の利子などにかかります。

鉱区（鉱業権の登録を受けた区域）にかかります。

土地や建物といった不動産の取得にかかります。

県 民 税 利 子 割

県 民 税 配 当 割

核 燃 料 税

間接税

目
的
税

金沢市が独自に課す法定外税で、金沢市内に所在する宿泊施設
へ宿泊する人にかかります。

種 別 割

環境性能割

種 別 割

大規模な償却資産に、市町が課すことができる限度を超える部分
についてかかります。（現在、県内に対象となる償却資産はありま
せん。）

石川県が独自に課す法定外税で、発電用原子炉の発電事業など
にかかります。

直
接
税

指定都市等（県内では金沢市）の区域内で行う事業にかかります。

鉱泉浴場（温泉）への入湯にかかります。

水利事業等によって特に利益を受ける土地や家屋にかかります。

共同施設によって特に利益を受ける人にかかります。

国民健康保険の被保険者である世帯主にかかります。

市街化区域のうち公共施設の整備が必要な区域内で宅地開発を
行う人にかかります。

都市計画区域を有する市町村の市街化区域内にある土地や家屋
にかかります。

鉱物を採掘する事業にかかります。

普
通
税

直
接
税

市
町
村

民
税 法人市町村民税 市町村の区域内に事務所・事業所等を有する法人にかかります。

土地や家屋、償却資産にかかります。

間接税 市町村の区域内で消費者に販売されるたばこにかかります。

個人市町村民税 市町村の区域内に住所又は事務所・事業所等を有する個人にかかります。

三輪以上の軽自動車の環境性能に応じて、取得の時にかかります。

軽自動車や二輪の小型自動車、原動機付自転車などの所有にかかります。

共 同 施 設 税 ※

宅 地 開 発 税 ※

目的税 直接税 狩猟者の登録を受ける人にかかります。

軽油の引取りなどにかかります。

源泉徴収選択口座内における上場株式の売却益などにかかりま
す。

自動車の所有にかかります。

自動車の環境性能に応じて、取得の時にかかります。環境性能割

事
業
税

個人が行う事業にかかります。

法人が行う事業にかかります。

不 動 産 取 得 税

県 民 税 株 式 等
譲 渡 所 得 割

個 人 事 業 税

法 人 事 業 税

自 動 車 税

鉱 区 税

県 固 定 資 産 税

地 方 消 費 税

県 た ば こ 税

ゴ ル フ 場 利 用 税

市
町
村
税

県
税

地方税

　※水利地益税・共同施設税・宅地開発税について、県内で課税している市町はありません。

上場株式の配当などにかかります。

間
接
税 ゴルフ場の利用にかかります。

県内で消費者に販売されるたばこにかかります。

消費税額に応じて消費税（国税）と併せてかかります。

普
通
税

令和７年度税制改正(県税関係 )

要素 換算基準 換算本数 要素 換算基準 換算本数

重量 0.4ｇにつき１本 11本

価格 25円につき１本 21.1本

16.1本

１箱あたりの税額 17.2円 １箱あたりの税額 21.4円※

重量

0.35ｇにつき１本

　重量・価格の換算値の計を
　2で除した数

4.4g÷20本で
１本が0.22ｇ
（0.35ｇ未満）
のため20本

※ただし、１本が
0.35ｇ未満の場
合は1本と換算

20本

※紙巻きたばこの税額(21.4円 )と同額まで引上げ
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【給与所得控除】

■所得金額調整控除
　令和3年度分以後、次に該当する場合、給与所得に対して所得金額調整控除が適用されます。

■専従者控除

(1)　青色申告････････････ 青色事業専従者に支払われた適正な給与額
(2)　白色申告････････････ 事業専従者１人について次のいずれか低い方の金額

① 50万円（ただし、配偶者である事業専従者については86万円）
② 事業専従者控除前の所得金額 ÷（事業専従者数＋1）

【所得控除】

　次のいずれか多い方の金額
  (1)　（損失額※ － 保険金等により補てんされた額） －（総所得金額等 × 1/10）
  (2)　（災害関連支出の金額 － 保険金等により補てんされた額） － ５万円
  ※　損失額＝損害金額＋災害関連支出の金額

までに購入した場合 [限度額88,000円] 

  (1)　平成24年1月1日以後に締結した保険契約等（新契約）に係る控除

　[それぞれの適用限度額28,000円、最高限度額70,000円]

  (2)　平成23年12月31日までに締結した保険契約等（旧契約）に係る控除

　[それぞれの適用限度額35,000円、最高限度額70,000円]

  (2)(支払ったスイッチOTC医薬品購入費－保険金等により補てんされた額)－ 12,000円

給与等の収入金額 給与所得控除額
162万5,000円以下 55万円

162万5,000円超 180万円以下 収入金額　　×　　40％ －　  　10万円

180万円超 360万円以下 収入金額　　×　　30％ ＋　  　  8万円

360万円超 660万円以下 収入金額　　×　　20％ ＋ 　　 44万円

660万円超 850万円以下 収入金額　　×　　10％ ＋　　 110万円

850万円超 195万円

適　用　対　象　者 調　整　控　除　額

1

　給与等の収入金額が850万円を超える方で次の
いずれかに該当する場合

（給与等の収入金額※－850万円）×10％
　※給与等の収入金額が1,000万円超の場合は、1,000万円
　から850万円を控除した金額に10％を乗じる。  (1)　本人が特別障がい者に該当する

  (2)　23歳未満の扶養親族を有する
  (3)　特別障がい者である同一生計配偶者もしく
　　　 は扶養親族を有する

2

　給与所得控除後の給与等の金額（A）及び公的年金
等に係る雑所得の金額（B）がある給与所得者で、そ
の合計額が10万円を超える方

{（A)+(B）}※－10万円
　※最大10万円を給与控除から控除。上記1の所得金額調整控
　除の適用がある場合は、その適用後の給与所得金額から控除。

　 事業主と生計を一にする15歳以上の親族で専らその事業に従事する方がいる場合には、次の金額が必要
経費とされます。

種　　　類 控　　　除　　　額

雑損控除

医療費控除
　次のいずれかのみ適用を受けることができます。
  (1)  （支払った医療費 － 保険金等により補てんされた額） －
　　 （総所得金額等×５％又は10万円のいずれか少ない方の額） [限度額200万円]

　※ 「一般生命保険料控除」及び「個人年金保険料控除」について、新契約と旧契約の両方の
　　控除の適用を受ける場合は、それぞれの方法で計算した金額の合計額で28,000円を限度と
　　する。

スイッチOTC薬控除
(医療費控除の特例)

※ 検診・予防接種等を受けている個人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日

社会保険料控除 　支払った金額

小規模企業共済等掛金控除 　支払った金額

70,000円超　 35,000円

生命保険料控除

　「一般生命保険料控除」、「介護医療保険料控除」、「個人年金保険料控除」は、次
により算出した額

支払った保険料の金額 生命保険料控除額
12,000円以下 支払った保険料の金額
12,000円超　32,000円以下 支払った保険料×1/2＋6,000円
32,000円超　56,000円以下 支払った保険料×1/4＋14,000円
56,000円超 28,000円

40,000円超　70,000円以下 支払った保険料×1/4＋17,500円

　旧契約を元とする「一般生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」に関しては、次
により算出した額

支払った保険料の金額
15,000円以下 支払った保険料の金額
15,000円超　40,000円以下 支払った保険料×1/2＋7,500円

生命保険料控除額

  個個人人県県民民税税（（個個人人のの県県民民税税））

【納める人】
毎年１月１日（賦課期日）現在　※

(１) 県内に住所がある個人 ･･･････････････････････････････････････････････････････ 均等割・所得割
(２) 県内に事務所・事業所や家屋敷があり、その所在する市や町に住所がない個人 ･･･ 均等割
※課税や納税の事務は、個人の市町村民税と一緒に市町で行っています。

 　
【納める額】

(１) 均等割 ････････････････････････ 1,500円
うち500円は「いしかわ森林環境税」分です。

(２) 所得割 ････････････････････････ 課税所得金額の４％

【非課税】個人県民税が非課税となるのは、次の場合です。　

 (１) 生活保護法の規定により生活扶助を受けている場合

 (２) 障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の場合

　前年中の合計所得金額が、市町の条例で定める次の金額以下の場合

①　金沢市の場合

・同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合

32万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計人数＋1)＋19万円 ＋10万円 

・同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合　　32万円＋10万円

②　小松市の場合

・同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合

31.5万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計人数＋1)＋18.9万円＋10万円

・同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合　　31.5万円＋10万円

③ その他の市町の場合

・同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合

28万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計人数＋1)＋16.8万円 ＋10万円 

・同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合　　28万円＋10万円

　前年中の総所得金額等が、次の金額以下の場合

・同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合

35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計人数＋1)＋32万円 ＋10万円 

・同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合　　35万円＋10万円

【所得割の計算方法】

※県民税４％、市町村民税６％

（注）　退職金などの退職所得と土地や建物を売った場合などの譲渡所得については、他の所得と区分して課税されます。

県　民　税

課税所得金額 ×

所得割がかから
ない方

前年の
収入金額

－
必要経費(専従者控除を含む)

又は給与所得控除額
＝ 課税所得金額

税率※ － 税額控除額 ＝ 所所得得割割額額

－ 所得控除

　 県民税は、県の仕事に必要な費用を広く県民のみなさんからその能力に応じて負担していただく
もので、個人県民税、法人県民税、利子等に係る県民税、配当等に係る県民税及び株式等譲渡所
得に係る県民税に分かれます。また、県民税は市町村民税と併せて住民税とも呼ばれます。

区　　分 要　　　　　件

均等割も所得割
もかからない方

均等割がかから
ない方

また、市町及び県が実施する森林の整備及びその促進に関する施策
の財源を確保するため、森林環境税（国税）として令和6年度より年額
1,000円が課税されています。

県税のあらまし
県　民　税

 個人県民税（個人の県民税） 個人県民税（個人の県民税）

― 7 ―



【給与所得控除】

■所得金額調整控除
　令和3年度分以後、次に該当する場合、給与所得に対して所得金額調整控除が適用されます。

■専従者控除

(1)　青色申告････････････ 青色事業専従者に支払われた適正な給与額
(2)　白色申告････････････ 事業専従者１人について次のいずれか低い方の金額

① 50万円（ただし、配偶者である事業専従者については86万円）
② 事業専従者控除前の所得金額 ÷（事業専従者数＋1）

【所得控除】

　次のいずれか多い方の金額
  (1)　（損失額※ － 保険金等により補てんされた額） －（総所得金額等 × 1/10）
  (2)　（災害関連支出の金額 － 保険金等により補てんされた額） － ５万円
  ※　損失額＝損害金額＋災害関連支出の金額

までに購入した場合 [限度額88,000円] 

  (1)　平成24年1月1日以後に締結した保険契約等（新契約）に係る控除

　[それぞれの適用限度額28,000円、最高限度額70,000円]

  (2)　平成23年12月31日までに締結した保険契約等（旧契約）に係る控除

　[それぞれの適用限度額35,000円、最高限度額70,000円]

  (2)(支払ったスイッチOTC医薬品購入費－保険金等により補てんされた額)－ 12,000円

給与等の収入金額 給与所得控除額
162万5,000円以下 55万円

162万5,000円超 180万円以下 収入金額　　×　　40％ －　  　10万円

180万円超 360万円以下 収入金額　　×　　30％ ＋　  　  8万円

360万円超 660万円以下 収入金額　　×　　20％ ＋ 　　 44万円

660万円超 850万円以下 収入金額　　×　　10％ ＋　　 110万円

850万円超 195万円

適　用　対　象　者 調　整　控　除　額

1

　給与等の収入金額が850万円を超える方で次の
いずれかに該当する場合

（給与等の収入金額※－850万円）×10％
　※給与等の収入金額が1,000万円超の場合は、1,000万円
　から850万円を控除した金額に10％を乗じる。  (1)　本人が特別障がい者に該当する

  (2)　23歳未満の扶養親族を有する
  (3)　特別障がい者である同一生計配偶者もしく
　　　 は扶養親族を有する

2

　給与所得控除後の給与等の金額（A）及び公的年金
等に係る雑所得の金額（B）がある給与所得者で、そ
の合計額が10万円を超える方

{（A)+(B）}※－10万円
　※最大10万円を給与控除から控除。上記1の所得金額調整控
　除の適用がある場合は、その適用後の給与所得金額から控除。

　 事業主と生計を一にする15歳以上の親族で専らその事業に従事する方がいる場合には、次の金額が必要
経費とされます。

種　　　類 控　　　除　　　額

雑損控除

医療費控除
　次のいずれかのみ適用を受けることができます。
  (1)  （支払った医療費 － 保険金等により補てんされた額） －
　　 （総所得金額等×５％又は10万円のいずれか少ない方の額） [限度額200万円]

　※ 「一般生命保険料控除」及び「個人年金保険料控除」について、新契約と旧契約の両方の
　　控除の適用を受ける場合は、それぞれの方法で計算した金額の合計額で28,000円を限度と
　　する。

スイッチOTC薬控除
(医療費控除の特例)

※ 検診・予防接種等を受けている個人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日

社会保険料控除 　支払った金額

小規模企業共済等掛金控除 　支払った金額

70,000円超　 35,000円

生命保険料控除

　「一般生命保険料控除」、「介護医療保険料控除」、「個人年金保険料控除」は、次
により算出した額

支払った保険料の金額 生命保険料控除額
12,000円以下 支払った保険料の金額
12,000円超　32,000円以下 支払った保険料×1/2＋6,000円
32,000円超　56,000円以下 支払った保険料×1/4＋14,000円
56,000円超 28,000円

40,000円超　70,000円以下 支払った保険料×1/4＋17,500円

　旧契約を元とする「一般生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」に関しては、次
により算出した額

支払った保険料の金額
15,000円以下 支払った保険料の金額
15,000円超　40,000円以下 支払った保険料×1/2＋7,500円

生命保険料控除額

  個個人人県県民民税税（（個個人人のの県県民民税税））

【納める人】
毎年１月１日（賦課期日）現在　※

(１) 県内に住所がある個人 ･･･････････････････････････････････････････････････････ 均等割・所得割
(２) 県内に事務所・事業所や家屋敷があり、その所在する市や町に住所がない個人 ･･･ 均等割

※課税や納税の事務は、個人の市町村民税と一緒に市町で行っています。
 　

【納める額】
(１) 均等割 ････････････････････････ 1,500円

うち500円は「いしかわ森林環境税」分です。

(２) 所得割 ････････････････････････ 課税所得金額の４％

【非課税】個人県民税が非課税となるのは、次の場合です。　

 (１) 生活保護法の規定により生活扶助を受けている場合

 (２) 障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の場合

　前年中の合計所得金額が、市町の条例で定める次の金額以下の場合

①　金沢市の場合

・同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合

32万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計人数＋1)＋19万円 ＋10万円 

・同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合　　32万円＋10万円

②　小松市の場合

・同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合

31.5万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計人数＋1)＋18.9万円＋10万円

・同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合　　31.5万円＋10万円

③ その他の市町の場合

・同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合

28万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計人数＋1)＋16.8万円 ＋10万円 

・同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合　　28万円＋10万円

　前年中の総所得金額等が、次の金額以下の場合

・同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合

35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計人数＋1)＋32万円 ＋10万円 

・同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合　　35万円＋10万円

【所得割の計算方法】

※県民税４％、市町村民税６％

（注）　退職金などの退職所得と土地や建物を売った場合などの譲渡所得については、他の所得と区分して課税されます。

県　民　税

課税所得金額 ×

所得割がかから
ない方

前年の
収入金額

－
必要経費(専従者控除を含む)

又は給与所得控除額
＝ 課税所得金額

税率※ － 税額控除額 ＝ 所所得得割割額額

－ 所得控除

　 県民税は、県の仕事に必要な費用を広く県民のみなさんからその能力に応じて負担していただく
もので、個人県民税、法人県民税、利子等に係る県民税、配当等に係る県民税及び株式等譲渡所
得に係る県民税に分かれます。また、県民税は市町村民税と併せて住民税とも呼ばれます。

区　　分 要　　　　　件

均等割も所得割
もかからない方

均等割がかから
ない方

また、市町及び県が実施する森林の整備及びその促進に関する施策
の財源を確保するため、森林環境税（国税）として令和6年度より年額
1,000円が課税されています。
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【税額控除】

　(1)　個人住民税の課税所得金額が200万円以下の場合

次のいずれか少ない方の金額の５％（県民税２％、市町村民税３％）を控除

①人的控除額の差の合計額

②課税所得金額

　(2)　個人住民税の課税所得金額が200万円超の場合

｛人的控除額の差の合計－（課税所得金額－200万円）｝ × ５％

（県民税２％、市町村民税３％）

　ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円とします。

　※令和3年度以後、合計所得金額が2,500万円を超える方は適用されません。

【申告と納税】 　個人市町村民税と一緒に市や町で行います。

■申告

■納税

※　退職者については、退職手当の支払の際に支払者が退職手当から差し引いて納めます。

種　　　類 控　　　除　　　額

調整控除

　税源移譲による所得税と個人住民税の人的控除(扶養控除、基礎控除等)の差から生
ずる負担増を調整するため、次により算出した額を所得割額から控除します。

住宅借入金等
特別税額控除

　平成21年から令和７年12月までに住宅に入居した方について、所得税から控除しき
れなかった住宅ローン控除額を翌年度の住民税から控除します。

寄附金税額控除 　詳しくは12ページをご覧ください。

※　介護保険料が年金から引き落としされていない方、引き落とされる税額が老齢基礎年金等の額を超える方
　 などは、特別徴収の対象となりません。

※　公的年金から特別徴収されるのは、年金所得の金額から計算した県民税額のみです。給与所得や事業所得
　 などの金額から計算した県民税額は、給与からの特別徴収又は納税通知書により納めます。

・申告期限は３月15日です。

・所得税の確定申告書を提出した場合は、個人県民税の申告書を提出する必要はありませんが、所得税
 の確定申告書第二表「住民税・事業税に関する事項」欄の該当事項は必ず記載してください。

・給与所得のみの人は申告書を提出する必要はありませんが、前年中に火災や盗難にあったことによる
 雑損控除又は自分や家族が病気にかかったことによる医療費控除を受けようとする場合には、期限まで
 に申告書を提出してください。

・給与所得者は、６月から翌年５月までの12回に分けて、毎月の給与から徴収（天引き）されます。

・給与所得者以外の所得者については、一般的には６月、８月、10月及び翌年の１月の４回に分けて、
  市町から送られる納税通知書によって納めます。

・４月１日現在65歳以上の公的年金受給者については、公的年金支給時（年６回）に年金から特別徴収
 されます。

　その年に支払った保険料の金額に応じて、次により算出した額
  (1)　地震保険料

支払った保険料の金額 × 1/2 　[限度額25,000円]
  (2)　旧長期損害保険料

（平成18年12月31日以前に締結した長期損害保険契約等） 　[限度額10,000円]

  (3)　上記(1)と(2)の両方がある場合
それぞれの控除額の合計額 ［限度額25,000円］

　本人・同一生計配偶者・扶養親族が障がい者の場合 ･･････ 26万円
上記のうち特別障がい者については ･･････････････････ 30万円

　同一生計配偶者・扶養親族が同居特別障がい者の場合 ･･････ 53万円
　本人が寡婦 ･････････ 26万円

※扶養親族である子がいない、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下の方

　本人がひとり親 ･････････ 30万円

　本人が勤労学生 ････････････ 26万円

　配偶者の前年の合計所得金額に応じた金額 ［限度額33万円］

　一般扶養親族( 0歳以上16歳未満) ････ 控除なし
　一般扶養親族(16歳以上19歳未満) ････ 33万円
　特定扶養親族(19歳以上23歳未満)　 ････ 45万円
　一般扶養親族(23歳以上70歳未満) ････ 33万円
　70歳以上の扶養親族 ････ 38万円
　70歳以上の同居の親等　 ････ 45万円

　納税義務者の前年の合計所得金額が

2,400万円以下の場合 ････ 43万円

2,400万円超 2,450万円以下の場合 ････ 29万円

2,450万円超 2,500万円以下の場合 ････ 15万円

種　　　類 控　　　除　　　額

地震保険料控除 支払った保険料の金額 地震保険料控除額
5,000円以下 支払った保険料の金額
5,000円超　15,000円以下 支払った保険料×1/2＋2,500円
15,000円超 10,000円

障がい者控除

寡婦控除

ひとり親控除 ※ 婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子（前年の総所得金額等が48万円
以下）を有する単身者、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下の方

勤労学生控除 ※ 前年中、自己の勤労に基づく給与所得が有り、合計所得金額が75万円以下で、そのうち
自己の勤労によらない所得の合計額が10万円以下の場合に限ります。

配偶者控除

納税義務者の合計所得金額

900万円以下
900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下

控除額
一般の配偶者 33万円 22万円 11万円

70歳以上の配偶者 38万円 26万円 13万円

扶養控除

※ 生計を一にする親族の前年の合計所得金額が48万円以下の場合に限ります。

基礎控除

※ 本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の前年の合計
所得金額が48万円以下の場合に限ります。

配偶者特別控除
※ 本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の前年の合計

所得金額が133万円以下の場合に限ります。

※ 配偶者が控除対象配偶者である場合は、配偶者特別控除の適用はありません。
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【税額控除】

　(1)　個人住民税の課税所得金額が200万円以下の場合

次のいずれか少ない方の金額の５％（県民税２％、市町村民税３％）を控除

①人的控除額の差の合計額

②課税所得金額

　(2)　個人住民税の課税所得金額が200万円超の場合

｛人的控除額の差の合計－（課税所得金額－200万円）｝ × ５％

（県民税２％、市町村民税３％）

　ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円とします。

　※令和3年度以後、合計所得金額が2,500万円を超える方は適用されません。

【申告と納税】 　個人市町村民税と一緒に市や町で行います。

■申告

■納税

※　退職者については、退職手当の支払の際に支払者が退職手当から差し引いて納めます。

種　　　類 控　　　除　　　額

調整控除

　税源移譲による所得税と個人住民税の人的控除(扶養控除、基礎控除等)の差から生
ずる負担増を調整するため、次により算出した額を所得割額から控除します。

住宅借入金等
特別税額控除

　平成21年から令和７年12月までに住宅に入居した方について、所得税から控除しき
れなかった住宅ローン控除額を翌年度の住民税から控除します。

寄附金税額控除 　詳しくは12ページをご覧ください。

※　介護保険料が年金から引き落としされていない方、引き落とされる税額が老齢基礎年金等の額を超える方
　 などは、特別徴収の対象となりません。

※　公的年金から特別徴収されるのは、年金所得の金額から計算した県民税額のみです。給与所得や事業所得
　 などの金額から計算した県民税額は、給与からの特別徴収又は納税通知書により納めます。

・申告期限は３月15日です。

・所得税の確定申告書を提出した場合は、個人県民税の申告書を提出する必要はありませんが、所得税
 の確定申告書第二表「住民税・事業税に関する事項」欄の該当事項は必ず記載してください。

・給与所得のみの人は申告書を提出する必要はありませんが、前年中に火災や盗難にあったことによる
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  (3)　上記(1)と(2)の両方がある場合
それぞれの控除額の合計額 ［限度額25,000円］

　本人・同一生計配偶者・扶養親族が障がい者の場合 ･･････ 26万円
上記のうち特別障がい者については ･･････････････････ 30万円

　同一生計配偶者・扶養親族が同居特別障がい者の場合 ･･････ 53万円
　本人が寡婦 ･････････ 26万円

※扶養親族である子がいない、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下の方

　本人がひとり親 ･････････ 30万円

　本人が勤労学生 ････････････ 26万円

　配偶者の前年の合計所得金額に応じた金額 ［限度額33万円］

　一般扶養親族( 0歳以上16歳未満) ････ 控除なし
　一般扶養親族(16歳以上19歳未満) ････ 33万円
　特定扶養親族(19歳以上23歳未満)　 ････ 45万円
　一般扶養親族(23歳以上70歳未満) ････ 33万円
　70歳以上の扶養親族 ････ 38万円
　70歳以上の同居の親等　 ････ 45万円

　納税義務者の前年の合計所得金額が

2,400万円以下の場合 ････ 43万円

2,400万円超 2,450万円以下の場合 ････ 29万円

2,450万円超 2,500万円以下の場合 ････ 15万円

種　　　類 控　　　除　　　額

地震保険料控除 支払った保険料の金額 地震保険料控除額
5,000円以下 支払った保険料の金額
5,000円超　15,000円以下 支払った保険料×1/2＋2,500円
15,000円超 10,000円

障がい者控除

寡婦控除

ひとり親控除 ※ 婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子（前年の総所得金額等が48万円
以下）を有する単身者、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下の方

勤労学生控除 ※ 前年中、自己の勤労に基づく給与所得が有り、合計所得金額が75万円以下で、そのうち
自己の勤労によらない所得の合計額が10万円以下の場合に限ります。

配偶者控除

納税義務者の合計所得金額

900万円以下
900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下

控除額
一般の配偶者 33万円 22万円 11万円

70歳以上の配偶者 38万円 26万円 13万円

扶養控除

※ 生計を一にする親族の前年の合計所得金額が48万円以下の場合に限ります。

基礎控除

※ 本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の前年の合計
所得金額が48万円以下の場合に限ります。

配偶者特別控除
※ 本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の前年の合計

所得金額が133万円以下の場合に限ります。

※ 配偶者が控除対象配偶者である場合は、配偶者特別控除の適用はありません。
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1　都道府県・市区町村に対する寄附金（いわゆる「ふるさと納税」）

■ふるさと納税の例 ■軽減額の計算
【個人住民税での軽減額】（税額控除）

（1）基本控除

（2）特例控除（注2）

【所得税での軽減額】（所得控除）

２　その他の個人住民税の控除対象となる寄附金
（１）石川県共同募金会・日本赤十字社石川県支部に対する寄附金

（２）石川県や県内市町が条例で指定する寄附金

ア　石川県が条例で指定した寄附金（個人県民税分）

　 　石川県が条例で指定した控除対象寄附金は、所得税の寄附金控除の対象となる寄附金（公益

法人、学校法人、社会福祉法人、認定ＮＰＯ法人等に対する寄附金）のうち、県内に事務所を有する

法人・団体に対する寄附金です（当該事務所で収納したものに限ります）。

イ　県内市町が条例で指定した寄附金（個人市町村民税分）

     県内各市町の個人市町村民税の控除対象寄附金の指定状況については、お住まいの市町の

住民税担当課へお問い合わせください。

　・石川県が指定した寄附金は４％

　・県内市町が指定した寄附金は６％

　 したがって、石川県と県内市町双方が指定した寄附金は10％となります。

所得税率は寄附者の所得によって異なります（5
～45％）。
また、平成25年分から令和19年分までは、所
得税率に復興特別所得税率（2.1％）を乗じて得
た率を加算して計算します。

合計で68,000円が軽減されます。

（注2）

（注3）

特例控除額の上限は、個人住民税の所得割額
の20％の金額です。
また、特例控除は総務大臣が指定した地方公共
団体に対して寄附した場合に適用されます。

▲6,942円

　 なお、「（２）石川県や県内市町が条例で指定する寄附金」の基本控除額の計算において、乗じる率は
次のとおりです。

※

所得税及び
復興特別所得税

基本控除額

※平成26年度から令和20年度までは、復興
特別所得税を考慮して控除額を計算します。

内
　
訳

特例控除額

個
人

住
民
税

総所得金額の30％が限度です。
また、複数の地方公共団体やその他の団体に寄
附を行った場合は、その寄附金の合計額で計算
します。

（注1）

▲54,258円

▲6,800円

個人住民税の寄附金控除

（寄附金
（注1）

－2,000円）×10％

　年収700万円の給与所得者Ａさん（石
川県在住、夫婦と子供２人の世帯）が、Ｂ
県に70,000円を寄附した場合

負担額 2,000円

　「ふるさと」に貢献したい、「ふるさと」を応援したいという納税者の思いを活かすことができるよう、地方
公共団体（都道府県や市区町村）に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分について、個人住民税や
所得税が軽減されます。

※基本控除は、ふるさと納税以外の寄附金についても適用されます。

（寄附金－2,000円）×

※Ａさんの所得税率は10％、個人住民税所得
割額は35万円として計算しています。

▲68,000円

（90％－寄附者に適用される所得税率
（注3））

寄附額

税の軽減額

70,000円
（寄附金－2,000円）×

寄附者に適用される所得税率
（注3）

県内に住むサラリーマンＡさんの県民税は？
○ 家族構成 　本人（45歳）、妻（42歳）、子供２人（中学生（14歳）１人、高校生（17歳）１人）
○

（計算方法）
○均等割額は、 です。
○所得割額は、

－ ＝

－ ＝

× ＝ 計

－ ≒

したがって、Ａさんの納める個人県民税は、
＋ ＝ となります。

なお、個人県民税のほかに個人市町村民税も課税されます。

※調整控除の計算
国から地方への税源移譲に伴う所得税と個人住民税の人的控除額の差を調整するための控除
　人的控除額

・配偶者控除 － ＝ ･････････　①

・扶養控除 － ＝ ･････････　②

・基礎控除 － ＝ ･････････　③

－ ＝　2,160円
（県民税2%）

（注1）計算後の調整控除額が個人市町村民税分とあわせて2,500円未満の場合は、

 　2,500円(県民税1,000円、市町村税1,500円)となります。

（注2）課税所得金額により調整控除の計算が変わります。

退職金にかかる個人県民税（所得割）の求め方

退職所得控除額を控除した残額のうち300万を超える部分については適用がありません。

退職所得控除額の求め方
(１) 通常の退職の場合

勤続年数が20年以下の場合 ･････ 40万円 × 勤続年数
勤続年数が20年を超える場合 ･････ 70万円 × （勤続年数－20年） ＋ 800万円

(２) 障がい者になったことに直接起因して退職した場合
･････ （(１)によって計算した金額） ＋ 100万円

（例）今年の８月に勤続24年５月で退職し、その際2,000万円の退職金を受けた場合

50,000円

(控除額の差）

　（所得税の控除額） (控除額の差）

480,000円 430,000円 50,000円

(控除額の差）

50,000円

 （個人県民税の控除額）

 （個人県民税の控除額）

330,000円

(課税所得金額) (税率)

 （個人県民税の控除額）

参考１

参考２

5,000,000円

1,500円 79,500円 81,000円
（均等割額） （所得割額）

　（所得税の控除額）

　（所得税の控除額）

380,000円 330,000円

380,000円

（ 20,000,000円－11,500,000円 ） ×
1

× 4%  ＝ 170,000円
2

80万円に満たない
場合には80万円

（人的控除額の差（①＋②＋③）） （課税所得金額－200万円）

1

2
税額　＝（退職金－退職所得控除額） ×

(注2)　令和4年1月1日以後、勤続年数が5年以下の役員等以外の退職金において、

｛（50,000円＋50,000円＋50,000円） （2,042,000円－2,000,000円）｝ 　×　2％

（注）　勤続年数に１年未満の端数がある場合は、切り上げとなります。

(注1)　役員等としての勤続年数が５年以下である方が支払を受ける退職金については適用がありません。

   × 税率

1,518,000円

※100円未満切り捨て

(調整控除前所得割額)

（給与所得控除額） (所得金額）

2,042,000円 4% 81,680円

(所得金額)

(収入金額)

81,680円 2,160円 79,500円
(調整控除前所得割額) (調整控除※) (調整控除後所得割額)

所得控除の内訳

前年の給与500万円、社会保険料40万円、生命保険料10万円（平成24年１月１日以後に締結した新契約
に係るもの）、妻の所得なし

1,500円

(所得控除) （課税所得金額）

社会保険料控除
生命保険料控除
配偶者控除
扶養控除
　（0円＋330,000円）
基礎控除

3,560,000円 1,518,000円 2,042,000円

1,440,000円 3,560,000円
400,000円

28,000円
330,000円

330,000円

430,000円

(注1)

（税率）

(注2)
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1　都道府県・市区町村に対する寄附金（いわゆる「ふるさと納税」）

■ふるさと納税の例 ■軽減額の計算
【個人住民税での軽減額】（税額控除）

（1）基本控除

（2）特例控除（注2）

【所得税での軽減額】（所得控除）

２　その他の個人住民税の控除対象となる寄附金
（１）石川県共同募金会・日本赤十字社石川県支部に対する寄附金

（２）石川県や県内市町が条例で指定する寄附金

ア　石川県が条例で指定した寄附金（個人県民税分）

　 　石川県が条例で指定した控除対象寄附金は、所得税の寄附金控除の対象となる寄附金（公益

法人、学校法人、社会福祉法人、認定ＮＰＯ法人等に対する寄附金）のうち、県内に事務所を有する

法人・団体に対する寄附金です（当該事務所で収納したものに限ります）。

イ　県内市町が条例で指定した寄附金（個人市町村民税分）

     県内各市町の個人市町村民税の控除対象寄附金の指定状況については、お住まいの市町の

住民税担当課へお問い合わせください。

　・石川県が指定した寄附金は４％

　・県内市町が指定した寄附金は６％

　 したがって、石川県と県内市町双方が指定した寄附金は10％となります。

所得税率は寄附者の所得によって異なります（5
～45％）。
また、平成25年分から令和19年分までは、所
得税率に復興特別所得税率（2.1％）を乗じて得
た率を加算して計算します。

合計で68,000円が軽減されます。

（注2）

（注3）

特例控除額の上限は、個人住民税の所得割額
の20％の金額です。
また、特例控除は総務大臣が指定した地方公共
団体に対して寄附した場合に適用されます。

▲6,942円

　 なお、「（２）石川県や県内市町が条例で指定する寄附金」の基本控除額の計算において、乗じる率は
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内
　
訳
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人
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個人住民税の寄附金控除
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個人住民税の寄附金控除
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● 特別徴収制度とは

● 特別徴収事務の流れ

(税額決定通知書の配付)

(６月から翌年５月までの給与支払日)

　 特別徴収はしなければならないのですか。

　 従業員も少なく、特別徴収に関する事務をする余裕がないのですが。
　 個人住民税の特別徴収は、事業主が行うべき法律上の義務とされていますので、ご理解いただきますようお願いします。
・
・
・

　 アルバイトやパートも「特別徴収」をする必要がありますか。

　 普通徴収が認められる場合はありますか。

Ａ 総従業員数が２人以下（Ｂ～Ｆの理由に該当するすべての従業員数を除いた人数）

Ｂ 他の事業所で特別徴収をされている方（乙欄適用者）

Ｃ 給与が少額で、特別徴収税額の引き去りができない方

Ｄ 給与の支払が不定期な方（給与の支払が毎月ではない方）

Ｅ 個人事業主の事業専従者で、専従者給与を受けている方

Ｆ 退職者・退職予定者（５月末まで）及び休職者（４月１日現在で給与の支払を受けていない休職者に限る）

③納税者へ税額を通知（税額決定通知書の配布）
④従業員の毎月の給与から税額を徴収

⑤従業員の給与から徴収（給与天引き）した個人住民税は、給与支給の翌月10日までに
   市町から送付された納入書により市町へ納めてください。

１月下旬
　（１月31日まで）

６月から翌年５月まで

従従業業員員のの個個人人住住民民税税はは、、事事業業主主のの特特別別徴徴収収がが法法律律でで義義務務づづけけらられれてていいまますす！！

　 事業主が従業員に代わって、毎月の給与から個人住民税(市町村民税＋県民税)を給与天引きにより徴収し、
従業員の住所地の市町に納入する制度です。
　 地方税法には「給与所得者である場合、個人住民税は、特別徴収の方法によって徴収する」（321条の3）、
「所得税を徴収して納付する義務のある者を特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない」
（321条の4）と規定されており、
事業主や従業員の希望により「特別徴収」か「普通徴収」かを選選択択すするるここととははででききなないい制度になっています。
　 県県内内全全市市町町がが、、原原則則、、すすべべててのの事事業業主主のの方方をを特特別別徴徴収収義義務務者者ととししてて指指定定ししてていいまますす。。
　　  ここれれにによよりり、、事事業業主主のの方方はは、、従従業業員員のの方方のの個個人人住住民民税税をを特特別別徴徴収収（（給給与与天天引引きき））ししてていいたただだくくここととににななりりまますす。。

①給与支払報告書を、毎年１月31日までに従業員の住所地の市町に提出してください。

５月中旬から下旬
　（５月31日まで）

②従業員の住所地の市町から事業主あてに「特別徴収税額の決定通知書」が送付されます。

Ａ２

給与支給の翌月10日

給与支払者
(特別徴収義務者)

特特別別徴徴収収　　QQ&&AA
Ｑ１
Ａ１ 　 地方税法第321条の4及び各市町の条例により、従来から、原則として所得税の源泉徴収義務のある事業主は、従業員の個人

住民税を特別徴収しなければならないこととされています。
Ｑ２

市役所・町役場給与所得者
(納税義務者) 税額の計算・決定

Ａ３ 　 雇用形態に関わらず、所得税を源泉徴収されている従業員（アルバイトやパートを含む。）については、個人住民税についても特
別徴収していただく必要があります。

個個人人住住民民税税のの特特別別徴徴収収にに関関すするる具具体体的的なな手手続続等等ににつついいててはは、、従従業業員員のの住住所所地地のの
市市役役所所・・町町役役場場のの住住民民税税担担当当課課ままででおお問問合合せせくくだだささいい。。（（連連絡絡先先はは5533ペペーージジををごご覧覧くくだだささいい））

個人住民税の特別徴収を実施しても、所得税のように税額を計算したり、年末調整をする手間はかかりません。

特別徴収をすると、従業員が納税のために金融機関や市町の窓口に出向く手間が省けます。

従業員が常時10人未満の事業所等は、市町長の承認を受けて特別徴収税額の年12回の納期を年2回にする「納期の特例」制度（給与天引き
は毎月実施）がありますので、該当する場合は、関係市町にご相談ください。

Ｑ３

Ａ４ 　 以下の基準に該当する場合は、当面、例外的に普通徴収が認められますので、市町にお申出ください。
Ｑ４

石川県内のすべての市町は、個人住民税の特別徴収完全実施に取り組んでいます。

③③税税額額のの通通知知
②②税税額額のの通通知知（（５５月月３３１１日日ままでで））

①①給給与与支支払払報報告告書書のの提提出出（（１１月月３３１１日日ままでで））

④④税税額額のの徴徴収収（（給給与与天天引引きき））
⑤⑤税税額額をを納納入入（（翌翌月月のの１１００日日ままでで））

３　寄附金控除を受けるための手続

■特例が適用されるまでの流れ

①寄附

②受領証明書発行

①寄附・申請書の提出

②受領証明書発行

寄附先 寄附者

③通知

お住まいの市町
（地方公共団体等） （納税者）

④税金の軽減

または

最寄りの税務署
又は

お住まいの市町

　 寄附金控除を受けるためには、寄附をされた方が、寄附先の発行する受領証明書（領収書）等を添えて、
毎年１月１日から12月31日までに行った寄附について、翌年３月15日までに住所地を管轄する税務署で所
得税の確定申告をしていただく方法のほか、給与所得者等確定申告が不要な方でふるさと納税先が５団体
以内の場合については、寄附をする際に、寄附先へ申請書を提出することによって、所得税控除分相当額
を含めて個人住民税からの控除を受けることができます。（=ふるさと納税ワンストップ特例）

寄附先
③申告

（地方公共団体等） ④税金の軽減

寄附者

（納税者）

― 13 ―
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④④税税額額のの徴徴収収（（給給与与天天引引きき））
⑤⑤税税額額をを納納入入（（翌翌月月のの１１００日日ままでで））

３　寄附金控除を受けるための手続

■特例が適用されるまでの流れ

①寄附

②受領証明書発行

①寄附・申請書の提出

②受領証明書発行

寄附先 寄附者

③通知

お住まいの市町
（地方公共団体等） （納税者）

④税金の軽減

または

最寄りの税務署
又は

お住まいの市町

　 寄附金控除を受けるためには、寄附をされた方が、寄附先の発行する受領証明書（領収書）等を添えて、
毎年１月１日から12月31日までに行った寄附について、翌年３月15日までに住所地を管轄する税務署で所
得税の確定申告をしていただく方法のほか、給与所得者等確定申告が不要な方でふるさと納税先が５団体
以内の場合については、寄附をする際に、寄附先へ申請書を提出することによって、所得税控除分相当額
を含めて個人住民税からの控除を受けることができます。（=ふるさと納税ワンストップ特例）

寄附先
③申告

（地方公共団体等） ④税金の軽減

寄附者

（納税者）

従業員の個人住民税は、事業主の特別徴収が法律で義務づけられています！従業員の個人住民税は、事業主の特別徴収が法律で義務づけられています！

個人住民税の特別徴収のお知らせ
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【【分分割割基基準準】】

【【申申告告とと納納税税】】

  （（参参考考））　　地地方方法法人人税税（（国国税税））

出典：国税庁作成リーフレット「地方法人税が創設されました」（平成26年９月）

【【納納めめるる人人】】
　法人税（国税）の納税義務がある法人

【【納納めめるる額額】】
　各事業年度の所得に対する法人税額（所得税額や外国税額等の控除前）の10.3％
　　（納付額は全額地方交付税の原資となります。）

【【申申告告とと納納税税】】
　法人税と同じ時期に国（税務署）に申告し、納付します。

法人市町村民税及び法人県民税は法人税割のみ、それぞれ標準税率を表示しています。

さらなる税収の偏在是正

法人市町村民税
12.3％

法人市町村民税
6.0％

地方法人税
6.3％

法人県民税
5.0％

地方法人税
4.0％

法人県民税1.0％

法人県民税
3.2％

申告と納税などは、すべて法人事業税と併せて行います。

※ 電子申告と同時に、地方税共通納税システムによる電子納付をすることができます。
詳しくは、地方税共同機構のホームページ（https://www.eltax.lta.go.jp/）をご参照ください。

申申　　告告　　のの　　種種　　類類 納納めめるる税税額額 申申告告とと納納税税のの期期限限

　 ２以上の都道府県に事務所・事業所を設けている法人は、法人税割の課税標準の総額を下記の分割基準に基づ
いて関係都道府県に分割したうえで税額を計算し、申告納付することとされています。

事業年度開始の日以後６か月
を経過した日から２か月以内仮決算に基づく中間申告

 （法法人人税税額額 × 税率） ＋ 均均等等割割額額予定申告の税額を超え
ない場合に限り選択可能

6
予定申告

前事業年度の
法法人人税税割割額額

× ++均均等等割割額額

一定の大法人等の場合、令和２年４月１日以後開始する事業年度に係る申告については、地方税ポータルシステム（eLTAX）に
よる電子申告で行うことが義務化されました。詳しくは、54ページの「地方税ポータルシステム（eLTAX）」をご参照ください。

(注) 会計監査人による監査などの理由によって決算が確定しない法人で、法人税において申告期限の延長が承認され、国の税務
官署において提出期限が指定された場合は、その指定された日が申告期限となります。

※

業　種 分割基準

全業種 従業者数

前事業年度
の月数

中中間間申申告告等等

事業年度が6か
月を超え、法人
税の中間申告

額が10万円を超
える普通法人

法人市町村民税
9.7％

地方法人税
2.6％

地方法人税
1.8％

平成26年10月1日以後

税収の偏在是正

法人住民税法人税割（地方税）と地方法人税（国税）の関係について　（イメージ図）

均等割額については、事務所等を有する期間に応じて月割計算で算定した税額を申告して納めます。

確確定定申申告告
［（法法人人税税額額　　×　税率）＋均均等等割割額額］］
     － 中間申告等により納付すべき額

事業年度終了の日から
２か月以内（注）

公公共共法法人人・・公公益益法法人人等等でで法法人人税税割割がが課課ささ
れれなないいもものの

    均均等等割割額額 毎年４月30日

　 平成26年３月31日に公布された「地方法人税法（平成26年法律第11号）」により地方法人税が創設されました。
　 これに伴い、平成26年10月１日以後に開始する事業年度から、法人税の納税義務のある法人は、地方法人税の納税義
務者となり、地方法人税確定申告書の提出が必要となります。
　 なお、地方法人税確定申告書と法人税確定申告書を一つの様式としています（以下省略）

創設前
令和元年10月1日以後

【現行】

※ 清算中の法人に対する課税については、金沢県税事務所にお問い合わせください。
※

10.3%4.4%

  法法人人県県民民税税（（法法人人のの県県民民税税））

【【納納めめるる人人】】

【【納納めめるる額額】】

(1)

(3)
(4)

(5)

・適用期間…令和８年１月31日までの間に終了する事業年度分
・超過税率…0.8％（ただし、令和３年２月１日から令和５年１月31日までの間に終了する事業年度分については0.4％）
・目的…人とものの交流が盛んな地域づくり、将来にわたり本県経済を支える強い産業づくり等に要する財源の一部に充てるため

※ 資本金等の額とは、法人税法第2条第16号又は同条第17号の２に規定する額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資
産額)をいいます。
なお、平成27年度税制改正により、『資本金等の額（無償増減資等を加減算した額）』と『資本金に資本準備金を加算した額』を
比較し、いずれか多い額が資本金等の額となりました（平成27年４月１日以後に開始する事業年度から適用。）。

※ 平成26年９月30日以前に開始した事業年度に係る税率については、金沢県税事務所にお問い合わせください。
※

（注1）

石川県においては、法人県民税法人税割について、地方税法に規定された標準税率に加えて超過税率を採用しています
（昭和51年２月１日以後に終了する事業年度分より）。

資本金の額（又は出資金
の額）が１億円以下の法人
など

法人税額が
年額１千万円以下の法人

法人税額 ×

法人税額が
年額１千万円を超える法人

法人税額

法法
人人
税税
割割

資本金の額（又は出資金の額）が1億円を超える法人、保険業法
に規定する相互会社

法人税額 ×

×

令和３年２月１日から令和５年１月31日までの間に終了する事業年度分については、新型コロナウイルス感染症等に
係る法人税割の税率の特例により、（）内の税率が適用されます。

4.0% 1.8%
（1.4%）

3.2% 1.0%

4.0% 1.8%
（1.4%）

資本金等の額が １千万円 を超え、 １億円 以下の法人 52,500円

区区　　　　　　　　　　　　　　　　分分 納納めめるる税税額額
事事業業年年度度のの開開始始日日

平平成成2266年年
1100月月１１日日以以後後

27,000円
資本金等の額が 50億円 を超える法人 840,000円 40,000円
資本金等の額が 10億円 を超え、 50億円 以下の法人 567,000円

令令和和元元年年
1100月月１１日日以以後後

（（注注１１））

(2) 人格のない社団等（法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めが
あり、かつ、収益事業を行うもの）
一般社団法人及び一般財団法人（非営利型法人を除く）
資本金の額（又は出資金の額）を有しない法人（保険業法に規定する相互会
社を除く）
資本金等の額が１千万円以下の法人

（注2）法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの（当該社団又は財団で収
益事業を廃止したものを含む。）又は法人課税信託の引受けを行うものは法人とみなされます。

区区　　　　　　　　　　　　　　　　分分 納納めめるる税税額額 うち「いしかわ森
林環境税」分

均均
等等
割割

21,000円 1,000円

公共法人及び公益法人等

2,500円
資本金等の額が １億円 を超え、 10億円 以下の法人 136,500円 6,500円

収益事業を行わない場合（注１）

個人
県内に事務所・事業所を有し、
法人課税信託の引受けを行うことにより、法人税が課される場合

－ ○

（注1）公共法人及び公益法人等については、地方税法の規定により非課税とされるものがあります。

○ －

法人でない社団又
は財団で代表者や
管理人の定めのあ
るもの

県内に事務所・事業所
を有し、

収益事業（当該社団又は財団で収益事業を廃
止したものを含む。）又は法人課税信託の引受
けを行っている場合（注２）

○ ○

収益事業を行わない場合 － －

区区　　　　　　　　　　　　　　　　分分 均均等等割割 法法人人税税割割

法人

県内に事務所・事業所を有する場合 ○ ○

県内に事務所・事業所を有しないが、
県内に寮など(寮、宿泊所、クラブ等)を有する場合

○ －

公共法人 県内に事務所・事業所を有する場合（注１） ○ －

公益法人等
県内に事務所・事業所
を有し、

収益事業（当該社団又は財団で収益事業を廃
止したものを含む。）又は法人課税信託の引受
けを行っている場合

○ ○

法人県民税（法人の県民税）法人県民税（法人の県民税）
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【【分分割割基基準準】】

【【申申告告とと納納税税】】

  （（参参考考））　　地地方方法法人人税税（（国国税税））

出典：国税庁作成リーフレット「地方法人税が創設されました」（平成26年９月）

【【納納めめるる人人】】
　法人税（国税）の納税義務がある法人

【【納納めめるる額額】】
　各事業年度の所得に対する法人税額（所得税額や外国税額等の控除前）の10.3％
　　（納付額は全額地方交付税の原資となります。）

【【申申告告とと納納税税】】
　法人税と同じ時期に国（税務署）に申告し、納付します。

法人市町村民税及び法人県民税は法人税割のみ、それぞれ標準税率を表示しています。

さらなる税収の偏在是正

法人市町村民税
12.3％

法人市町村民税
6.0％

地方法人税
6.3％

法人県民税
5.0％

地方法人税
4.0％

法人県民税1.0％

法人県民税
3.2％

申告と納税などは、すべて法人事業税と併せて行います。

※ 電子申告と同時に、地方税共通納税システムによる電子納付をすることができます。
詳しくは、地方税共同機構のホームページ（https://www.eltax.lta.go.jp/）をご参照ください。

申申　　告告　　のの　　種種　　類類 納納めめるる税税額額 申申告告とと納納税税のの期期限限

　 ２以上の都道府県に事務所・事業所を設けている法人は、法人税割の課税標準の総額を下記の分割基準に基づ
いて関係都道府県に分割したうえで税額を計算し、申告納付することとされています。

事業年度開始の日以後６か月
を経過した日から２か月以内仮決算に基づく中間申告

 （法法人人税税額額 × 税率） ＋ 均均等等割割額額予定申告の税額を超え
ない場合に限り選択可能

6
予定申告

前事業年度の
法法人人税税割割額額

× ++均均等等割割額額

一定の大法人等の場合、令和２年４月１日以後開始する事業年度に係る申告については、地方税ポータルシステム（eLTAX）に
よる電子申告で行うことが義務化されました。詳しくは、54ページの「地方税ポータルシステム（eLTAX）」をご参照ください。

(注) 会計監査人による監査などの理由によって決算が確定しない法人で、法人税において申告期限の延長が承認され、国の税務
官署において提出期限が指定された場合は、その指定された日が申告期限となります。

※

業　種 分割基準

全業種 従業者数

前事業年度
の月数

中中間間申申告告等等

事業年度が6か
月を超え、法人
税の中間申告

額が10万円を超
える普通法人

法人市町村民税
9.7％

地方法人税
2.6％

地方法人税
1.8％

平成26年10月1日以後

税収の偏在是正

法人住民税法人税割（地方税）と地方法人税（国税）の関係について　（イメージ図）

均等割額については、事務所等を有する期間に応じて月割計算で算定した税額を申告して納めます。

確確定定申申告告
［（法法人人税税額額　　×　税率）＋均均等等割割額額］］
     － 中間申告等により納付すべき額

事業年度終了の日から
２か月以内（注）

公公共共法法人人・・公公益益法法人人等等でで法法人人税税割割がが課課ささ
れれなないいもものの

    均均等等割割額額 毎年４月30日

　 平成26年３月31日に公布された「地方法人税法（平成26年法律第11号）」により地方法人税が創設されました。
　 これに伴い、平成26年10月１日以後に開始する事業年度から、法人税の納税義務のある法人は、地方法人税の納税義
務者となり、地方法人税確定申告書の提出が必要となります。
　 なお、地方法人税確定申告書と法人税確定申告書を一つの様式としています（以下省略）

創設前
令和元年10月1日以後

【現行】

※ 清算中の法人に対する課税については、金沢県税事務所にお問い合わせください。
※

10.3%4.4%

  法法人人県県民民税税（（法法人人のの県県民民税税））

【【納納めめるる人人】】

【【納納めめるる額額】】

(1)

(3)
(4)

(5)

・適用期間…令和８年１月31日までの間に終了する事業年度分
・超過税率…0.8％（ただし、令和３年２月１日から令和５年１月31日までの間に終了する事業年度分については0.4％）
・目的…人とものの交流が盛んな地域づくり、将来にわたり本県経済を支える強い産業づくり等に要する財源の一部に充てるため

※ 資本金等の額とは、法人税法第2条第16号又は同条第17号の２に規定する額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資
産額)をいいます。
なお、平成27年度税制改正により、『資本金等の額（無償増減資等を加減算した額）』と『資本金に資本準備金を加算した額』を
比較し、いずれか多い額が資本金等の額となりました（平成27年４月１日以後に開始する事業年度から適用。）。

※ 平成26年９月30日以前に開始した事業年度に係る税率については、金沢県税事務所にお問い合わせください。
※

（注1）

石川県においては、法人県民税法人税割について、地方税法に規定された標準税率に加えて超過税率を採用しています
（昭和51年２月１日以後に終了する事業年度分より）。

資本金の額（又は出資金
の額）が１億円以下の法人
など

法人税額が
年額１千万円以下の法人

法人税額 ×

法人税額が
年額１千万円を超える法人

法人税額

法法
人人
税税
割割

資本金の額（又は出資金の額）が1億円を超える法人、保険業法
に規定する相互会社

法人税額 ×

×

令和３年２月１日から令和５年１月31日までの間に終了する事業年度分については、新型コロナウイルス感染症等に
係る法人税割の税率の特例により、（）内の税率が適用されます。

4.0% 1.8%
（1.4%）

3.2% 1.0%

4.0% 1.8%
（1.4%）

資本金等の額が １千万円 を超え、 １億円 以下の法人 52,500円

区区　　　　　　　　　　　　　　　　分分 納納めめるる税税額額
事事業業年年度度のの開開始始日日

平平成成2266年年
1100月月１１日日以以後後

27,000円
資本金等の額が 50億円 を超える法人 840,000円 40,000円
資本金等の額が 10億円 を超え、 50億円 以下の法人 567,000円

令令和和元元年年
1100月月１１日日以以後後

（（注注１１））

(2) 人格のない社団等（法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めが
あり、かつ、収益事業を行うもの）
一般社団法人及び一般財団法人（非営利型法人を除く）
資本金の額（又は出資金の額）を有しない法人（保険業法に規定する相互会
社を除く）
資本金等の額が１千万円以下の法人

（注2）法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの（当該社団又は財団で収
益事業を廃止したものを含む。）又は法人課税信託の引受けを行うものは法人とみなされます。

区区　　　　　　　　　　　　　　　　分分 納納めめるる税税額額 うち「いしかわ森
林環境税」分

均均
等等
割割

21,000円 1,000円

公共法人及び公益法人等

2,500円
資本金等の額が １億円 を超え、 10億円 以下の法人 136,500円 6,500円

収益事業を行わない場合（注１）

個人
県内に事務所・事業所を有し、
法人課税信託の引受けを行うことにより、法人税が課される場合

－ ○

（注1）公共法人及び公益法人等については、地方税法の規定により非課税とされるものがあります。

○ －

法人でない社団又
は財団で代表者や
管理人の定めのあ
るもの

県内に事務所・事業所
を有し、

収益事業（当該社団又は財団で収益事業を廃
止したものを含む。）又は法人課税信託の引受
けを行っている場合（注２）

○ ○

収益事業を行わない場合 － －

区区　　　　　　　　　　　　　　　　分分 均均等等割割 法法人人税税割割

法人

県内に事務所・事業所を有する場合 ○ ○

県内に事務所・事業所を有しないが、
県内に寮など(寮、宿泊所、クラブ等)を有する場合

○ －

公共法人 県内に事務所・事業所を有する場合（注１） ○ －

公益法人等
県内に事務所・事業所
を有し、

収益事業（当該社団又は財団で収益事業を廃
止したものを含む。）又は法人課税信託の引受
けを行っている場合

○ ○

（参考）地方法人税（国税）（参考）地方法人税（国税）
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  県県民民税税配配当当割割

　県民税配当割は、上場株式等の配当等について課税されます。

【【納納めめるる人人】】

【【特特定定配配当当等等ととはは】】
　次のものの配当等をいいます。

(1)　上場株式等

(2)　公社債投資信託以外の証券投資信託で公募によるもの（特定株式投資信託を除く。）の収益の分配

(3)　特定投資法人の投資口

特定目的信託 （公募に限る。）の社債的受益権

【【納納めめるる額額】】

（所得税として別に15.315％が課税されます。）

（注）

【【申申告告とと納納税税】】

【【市市町町へへのの交交付付】】
　県に納められた県民税配当割のうち59.4％は、県内の市町に交付されます。

  県県民民税税株株式式等等譲譲渡渡所所得得割割

【【納納めめるる人人】】

【【納納めめるる額額】】
　 特定株式等譲渡所得金額の５％（所得税として別に15.315％が課税されます。）

【【申申告告とと納納税税】】

【【市市町町へへのの交交付付】】
 　県に納められた県民税株式等譲渡所得割のうち59.4％は、県内の市町に交付されます。

　特定配当等の支払をする者が、特定配当等の支払の際に徴収し、毎月分を翌月10日までに申告納入しま
す。

　 県民税株式等譲渡所得割は、源泉徴収選択口座(所得税において源泉徴収を選択した特定口座)内の上
場株式等の譲渡益について課税されます。

　 県内に住所を有し、証券会社等に源泉徴収選択口座を開設し、上場株式等の譲渡益の支払を受ける個人
   （証券会社等を通じて納めます。）

　 証券会社等が、上場株式等の譲渡益の支払をする際に徴収し、年間分をまとめて翌年の１月10日までに申
告納入します。

　源泉徴収選択口座を利用する場合、証券会社等へ源泉徴収選択口座への配当等の
　受け入れに関する届出が必要です。

(4)　特定公社債(国債・地方債・公募公社債・上場公社債など)、公募公社債投資信託の受益権、

　県内に住所を有し、株式会社等から特定配当等の支払を受ける個人（株式会社等を通じて納めます。）

納める額

源泉徴収選択口座を利用する
もの（注）

上記以外のもの

区　分

（源泉徴収選択口座内の特定配当等の額 －
  同口座内の上場株式等の譲渡損失の額）

特定配当等の額　×　５ ％

×  ５ ％

  県県民民税税利利子子割割

　県民税利子割は、預貯金の利子等の支払を受ける際に課税されます。

【【納納めめるる人人】】
　県内の金融機関等から利子等の支払を受ける個人（金融機関等を通じて納めます。）

【【納納めめるる額額】】
　支払を受けるべき利子等の額の5％

　（所得税として別に15.315％が課税されます。）

【【利利子子等等ととはは】】
　次のものの利子、収益の分配、差益等をいいます。

(1) 預貯金、合同運用信託

(2) 私募公社債等運用投資信託等

(3) 懸賞金付預貯金等

【【申申告告とと納納税税】】
　金融機関等が、利子等の支払の際に徴収し、毎月分を翌月10日までに申告納入します。

【【非非課課税税】】
　次の方を対象に、一定の利子は非課税となります。

（非課税制度を利用する際には、金融機関等で手続を行ってください。）

【【市市町町へへのの交交付付】】

【【参参考考　　法法人人にに係係るる利利子子割割のの廃廃止止】】

財形年金貯蓄

非居住者が支払を受ける利子等

所得税において非課税とされる利子等

　平成25年度税制改正により、法人が平成28年1月1日以後に支払いを受ける利子等については利子割
課税の対象外となりました。 これに伴い、平成28年1月1日以後に支払いを受ける利子等から、県民
税法人税割との調整（※）は廃止されました。

　県に納められた県民税利子割のうち59.4％は、県内の市町に交付されます。

※法人が納めた利子割額は、法人県民税（法人税割）との二重課税を調整するため、法人県民税の申告の
　際に、法人税割額から既に納めた利子割額が控除されます。控除しきれない場合は、還付されます。

350万円 国債、地方債

給与所得者
財形住宅貯蓄 合わせて

550万円
給与所得者の給料からの天引預金

障害者等

少額預金非課税制度
(マル優)

350万円
預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託
及び一定の有価証券

少額公債非課税制度
(特別マル優)

(4) 金融類似商品・・・定期積金、相互掛金、抵当証券、金貯蓄(投資)口座、外貨建預貯金、
                               一時払保険

対　　象 種　　類 限度額 内　　　容

県民税利子割県民税利子割
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  県県民民税税配配当当割割

　県民税配当割は、上場株式等の配当等について課税されます。

【【納納めめるる人人】】

【【特特定定配配当当等等ととはは】】
　次のものの配当等をいいます。

(1)　上場株式等

(2)　公社債投資信託以外の証券投資信託で公募によるもの（特定株式投資信託を除く。）の収益の分配

(3)　特定投資法人の投資口

特定目的信託 （公募に限る。）の社債的受益権

【【納納めめるる額額】】

（所得税として別に15.315％が課税されます。）

（注）

【【申申告告とと納納税税】】

【【市市町町へへのの交交付付】】
　県に納められた県民税配当割のうち59.4％は、県内の市町に交付されます。

  県県民民税税株株式式等等譲譲渡渡所所得得割割

【【納納めめるる人人】】

【【納納めめるる額額】】
　 特定株式等譲渡所得金額の５％（所得税として別に15.315％が課税されます。）

【【申申告告とと納納税税】】

【【市市町町へへのの交交付付】】
 　県に納められた県民税株式等譲渡所得割のうち59.4％は、県内の市町に交付されます。

　特定配当等の支払をする者が、特定配当等の支払の際に徴収し、毎月分を翌月10日までに申告納入しま
す。

　 県民税株式等譲渡所得割は、源泉徴収選択口座(所得税において源泉徴収を選択した特定口座)内の上
場株式等の譲渡益について課税されます。

　 県内に住所を有し、証券会社等に源泉徴収選択口座を開設し、上場株式等の譲渡益の支払を受ける個人
   （証券会社等を通じて納めます。）

　 証券会社等が、上場株式等の譲渡益の支払をする際に徴収し、年間分をまとめて翌年の１月10日までに申
告納入します。

　源泉徴収選択口座を利用する場合、証券会社等へ源泉徴収選択口座への配当等の
　受け入れに関する届出が必要です。

(4)　特定公社債(国債・地方債・公募公社債・上場公社債など)、公募公社債投資信託の受益権、

　県内に住所を有し、株式会社等から特定配当等の支払を受ける個人（株式会社等を通じて納めます。）

納める額

源泉徴収選択口座を利用する
もの（注）

上記以外のもの

区　分

（源泉徴収選択口座内の特定配当等の額 －
  同口座内の上場株式等の譲渡損失の額）

特定配当等の額　×　５ ％

×  ５ ％

  県県民民税税利利子子割割

　県民税利子割は、預貯金の利子等の支払を受ける際に課税されます。

【【納納めめるる人人】】
　県内の金融機関等から利子等の支払を受ける個人（金融機関等を通じて納めます。）

【【納納めめるる額額】】
　支払を受けるべき利子等の額の5％

　（所得税として別に15.315％が課税されます。）

【【利利子子等等ととはは】】
　次のものの利子、収益の分配、差益等をいいます。

(1) 預貯金、合同運用信託

(2) 私募公社債等運用投資信託等

(3) 懸賞金付預貯金等

【【申申告告とと納納税税】】
　金融機関等が、利子等の支払の際に徴収し、毎月分を翌月10日までに申告納入します。

【【非非課課税税】】
　次の方を対象に、一定の利子は非課税となります。

（非課税制度を利用する際には、金融機関等で手続を行ってください。）

【【市市町町へへのの交交付付】】

【【参参考考　　法法人人にに係係るる利利子子割割のの廃廃止止】】

(4) 金融類似商品・・・定期積金、相互掛金、抵当証券、金貯蓄(投資)口座、外貨建預貯金、
                               一時払保険

対　　象 種　　類 限度額 内　　　容

※法人が納めた利子割額は、法人県民税（法人税割）との二重課税を調整するため、法人県民税の申告の
　際に、法人税割額から既に納めた利子割額が控除されます。控除しきれない場合は、還付されます。

350万円 国債、地方債

給与所得者
財形住宅貯蓄 合わせて

550万円
給与所得者の給料からの天引預金

障害者等

少額預金非課税制度
(マル優)

350万円
預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託
及び一定の有価証券

少額公債非課税制度
(特別マル優)

財形年金貯蓄

非居住者が支払を受ける利子等

所得税において非課税とされる利子等

　平成25年度税制改正により、法人が平成28年1月1日以後に支払いを受ける利子等については利子割
課税の対象外となりました。 これに伴い、平成28年1月1日以後に支払いを受ける利子等から、県民
税法人税割との調整（※）は廃止されました。

　県に納められた県民税利子割のうち59.4％は、県内の市町に交付されます。

県民税配当割県民税配当割

県民税株式等譲渡所得割県民税株式等譲渡所得割
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 　「いしかわ森林環境税」は、県民税均等割に上乗せして徴収します。

【【納納めめるる人人】】（（県県民民税税均均等等割割とと同同じじ））
　　■■個個　　人人 県内に住所等があり、かつ一定以上の所得のある方

※　次の方々は、県民税均等割の非課税措置が適用されます。
① 生活保護法の規定により生活扶助を受けている方
②

③ 前年中の合計所得金額が市町の条例で定める金額以下の方

　　■■法法　　人人 県内に事務所等を有する法人

【【納納めめるる額額】】（（県県民民税税均均等等割割にに下下記記のの金金額額をを上上乗乗せせ））
　　■■個個　　人人 年額500円
　　■■法法　　人人 均等割額の５％相当額

次に掲げる法人

(1) 公共法人及び公益法人等

(2)

(3) 一般社団法人及び一般財団法人(非営利型法人を除く)

(4)

(5) 資本金等の額が１千万円以下の法人

資本金等の額が1千万円を超え、1億円以下の法人

資本金等の額が1億円を超え、10億円以下の法人

資本金等の額が10億円を超え、50億円以下の法人

資本金等の額が50億円を超える法人

【【納納税税方方法法】】（（県県民民税税均均等等割割とと併併せせてて納納税税））
　　■■個個　　人人 給与所得者 雇用主が給与から特別徴収して市町へ納めます。

個人事業者等 市町から送付される納税通知書により金融機関等で納めます。
公的年金受給者 年金保険者が公的年金支給時に年金から特別徴収して納めます。

　　■■法法　　人人 県に申告して納めます。

【【実実施施期期間間】】2200年年間間

　
　　■■個個　　人人 平成19年度分から令和８年度分まで
　　■■法法　　人人 平成19年４月１日から令和９年３月31日までの間に終了する事業年度分

　 水源のかん養や山地災害の防止など、森林の多様な公益的機能が将来にわたって維持され
るよう、社会全体で森林環境の保全を図り、森林を良好な姿で次の世代に引き継いでいくことを
目的として、「いしかわ森林環境税」が平成19年４月１日から導入されました。皆様のご理解、ご
協力をお願いします。

区区　　　　　　分分 年年税税額額

人格のない社団等(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人
の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの)

 1,000円

障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下
の方

「「いいししかかわわ森森林林環環境境税税」」はは、、そそのの全全額額をを「「いいししかかわわ森森林林環環境境基基金金」」へへ積積みみ立立てて、、基基金金かか
らら必必要要なな事事業業へへ充充当当ししてて、、つつかかいいみみちちがが明明ららかかににななるるよようう管管理理をを行行いい、、公公表表ししまますす。。

資本金の額（又は出資金の額）を有しない法人(保険業法に規定す
る相互会社を除く)

 2,500円

 6,500円

27,000円

40,000円

令和３年度に第三者からなる評価委員会において、税導入の効果などを検討
した結果を踏まえ、令和４年度から５年間継続することとした県税条例の改正
を行いました。

いしかわ森林環境税
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 　「いしかわ森林環境税」は、県民税均等割に上乗せして徴収します。

【【納納めめるる人人】】（（県県民民税税均均等等割割とと同同じじ））
　　■■個個　　人人 県内に住所等があり、かつ一定以上の所得のある方

※　次の方々は、県民税均等割の非課税措置が適用されます。
① 生活保護法の規定により生活扶助を受けている方
②

③ 前年中の合計所得金額が市町の条例で定める金額以下の方

　　■■法法　　人人 県内に事務所等を有する法人

【【納納めめるる額額】】（（県県民民税税均均等等割割にに下下記記のの金金額額をを上上乗乗せせ））
　　■■個個　　人人 年額500円
　　■■法法　　人人 均等割額の５％相当額

次に掲げる法人

(1) 公共法人及び公益法人等

(2)

(3) 一般社団法人及び一般財団法人(非営利型法人を除く)

(4)

(5) 資本金等の額が１千万円以下の法人

資本金等の額が1千万円を超え、1億円以下の法人

資本金等の額が1億円を超え、10億円以下の法人

資本金等の額が10億円を超え、50億円以下の法人

資本金等の額が50億円を超える法人

【【納納税税方方法法】】（（県県民民税税均均等等割割とと併併せせてて納納税税））
　　■■個個　　人人 給与所得者 雇用主が給与から特別徴収して市町へ納めます。

個人事業者等 市町から送付される納税通知書により金融機関等で納めます。
公的年金受給者 年金保険者が公的年金支給時に年金から特別徴収して納めます。

　　■■法法　　人人 県に申告して納めます。

【【実実施施期期間間】】2200年年間間

　
　　■■個個　　人人 平成19年度分から令和８年度分まで
　　■■法法　　人人 平成19年４月１日から令和９年３月31日までの間に終了する事業年度分

　 水源のかん養や山地災害の防止など、森林の多様な公益的機能が将来にわたって維持され
るよう、社会全体で森林環境の保全を図り、森林を良好な姿で次の世代に引き継いでいくことを
目的として、「いしかわ森林環境税」が平成19年４月１日から導入されました。皆様のご理解、ご
協力をお願いします。

区区　　　　　　分分 年年税税額額

人格のない社団等(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人
の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの)

 1,000円

障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下
の方

「「いいししかかわわ森森林林環環境境税税」」はは、、そそのの全全額額をを「「いいししかかわわ森森林林環環境境基基金金」」へへ積積みみ立立てて、、基基金金かか
らら必必要要なな事事業業へへ充充当当ししてて、、つつかかいいみみちちがが明明ららかかににななるるよようう管管理理をを行行いい、、公公表表ししまますす。。

資本金の額（又は出資金の額）を有しない法人(保険業法に規定す
る相互会社を除く)

 2,500円

 6,500円

27,000円

40,000円

令和３年度に第三者からなる評価委員会において、税導入の効果などを検討
した結果を踏まえ、令和４年度から５年間継続することとした県税条例の改正
を行いました。
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  個個人人事事業業税税((個個人人のの事事業業税税））

【【納納めめるる人人】】
　県内に事務所・事業所を設けて、次の事業を行っている個人

【【納納めめるる額額】】

(注)

運 送 業

畜 産 業

医 業

歯 科 医 業

薬 剤 師 業

獣 医 業

弁 護 士 業

諸 芸 師 匠 業

理 容 業

公 証 人 業

弁 理 士 業

税 理 士 業

公認会計士業

計 理 士 業

社会保険労務士業

コンサルタント業

物 品 販 売 業

保 険 業

金 銭 貸 付 業

物 品 貸 付 業

不動産貸付業

製 造 業

電 気 供 給 業

土 石 採 取 業

電気通信事業

運 送 取 扱 業

船 舶 定 係 場 業

倉 庫 業

駐 車 場 業

請 負 業

印 刷 業

出 版 業

写 真 業

席 貸 業

公 衆 浴 場 業
（ サ ウ ナ 等 ）

演 劇 興 行 業

遊 技 場 業

薪 炭 製 造 業

設計監督者業

不動産鑑定業

デ ザ イ ン 業

　家族などの自家労力を主としている(家族や同居の親族の年間労働日数が全体の２分の１を超える場合)

第二種事業には、税金がかかりません。

第三種事業

課税所得金額の
５％（税率）

課税所得金額の
３％（税率）

あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復
その他の医業に類する事業

公 衆 浴 場 業
（ 銭 湯 ）

歯科衛生士業

歯科技工士業

測 量 士 業

土地家屋調査士業

海事代理士業

印 刷 製 版 業

装 蹄 師 業

美 容 業

クリーニング業

司 法 書 士 業

行 政 書 士 業

第二種事業
(注)

課税所得金額の
４％（税率）

旅 館 業

水 産 業

　事業を行う場合には、道路などの各種の県の施設を利用して収益活動を行っていることから、
この税金は、その経費の一部を負担していただくもので、個人の事業税と法人の事業税に分か
れます。

区　　分 納める額 事　業　の　種　類

第一種事業
課税所得金額の

５％（税率）

遊 覧 所 業

商 品 取 引 業

不動産売買業

広 告 業

興 信 所 業

案 内 業

冠 婚 葬 祭 業

料 理 店 業

飲 食 店 業

周 旋 業

代 理 業

仲 立 業

問 屋 業

両 替 業
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  個個人人事事業業税税((個個人人のの事事業業税税））

【【納納めめるる人人】】
　県内に事務所・事業所を設けて、次の事業を行っている個人

【【納納めめるる額額】】

(注)

運 送 業

畜 産 業

医 業

歯 科 医 業

薬 剤 師 業

獣 医 業

弁 護 士 業

諸 芸 師 匠 業

理 容 業

公 証 人 業

弁 理 士 業

税 理 士 業

公認会計士業

計 理 士 業

社会保険労務士業

コンサルタント業

物 品 販 売 業

保 険 業

金 銭 貸 付 業

物 品 貸 付 業

不動産貸付業

製 造 業

電 気 供 給 業

土 石 採 取 業

電気通信事業

運 送 取 扱 業

船 舶 定 係 場 業

倉 庫 業

駐 車 場 業

請 負 業

印 刷 業

出 版 業

写 真 業

席 貸 業

公 衆 浴 場 業
（ サ ウ ナ 等 ）

演 劇 興 行 業

遊 技 場 業

薪 炭 製 造 業

設計監督者業

不動産鑑定業

デ ザ イ ン 業

　家族などの自家労力を主としている(家族や同居の親族の年間労働日数が全体の２分の１を超える場合)

第二種事業には、税金がかかりません。

第三種事業

課税所得金額の
５％（税率）

課税所得金額の
３％（税率）

あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復
その他の医業に類する事業

公 衆 浴 場 業
（ 銭 湯 ）

歯科衛生士業

歯科技工士業

測 量 士 業

土地家屋調査士業

海事代理士業

印 刷 製 版 業

装 蹄 師 業

美 容 業

クリーニング業

司 法 書 士 業

行 政 書 士 業

第二種事業
(注)

課税所得金額の
４％（税率）

旅 館 業

水 産 業

　事業を行う場合には、道路などの各種の県の施設を利用して収益活動を行っていることから、
この税金は、その経費の一部を負担していただくもので、個人の事業税と法人の事業税に分か
れます。

区　　分 納める額 事　業　の　種　類

第一種事業
課税所得金額の

５％（税率）

遊 覧 所 業

商 品 取 引 業

不動産売買業

広 告 業

興 信 所 業

案 内 業

冠 婚 葬 祭 業

料 理 店 業

飲 食 店 業

周 旋 業

代 理 業

仲 立 業

問 屋 業

両 替 業

事　業　税

個人事業税（個人の事業税）個人事業税（個人の事業税）
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  法法人人事事業業税税（（法法人人のの事事業業税税））

【【納納めめるる人人】】

【【納納めめるる額額】】
（（１１））　　収収入入割割がが課課税税さされれなないい法法人人（収入割が課税される法人につきましては、次ページをご覧ください。）

平成20年10月1日以後に開始する事業年度分については、法人事業税と併せて地方法人特別税又は特別法人事業税を申告・納付
する必要があります。（詳しくは27ページをご覧ください。）

4.94.6

３以上の都道府県に事務所・事
業所があり、資本金の額（又は
出資金の額）が1千万円以上の
法人の所得金額

3.5

4.9年400万円を超える所得金額

付加価値額

資本金等の額

0.7

0.3

3.4

0.5

1.2

5.1

1.2

0.5

3.5

5.3

0.3

令令和和元元年年
1100月月11日日

以以後後

0.4

区区                        分分

年400万円以下の所得金額

平平成成2277年年
44月月11日日

以以後後((注注11))

1.6

事事業業年年度度のの開開始始日日

適適用用税税率率（（％％））

令令和和44年年
44月月11日日
以以後後

1.00.7

1.03.1

県内に事務所・事業所を設けて、事業を行っている法人

所得割

軽減税率
適用法人
（注4）

外形標準課税
対象法人 付　加

軽減税率
不適用法人

※

法法人人のの種種類類

法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの（当該社団又は財団で収益事
業を廃止したものを含む。）又は法人課税信託の引受けを行うものは法人とみなされます。

年400万円を超え年800万円以
下の所得金額

年800万円を超える所得金額

３以上の都道府県に事務所・事
業所がある法人の所得金額

0.5

0.7

0.7

平平成成2288年年
44月月11日日
以以後後

3.1

2.3

1.0

(注2)

軽減税率
不適用法人

所得割

軽減税率
適用法人

・・資資本本金金のの額額（（又又はは
出出資資金金のの額額））がが11億億
円円以以下下のの普普通通法法人人

・・投投資資法法人人、、特特定定目目
的的会会社社、、法法人人ででなないい
社社団団又又はは財財団団、、公公
益益法法人人等等（（注注３３））

所得割

軽減税率
適用法人

　普通法人とは、法人税法上の区分の一つで、株式会社、合同・合資・合名会社等の法人をいいます。　（詳しくは法人税法第２条第
１項第９号参照）

　平成27年３月31日以前に開始した事業年度に係る税率については、金沢県税事務所にお問い合わせください。

3.4

4.6

資資本本金金のの額額（（又又はは出出
資資金金のの額額））がが11億億円円
をを超超ええるる普普通通法法人人
（（注注22））

※

(注3)

※

年400万円以下の所得金額

特特別別法法人人

軽減税率
不適用法人

価値割

資本割

年800万円を超える所得金額

3以上の都道府県に事務所・事
業所があり、資本金の額（又は
出資金の額）が1千万円以上の
法人の所得金額

年400万円以下の所得金額

年400万円を超え年800万円以
下の所得金額

　公益法人等とは、公益社団法人や公益財団法人等の法人をいいます。
　（詳しくは法人税法第2条第1項第９号及び法人税法別表第２参照）

資本金等の額とは、法人税法第２条第16号又は第17号の２に規定する額（保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額）を
いいます。なお、平成27年度税制改正により、『資本金等の額（無償増減資等を加減算した額）』と『資本金に資本準備金を加算した
額』を比較し、いずれか多い額が資本金等の額となりました（平成27年４月１日以後に開始する事業年度から適用されます。）。

上記の所得区分は事業年度が１年の場合であり、１年未満のものは月額計算します。

6.7

※

(注1)

（協同組合、
信用金庫、
医療法人等）

6.7

(注4) 　令和４年４月１日以後に開始する事業年度においては、外形標準課税対象法人の所得割に軽減税率が適用されなくなりました。

7.0

7.0

【【税税額額のの計計算算】】

※所得税における青色申告特別控除は個人事業税には適用されません。

【【各各種種控控除除額額】】

(１) 青色申告者･･････青色事業専従者に支払われた適正な給与額

(２) 白色申告者･･････事業専従者１人について次のいずれか低い方の金額

　①50万円（ただし、配偶者である事業専従者については86万円）

　②事業専従者控除前の所得金額 ÷ (事業専従者数＋１)

【【申申告告とと納納税税】】
■■申申告告

・ 申告期限は３月15日です。
・

・

■■納納税税

・ 県から送られる納税通知書により、８月と11月の２回に分けて納めます。
（税額が１万円以下のものについては、８月のみとなります。）

× 税率 ＝ 税額

必要経費前年の総事業収入

所得税の確定申告書や県・市町村民税の申告書を提出した場合には、個人の事業税の申告
書を提出する必要はありません。この場合、所得税の確定申告書の「住民税・事業税に関する
事項」欄や県・市町村民税の申告書の「事業税に関する事項」欄の該当事項は必ず記入してく
ださい。

被災事業用資産の
損失の繰越控除

震災・風水害・火災等の災害により事業用資産に損害を受けた場合には、損失の生じ
た年の翌年から３年間（令和６年能登半島地震などの特定非常災害により生じた損失
に係る場合は５年間）にわたって控除できます。

事業用資産の譲渡
損失控除と譲渡
損失の繰越控除

事業に使っていた機械・工具・車両などを譲渡したために生じた損失額についても、事
業による所得の計算上控除することができます。
なお、青色申告者については、控除しきれなかった場合には、翌年以降３年間控除で
きます。

年の中途に事業をやめた方は、やめた日から１か月以内（死亡により事業をやめたときは４か月
以内）に申告してください。

事業専従者控除

事業主と生計を一にする15歳以上の親族で専らその事業に従事する者がいる場合に
は、次の金額が所得の計算上必要経費とされます。

事業主控除 年290万円（事業を行った期間が１年未満の場合は月割額）

損失の繰越控除
青色申告者に限り、事業所得の損失は、その生じた年の翌年から３年間（令和６年能登
半島地震などの特定非常災害により生じた損失に係る場合は５年間）にわたって控除
できます。

項目 控除額

－ ＝ 前年の事業所得金額

（前年の事業所得金額 － 各種控除額）
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  法法人人事事業業税税（（法法人人のの事事業業税税））

【【納納めめるる人人】】

【【納納めめるる額額】】
（（１１））　　収収入入割割がが課課税税さされれなないい法法人人（収入割が課税される法人につきましては、次ページをご覧ください。）

平成20年10月1日以後に開始する事業年度分については、法人事業税と併せて地方法人特別税又は特別法人事業税を申告・納付
する必要があります。（詳しくは27ページをご覧ください。）

4.94.6

３以上の都道府県に事務所・事
業所があり、資本金の額（又は
出資金の額）が1千万円以上の
法人の所得金額

3.5

4.9年400万円を超える所得金額

付加価値額

資本金等の額

0.7

0.3

3.4

0.5

1.2

5.1

1.2

0.5

3.5

5.3

0.3

令令和和元元年年
1100月月11日日

以以後後

0.4

区区                        分分

年400万円以下の所得金額

平平成成2277年年
44月月11日日

以以後後((注注11))

1.6

事事業業年年度度のの開開始始日日

適適用用税税率率（（％％））

令令和和44年年
44月月11日日
以以後後

1.00.7

1.03.1

県内に事務所・事業所を設けて、事業を行っている法人

所得割

軽減税率
適用法人
（注4）

外形標準課税
対象法人 付　加

軽減税率
不適用法人

※

法法人人のの種種類類

法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの（当該社団又は財団で収益事
業を廃止したものを含む。）又は法人課税信託の引受けを行うものは法人とみなされます。

年400万円を超え年800万円以
下の所得金額

年800万円を超える所得金額

３以上の都道府県に事務所・事
業所がある法人の所得金額

0.5

0.7

0.7

平平成成2288年年
44月月11日日
以以後後

3.1

2.3

1.0

(注2)

軽減税率
不適用法人

所得割

軽減税率
適用法人

・・資資本本金金のの額額（（又又はは
出出資資金金のの額額））がが11億億
円円以以下下のの普普通通法法人人

・・投投資資法法人人、、特特定定目目
的的会会社社、、法法人人ででなないい
社社団団又又はは財財団団、、公公
益益法法人人等等（（注注３３））

所得割

軽減税率
適用法人

　普通法人とは、法人税法上の区分の一つで、株式会社、合同・合資・合名会社等の法人をいいます。　（詳しくは法人税法第２条第
１項第９号参照）

　平成27年３月31日以前に開始した事業年度に係る税率については、金沢県税事務所にお問い合わせください。

3.4

4.6

資資本本金金のの額額（（又又はは出出
資資金金のの額額））がが11億億円円
をを超超ええるる普普通通法法人人
（（注注22））

※

(注3)

※

年400万円以下の所得金額

特特別別法法人人

軽減税率
不適用法人

価値割

資本割

年800万円を超える所得金額

3以上の都道府県に事務所・事
業所があり、資本金の額（又は
出資金の額）が1千万円以上の
法人の所得金額

年400万円以下の所得金額

年400万円を超え年800万円以
下の所得金額

　公益法人等とは、公益社団法人や公益財団法人等の法人をいいます。
　（詳しくは法人税法第2条第1項第９号及び法人税法別表第２参照）

資本金等の額とは、法人税法第２条第16号又は第17号の２に規定する額（保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額）を
いいます。なお、平成27年度税制改正により、『資本金等の額（無償増減資等を加減算した額）』と『資本金に資本準備金を加算した
額』を比較し、いずれか多い額が資本金等の額となりました（平成27年４月１日以後に開始する事業年度から適用されます。）。

上記の所得区分は事業年度が１年の場合であり、１年未満のものは月額計算します。

6.7

※

(注1)

（協同組合、
信用金庫、
医療法人等）

6.7

(注4) 　令和４年４月１日以後に開始する事業年度においては、外形標準課税対象法人の所得割に軽減税率が適用されなくなりました。

7.0

7.0

【【税税額額のの計計算算】】

※所得税における青色申告特別控除は個人事業税には適用されません。

【【各各種種控控除除額額】】

(１) 青色申告者･･････青色事業専従者に支払われた適正な給与額

(２) 白色申告者･･････事業専従者１人について次のいずれか低い方の金額

　①50万円（ただし、配偶者である事業専従者については86万円）

　②事業専従者控除前の所得金額 ÷ (事業専従者数＋１)

【【申申告告とと納納税税】】
■■申申告告

・ 申告期限は３月15日です。
・

・

■■納納税税

・ 県から送られる納税通知書により、８月と11月の２回に分けて納めます。
（税額が１万円以下のものについては、８月のみとなります。）

× 税率 ＝ 税額

必要経費前年の総事業収入

所得税の確定申告書や県・市町村民税の申告書を提出した場合には、個人の事業税の申告
書を提出する必要はありません。この場合、所得税の確定申告書の「住民税・事業税に関する
事項」欄や県・市町村民税の申告書の「事業税に関する事項」欄の該当事項は必ず記入してく
ださい。

被災事業用資産の
損失の繰越控除

震災・風水害・火災等の災害により事業用資産に損害を受けた場合には、損失の生じ
た年の翌年から３年間（令和６年能登半島地震などの特定非常災害により生じた損失
に係る場合は５年間）にわたって控除できます。

事業用資産の譲渡
損失控除と譲渡
損失の繰越控除

事業に使っていた機械・工具・車両などを譲渡したために生じた損失額についても、事
業による所得の計算上控除することができます。
なお、青色申告者については、控除しきれなかった場合には、翌年以降３年間控除で
きます。

年の中途に事業をやめた方は、やめた日から１か月以内（死亡により事業をやめたときは４か月
以内）に申告してください。

事業専従者控除

事業主と生計を一にする15歳以上の親族で専らその事業に従事する者がいる場合に
は、次の金額が所得の計算上必要経費とされます。

事業主控除 年290万円（事業を行った期間が１年未満の場合は月割額）

損失の繰越控除
青色申告者に限り、事業所得の損失は、その生じた年の翌年から３年間（令和６年能登
半島地震などの特定非常災害により生じた損失に係る場合は５年間）にわたって控除
できます。

項目 控除額

－ ＝ 前年の事業所得金額

（前年の事業所得金額 － 各種控除額）

法人事業税（法人の事業税）法人事業税（法人の事業税）
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【【申申告告とと納納税税】】

【【市市町町へへのの交交付付】】

  法法人人事事業業税税のの外外形形標標準準課課税税

【【概概要要】】
 　平成16年４月１日以後に開始する事業年度から、法人事業税に外形標準課税制度が適用されています。
資本金の額（又は出資金の額）が１億円を超える法人が対象。（事業年度終了の日の現況で判定）
　 令和７年４月１日以後に開始する事業年度からは、前事業年度に外形標準課税の対象である法人及び当該事業
年度に資本金１億円以下で、資本金と資本剰余金の合計額が10億円を超える法人も外形標準課税の対象とする。
対象法人は、所得割・収入割に加え、付付加加価価値値割割とと資資本本割割を納付します。
法人の種類や税率の区分は24～25ページの税率表をご覧ください。

【【付付加加価価値値割割ににつついいてて】】
付付加加価価値値額額をを課課税税標標準準ととししまますす。。

付加価値額＝①報酬給与額＋②純支払利子＋③純支払賃借料＋④単年度所得

《雇用安定控除制度》

報酬給与額（①）が収益配分額（①+②+③）の70％相当額を超える場合には、付加価値額から一定額を控除します。

《所得拡大促進税制等》
平成27年４月１日から開始する事業年度において、雇用者給与等支給率の増加率等について一定の要件を
満たす場合には、経過措置による控除が設けられています。（要件は事業年度開始日により異なります）

【【資資本本割割ににつついいてて】】
資資本本金金等等のの額額をを課課税税標標準準ととししまますす。。

《資本金等の額が1,000億円を超える法人に係る資本圧縮措置》

すべて法人県民税と併せて行います。

④単年度損益
繰越欠損金控除前の法人事業税の所得金額
（単年度損益が欠損の場合は収益配分額から控除）

申申　　告告　　のの　　種種　　類類 納納めめるる税税額額 申申告告とと納納税税のの期期限限

予定申告
前事業年度の税額
 ÷ 前事業年度の月数 × ６ 事業年度開始の日

以後６か月を経過し
た日から２か月以内
（注１）

仮決算に基づく中間申告

仮決算の課税標準額× 税率予定申告の税額を超
えない場合に限り選
択可能

確定申告
課税標準額 × 税率
  － 中間申告等により納付すべき額

事業年度終了の日か
ら２か月以内
（注２）

(注１)

資本金等の額のうち1,000億円を超える部分については、次の表の割合を乗じて得た金額の合計額に圧縮します。
なお、1兆円を超える部分は、課税標準に算入しません。

資本金等の額の区分

『雇用安定控除額』　＝　①報酬給与額　－　（収益配分額　×　70%）

※

※ 「課税標準額」は、所得金額、付加価値額、資本金等の額、収入金額です。

資本金等の額とは、法人税法第２条第16号に規定する額をいいます。なお、平成27年度税制改正により、『資本金等の額（無
償増減資等を加減算した額）』と『資本金に資本準備金を加算した額』を比較し、いずれか多い額が資本金等の額となりました
（平成27年４月１日以後に開始する事業年度から適用）。

※

土地、建物に係る支払賃借料から受取賃借料を引いた額

①報酬給与額

②純支払利子

③純支払賃借料

電子申告と同時に、地方税共通納税システムによる電子納付をすることができます。
詳しくは、地方税共同機構のホームページ（https://www.eltax.lta.go.jp/）をご参照ください。

県に納められた法人事業税のうち7.7%は、県内市町の従業者数に基づきあん分され、各市町に交付されます。

付
加
価
値
額

収益
配分額

100 ％

50 ％

25 ％

割合

1,000億円以下の部分

1,000億円を超え、5,000億円以下の部分

5,000億円を超え、1兆円以下の部分

一定の大法人の場合、令和２年４月１日以後開始する事業年度に係る申告については、地方税ポータルシステム（eLTAX）に
よる電子申告で行うことが義務化されました。詳しくは51ページの「地方税ポータルシステム（eLTAX）」をご参照ください。

中間申告等

事業年度が６か月を超える
・法人税の中間申告額が
　　10万円超の普通法人
・外形標準課税対象法人
・収入金額課税法人

役員又は使用人に対する報酬、給料、賃金、賞与、退職手当等の合計額

支払利子から受取利子を引いた額

(注２) 定款等の定め又は特別の事情により、期限内に決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる法人で確定
申告の提出期限が延長されている法人は３か月以内。ただし、納付は２か月以内。また、会計監査人を置き、定款等の定めに
より事業年度終了の日から３か月以内に決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる法人で確定申告の
提出期限が延長されている法人は３か月を越え６か月を越えない範囲。

※ 清算中の法人に対する課税については、金沢県税事務所にお問い合わせください。

条例の定めるところにより、中間申告納付の期限が延長されたことで確定申告納付と同一の日となる場合は不要です。

（（２２））収収入入割割がが課課税税さされれるる法法人人

【【分分割割基基準準】】

軌道の延長キロメートル数

：

：

：

：

：

：

0.48

③　ガス供給業のうち特定ガス供給業

　 収入割が課税される事業と収入割が課税されない事業、または収入割が課税される事業のなかでも①～③の間
で異なる事業を併せて行う場合は、それぞれの事業部門ごとに課税標準額及び税額を算出します。

　 平成30年度税制改正により、20万kl以上のLNG基地を保有するガス製造事業者及び旧一般ガスみなしガス小
売事業者（ガスの使用者の利益を保護する必要性が特に高い供給区域等で経済産業大臣が指定する区域内の
者に限る）以外の者がガス供給業（一般ガス導管事業及び特定ガス導管事業を除く）を行う場合は収入割の対象
外となりました（平成30年４月１日以後に開始する事業年度から適用されます。）。

収入金額

付加価値額

　 令和４年度税制改正により、特定ガス供給業を除くガス製造小売事業については全て収入割の対象外となりまし
た（令和４年４月１日以後に開始する事業年度から適用されます。）。

ガス供給業、倉庫業

①　電気供給業のうち、 発電
事業、小売電気事業、特定
卸供給事業

資本金の額
（又は出資金の額）が
１億円を超える普通法
人（投資法人、特定目的
会社を除く）

上記以外の法人

付加価値割

※

※

事業所等の固定資産の価額

②　電気供給業（①を除く）、保険業、貿易保険業、
　　 ガス供給業のうち導管ガス供給業

資本割 資本金等の額

0.75収入割

※

収入割

資本割

0.77

0.32

収入割

事事業業年年度度のの開開始始日日

収入金額

1.85-所得金額

収入割

所得割

付加価値割

1.0

1.0

-

-

適適用用税税率率（（％％））

区区分分及及びび課課税税標標準準

1.0

1.0

-

-

0.75

収入金額

付加価値額

資本金等の額

収入金額

令令和和元元年年
1100月月１１日日以以後後

令令和和２２年年
４４月月１１日日以以後後

令令和和44年年
４４月月１１日日以以後後

0.37

0.15

製造業
従業者数

鉄道事業、軌道事業

事業所等（事務所又は事業所）の数
従業者数

課税標準額の２分の１
課税標準額の２分の１

：
：

※資本金の額（又は出資金の額）が１億円以上の法人は、工場の従業者数を
1.5倍とする。

 　２以上の都道府県に事務所・事業所を設けている法人は、法人事業税の課税標準の総額を下記の分割
基準に基づいて関係都道府県に分割したうえで税額を計算し、申告納付することとされています。

業　　種 分割基準

非
製
造
業

銀行、保険業、証券
業、運輸・通信業、卸
売・小売業、サービス
業等

課税標準額の４分の３

課税標準額の４分の１

事業所等の発電所用固定資産の価額

事業所等の固定資産の価額

一般送配電事業
送電事業
特定送配電事業
配電事業

事業所等の固定資産の価額

※発電用電気工作物に接続する電線路がない場合は、事業所等の固定資産
　　の価額で分割

平成29年度税制改正により、平成29年３月31日以後に終了する事業年度から適用されます。なお、平成29年３月31日
より前に終了する事業年度の場合は、課税標準額の４分の３を事業所等の固定資産で発電所の用に供するものの価
額、課税標準額の４分の１を事業所等の固定資産の価額で分割します。
また令和３年度税制改正により、「配電事業」「特定卸供給事業」の区分が定められました（令和4年4月1日以後に終了
する事業年度から適用されます。）。

※ 電気供給業とその他の事業を併せて行う法人は、主たる事業の分割基準により、課税標準額を分割します。

業業　　種種

(注)

発電事業
特定卸供給事業

電
気
供
給
業

（注）

小売電気事業

※発電所用の固定資産がない場合は、事業所等の固定資産の価額で分割

課税標準額の４分の１

課税標準額の４分の３

課税標準額の２分の１

課税標準額の２分の１

事業所等の数

従業者数

発電所の発電用電気工作物に接続する電線路の電力容量
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【【申申告告とと納納税税】】

【【市市町町へへのの交交付付】】

  法法人人事事業業税税のの外外形形標標準準課課税税

【【概概要要】】
 　平成16年４月１日以後に開始する事業年度から、法人事業税に外形標準課税制度が適用されています。
資本金の額（又は出資金の額）が１億円を超える法人が対象。（事業年度終了の日の現況で判定）
　 令和７年４月１日以後に開始する事業年度からは、前事業年度に外形標準課税の対象である法人であって当該事
業年度に資本金１億円以下で、資本金と資本剰余金の合計額が10億円を超える法人も外形標準課税の対象とする。
対象法人は、所得割・収入割に加え、付付加加価価値値割割とと資資本本割割を納付します。
法人の種類や税率の区分は24～25ページの税率表をご覧ください。

【【付付加加価価値値割割ににつついいてて】】
付付加加価価値値額額をを課課税税標標準準ととししまますす。。

付加価値額＝①報酬給与額＋②純支払利子＋③純支払賃借料＋④単年度所得

《雇用安定控除制度》

報酬給与額（①）が収益配分額（①+②+③）の70％相当額を超える場合には、付加価値額から一定額を控除します。

《所得拡大促進税制等》
平成27年４月１日から開始する事業年度において、雇用者給与等支給率の増加率等について一定の要件を
満たす場合には、経過措置による控除が設けられています。（要件は事業年度開始日により異なります）

【【資資本本割割ににつついいてて】】
資資本本金金等等のの額額をを課課税税標標準準ととししまますす。。

《資本金等の額が1,000億円を超える法人に係る資本圧縮措置》

一定の大法人の場合、令和２年４月１日以後開始する事業年度に係る申告については、地方税ポータルシステム（eLTAX）に
よる電子申告で行うことが義務化されました。詳しくは51ページの「地方税ポータルシステム（eLTAX）」をご参照ください。

中間申告等

事業年度が６か月を超える
・法人税の中間申告額が
　　10万円超の普通法人
・外形標準課税対象法人
・収入金額課税法人

役員又は使用人に対する報酬、給料、賃金、賞与、退職手当等の合計額

支払利子から受取利子を引いた額

(注２) 定款等の定め又は特別の事情により、期限内に決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる法人で確定
申告の提出期限が延長されている法人は３か月以内。ただし、納付は２か月以内。また、会計監査人を置き、定款等の定めに
より事業年度終了の日から３か月以内に決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる法人で確定申告の
提出期限が延長されている法人は３か月を越え６か月を越えない範囲。

※ 清算中の法人に対する課税については、金沢県税事務所にお問い合わせください。

条例の定めるところにより、中間申告納付の期限が延長されたことで確定申告納付と同一の日となる場合は不要です。

100 ％

50 ％

25 ％

割合

1,000億円以下の部分

1,000億円を超え、5,000億円以下の部分

5,000億円を超え、1兆円以下の部分

資本金等の額のうち1,000億円を超える部分については、次の表の割合を乗じて得た金額の合計額に圧縮します。
なお、1兆円を超える部分は、課税標準に算入しません。

資本金等の額の区分

『雇用安定控除額』　＝　①報酬給与額　－　（収益配分額　×　70%）

※

※ 「課税標準額」は、所得金額、付加価値額、資本金等の額、収入金額です。

資本金等の額とは、法人税法第２条第16号に規定する額をいいます。なお、平成27年度税制改正により、『資本金等の額（無
償増減資等を加減算した額）』と『資本金に資本準備金を加算した額』を比較し、いずれか多い額が資本金等の額となりました
（平成27年４月１日以後に開始する事業年度から適用）。

※

土地、建物に係る支払賃借料から受取賃借料を引いた額

①報酬給与額

②純支払利子

③純支払賃借料

電子申告と同時に、地方税共通納税システムによる電子納付をすることができます。
詳しくは、地方税共同機構のホームページ（https://www.eltax.lta.go.jp/）をご参照ください。

県に納められた法人事業税のうち7.7%は、県内市町の従業者数に基づきあん分され、各市町に交付されます。

付
加
価
値
額

収益
配分額

すべて法人県民税と併せて行います。

④単年度損益
繰越欠損金控除前の法人事業税の所得金額
（単年度損益が欠損の場合は収益配分額から控除）

申申　　告告　　のの　　種種　　類類 納納めめるる税税額額 申申告告とと納納税税のの期期限限

予定申告
前事業年度の税額
 ÷ 前事業年度の月数 × ６ 事業年度開始の日

以後６か月を経過し
た日から２か月以内
（注１）

仮決算に基づく中間申告

仮決算の課税標準額× 税率予定申告の税額を超
えない場合に限り選
択可能

確定申告
課税標準額 × 税率
  － 中間申告等により納付すべき額

事業年度終了の日か
ら２か月以内
（注２）

(注１)

（（２２））収収入入割割がが課課税税さされれるる法法人人

【【分分割割基基準準】】

軌道の延長キロメートル数

：

：

：

：

：

：

0.48

③　ガス供給業のうち特定ガス供給業

　 収入割が課税される事業と収入割が課税されない事業、または収入割が課税される事業のなかでも①～③の間
で異なる事業を併せて行う場合は、それぞれの事業部門ごとに課税標準額及び税額を算出します。

　 平成30年度税制改正により、20万kl以上のLNG基地を保有するガス製造事業者及び旧一般ガスみなしガス小
売事業者（ガスの使用者の利益を保護する必要性が特に高い供給区域等で経済産業大臣が指定する区域内の
者に限る）以外の者がガス供給業（一般ガス導管事業及び特定ガス導管事業を除く）を行う場合は収入割の対象
外となりました（平成30年４月１日以後に開始する事業年度から適用されます。）。

収入金額

付加価値額

　 令和４年度税制改正により、特定ガス供給業を除くガス製造小売事業については全て収入割の対象外となりまし
た（令和４年４月１日以後に開始する事業年度から適用されます。）。

ガス供給業、倉庫業

①　電気供給業のうち、 発電
事業、小売電気事業、特定
卸供給事業

資本金の額
（又は出資金の額）が
１億円を超える普通法
人（投資法人、特定目的
会社を除く）

上記以外の法人

付加価値割

※

※

事業所等の固定資産の価額

②　電気供給業（①を除く）、保険業、貿易保険業、
　　 ガス供給業のうち導管ガス供給業

資本割 資本金等の額

0.75収入割

※

収入割

資本割

0.77

0.32

収入割

事事業業年年度度のの開開始始日日

収入金額

1.85-所得金額

収入割

所得割

付加価値割

1.0

1.0

-

-

適適用用税税率率（（％％））

区区分分及及びび課課税税標標準準

1.0

1.0

-

-

0.75

収入金額

付加価値額

資本金等の額

収入金額

令令和和元元年年
1100月月１１日日以以後後

令令和和２２年年
４４月月１１日日以以後後

令令和和44年年
４４月月１１日日以以後後

0.37

0.15

製造業
従業者数

鉄道事業、軌道事業

事業所等（事務所又は事業所）の数
従業者数

課税標準額の２分の１
課税標準額の２分の１

：
：

※資本金の額（又は出資金の額）が１億円以上の法人は、工場の従業者数を
1.5倍とする。

 　２以上の都道府県に事務所・事業所を設けている法人は、法人事業税の課税標準の総額を下記の分割
基準に基づいて関係都道府県に分割したうえで税額を計算し、申告納付することとされています。

業　　種 分割基準

非
製
造
業

銀行、保険業、証券
業、運輸・通信業、卸
売・小売業、サービス
業等

課税標準額の４分の３

課税標準額の４分の１

事業所等の発電所用固定資産の価額

事業所等の固定資産の価額

一般送配電事業
送電事業
特定送配電事業
配電事業

事業所等の固定資産の価額

※発電用電気工作物に接続する電線路がない場合は、事業所等の固定資産
　　の価額で分割

平成29年度税制改正により、平成29年３月31日以後に終了する事業年度から適用されます。なお、平成29年３月31日
より前に終了する事業年度の場合は、課税標準額の４分の３を事業所等の固定資産で発電所の用に供するものの価
額、課税標準額の４分の１を事業所等の固定資産の価額で分割します。
また令和３年度税制改正により、「配電事業」「特定卸供給事業」の区分が定められました（令和4年4月1日以後に終了
する事業年度から適用されます。）。

※ 電気供給業とその他の事業を併せて行う法人は、主たる事業の分割基準により、課税標準額を分割します。

業業　　種種

(注)

発電事業
特定卸供給事業

電
気
供
給
業

（注）

小売電気事業

※発電所用の固定資産がない場合は、事業所等の固定資産の価額で分割

課税標準額の４分の１

課税標準額の４分の３

課税標準額の２分の１

課税標準額の２分の１

事業所等の数

従業者数

発電所の発電用電気工作物に接続する電線路の電力容量

法人事業税の外形標準課税法人事業税の外形標準課税
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【【納納めめるる人人】】
　国の消費税と同じです。

※

【【納納めめるる額額】】
　国に納める消費税額の22/78

（消費税率に換算すると2.2％に相当し、国の消費税と合わせた負担率は10％です。）

※

【【申申告告とと納納税税】】
(1) 国内取引に係る地方消費税〈譲渡割〉は、当分の間、消費税と併せて国(税務署)に申告し、納付します。

(2) 輸入取引に係る地方消費税〈貨物割〉は、消費税と併せて国（税関）に申告し、納付します。

※詳細については、最寄りの税務署又は税関へお問い合わせください。

【【都都道道府府県県間間のの清清算算】】

【【市市町町へへのの交交付付】】

２分の１を交付

10% 8%

清算
払込

保税地域とは、外国から日本に運びこんだ貨物を置いていても、関税（国税）の支払が猶予される
場所です。

（Ｂ県の税務署）

納税 納税

（Ａ県の税務署）

　都道府県間の清算を行った後の金額の２分の１が、県内市町の人口等に基づきあん分され、各市町に交付
されます。

地方消費税の流れ

一定の飲食料品や定期購読契約が締結された週２回以上発行される新聞の譲渡には、軽減税率が適
用されます。

合計

払込

　  地方消費税は、地方分権の推進、地域福祉の充実等のため、地方財源の充実を図る観点か
ら、国内の取引や輸入される貨物に対して課税されます。

　 地方消費税は国の消費税と同様に、税負担を最終消費者に求める税ですので、消費に関連した基準に
よって都道府県間で清算されます。この清算を通じて、最終消費地と課税地の不一致が解消され、最終消費
地の都道府県の収入になります。

地方消費税率

標準税率 軽減税率

2.2%

（消費税額の22/78） （消費税額の22/78）

1.76%

7.8% 6.24%

(1) 国内取引･･･・・・商品の販売やサービスの提供を行った事業者〈譲渡割〉

(2) 輸入取引･･･・・・課税貨物を保税地域※から引き取る者〈貨物割〉

消費税率

Ａ 県 Ｂ 県

Ａ県内の
市町村

Ａ県の
消費者

【小売業者】
Ａ県のＸ事業者

【生産者】
Ｂ県のＹ事業

者

商品・サービス
等の流れ

お金の流れ
最終消費地と課税地の

不一致を解消

【【納納めめるる人人】】

【【納納めめるる額額】】

【【申申告告とと納納税税】】

【【納納めめるる人人】】

【【納納めめるる額額】】

【【申申告告とと納納税税】】
法人事業税の申告と併せて県に申告し、納付します。

（基準法人所得割額又は基準法人収入割額） × 税率 ＝ 税額

※ 特別法人事業税の課税標準となる所得割額・収入割額は、課税免除、不均一課税等の適用前のものです。

令令和和元元年年
1100月月１１日日以以後後

令令和和２２年年
４４月月１１日日以以後後

特特別別法法人人
事事業業税税のの
課課税税標標準準

法法人人事事業業税税
のの課課税税

適適用用税税率率（（％％））
事事業業年年度度のの開開始始日日

法法人人とと事事業業のの種種類類
令令和和４４年年

４４月月１１日日以以後後

　 地方法人特別税の収入額は地方法人特別譲与税として、人口及び従業者数に基づき各都道府県に対し譲与されま
す。（平成20年10月１日以後に開始する事業年度分から適用されています。）

　 税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の暫定措置として、法人事業税
の税率引下げと併せて地方法人特別税が創設されました。

事事業業年年度度のの開開始始日日
適適用用税税率率（（％％））

※ 地方法人特別税の課税標準となる所得割額・収入割額は、課税免除、不均一課税等の適用前のものです。

平平成成2266年年
９９月月3300日日
以以前前

平平成成2266年年
1100月月１１日日
以以後後

平平成成2277年年
４４月月１１日日
以以後後

平平成成2288年年
４４月月１１日日
以以後後

 　なお、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分について、特別法人事業税が適用されます。

法人事業税（所得割又は収入割）の納税義務がある法人

（基準法人所得割額又は基準法人収入割額） × ＝ 税額税率

法法　　　　人人　　　　のの　　　　種種　　　　類類
法法人人事事業業税税

のの課課税税

地地方方法法人人
特特別別税税のの
課課税税標標準準

×
×

資資本本金金のの額額（（又又はは出出資資金金
のの額額））がが１１億億円円以以下下

所得割
付加価値割

法人事業税の申告と併せて県に申告し、納付します。

外形標準課税対象

-

所得割

所得割 〇

法人事業税（所得割又は収入割）の納税義務がある法人

 　特別法人事業税の収入額は特別法人事業譲与税として、人口に基づき各都道府県に対し譲与されます。
       （令和元年10月１日以後に開始する事業年度分から適用されています。）

　 都市・地方の持続可能な発展のための地方税体系の構築の観点から、これまで暫定措置だった地方法人特別税を
廃止し、法人事業税の税率引下げ（法人事業税の約３割）と併せて特別法人事業税が創設されました。

付加価値割

資本割

収入割

外形標準課税対象外

〇

148 67.4 93.5

特特別別法法人人（（協協同同組組合合、、信信用用金金庫庫、、医医療療法法人人等等））

収入割

収入割が課税されない法人は所得割額、収入割が課税される法人は収入割額により、特別法人事業税額を計算します。

30.0

62.5

※

414.2
資資本本金金のの額額（（又又はは出出資資金金
のの額額））がが１１億億円円超超

〇

81 43.2

81 43.2

収収入入割割がが
課課税税さされれなないい
法法人人

収収入入割割がが
課課税税さされれるる
法法人人

普普通通法法人人

特特別別法法人人、、投投資資法法人人、、特特定定目目的的会会社社等等

電電気気・・ガガスス供供給給業業、、保保険険業業をを行行うう法法人人

〇所得割

30.0

所得割

収収
入入
割割
がが
課課
税税

ささ
れれ
なな
いい
法法
人人

所得割

〇
×
×

〇

資本割

×
×

付加価値割
資本割

収収
入入
割割
がが
課課
税税

ささ
れれ
るる
法法
人人

付加価値割

法法人人ででなないい社社団団又又はは財財団団、、公公益益法法人人等等

資本金又は出資金の額が１億円超
（投資法人及び特定目的会社を除く）

上記以外

普普通通法法人人

電電気気供供給給業業ののううちち
発発電電事事業業、、小小売売事事業業、、
特特定定卸卸供供給給事事業業

資本金又は出資金の額が１億円超
（投資法人及び特定目的会社を除く）

上記以外

ガガスス供供給給業業ののううちち特特定定ガガスス供供給給業業

×

資本割 ×

収入割 〇

電電気気供供給給業業（（上上記記をを除除くく））、、保保険険業業、、貿貿易易保保険険業業、、
ガガスス供供給給業業ののううちち導導管管ガガスス供供給給業業

収入割 〇

260.0

37.0

34.5

40.0〇
×

〇

収入割

30.0

地方法人特別税（国税）

特別法人事業税（国税）
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【【納納めめるる人人】】
　国の消費税と同じです。

※

【【納納めめるる額額】】
　国に納める消費税額の22/78

（消費税率に換算すると2.2％に相当し、国の消費税と合わせた負担率は10％です。）

※

【【申申告告とと納納税税】】
(1) 国内取引に係る地方消費税〈譲渡割〉は、当分の間、消費税と併せて国(税務署)に申告し、納付します。

(2) 輸入取引に係る地方消費税〈貨物割〉は、消費税と併せて国（税関）に申告し、納付します。

※詳細については、最寄りの税務署又は税関へお問い合わせください。

【【都都道道府府県県間間のの清清算算】】

【【市市町町へへのの交交付付】】

２分の１を交付

10% 8%

清算
払込

保税地域とは、外国から日本に運びこんだ貨物を置いていても、関税（国税）の支払が猶予される
場所です。

（Ｂ県の税務署）

納税 納税

（Ａ県の税務署）

　都道府県間の清算を行った後の金額の２分の１が、県内市町の人口等に基づきあん分され、各市町に交付
されます。

地方消費税の流れ

一定の飲食料品や定期購読契約が締結された週２回以上発行される新聞の譲渡には、軽減税率が適
用されます。

合計

払込

　  地方消費税は、地方分権の推進、地域福祉の充実等のため、地方財源の充実を図る観点か
ら、国内の取引や輸入される貨物に対して課税されます。

　 地方消費税は国の消費税と同様に、税負担を最終消費者に求める税ですので、消費に関連した基準に
よって都道府県間で清算されます。この清算を通じて、最終消費地と課税地の不一致が解消され、最終消費
地の都道府県の収入になります。

地方消費税率

標準税率 軽減税率

2.2%

（消費税額の22/78） （消費税額の22/78）

1.76%

7.8% 6.24%

(1) 国内取引･･･・・・商品の販売やサービスの提供を行った事業者〈譲渡割〉

(2) 輸入取引･･･・・・課税貨物を保税地域※から引き取る者〈貨物割〉

消費税率

Ａ 県 Ｂ 県

Ａ県内の
市町村

Ａ県の
消費者

【小売業者】
Ａ県のＸ事業者

【生産者】
Ｂ県のＹ事業

者

商品・サービス
等の流れ

お金の流れ
最終消費地と課税地の

不一致を解消

【【納納めめるる人人】】

【【納納めめるる額額】】

【【申申告告とと納納税税】】

【【納納めめるる人人】】

【【納納めめるる額額】】

【【申申告告とと納納税税】】
法人事業税の申告と併せて県に申告し、納付します。

（基準法人所得割額又は基準法人収入割額） × 税率 ＝ 税額

※ 特別法人事業税の課税標準となる所得割額・収入割額は、課税免除、不均一課税等の適用前のものです。

令令和和元元年年
1100月月１１日日以以後後

令令和和２２年年
４４月月１１日日以以後後

特特別別法法人人
事事業業税税のの
課課税税標標準準

法法人人事事業業税税
のの課課税税

適適用用税税率率（（％％））
事事業業年年度度のの開開始始日日

法法人人とと事事業業のの種種類類
令令和和４４年年

４４月月１１日日以以後後

　 地方法人特別税の収入額は地方法人特別譲与税として、人口及び従業者数に基づき各都道府県に対し譲与されま
す。（平成20年10月１日以後に開始する事業年度分から適用されています。）

　 税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の暫定措置として、法人事業税
の税率引下げと併せて地方法人特別税が創設されました。

事事業業年年度度のの開開始始日日
適適用用税税率率（（％％））

※ 地方法人特別税の課税標準となる所得割額・収入割額は、課税免除、不均一課税等の適用前のものです。

平平成成2266年年
９９月月3300日日
以以前前

平平成成2266年年
1100月月１１日日
以以後後

平平成成2277年年
４４月月１１日日
以以後後

平平成成2288年年
４４月月１１日日
以以後後

 　なお、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分について、特別法人事業税が適用されます。

法人事業税（所得割又は収入割）の納税義務がある法人

（基準法人所得割額又は基準法人収入割額） × ＝ 税額税率

法法　　　　人人　　　　のの　　　　種種　　　　類類
法法人人事事業業税税

のの課課税税

地地方方法法人人
特特別別税税のの
課課税税標標準準

×
×

資資本本金金のの額額（（又又はは出出資資金金
のの額額））がが１１億億円円以以下下

所得割
付加価値割

法人事業税の申告と併せて県に申告し、納付します。

外形標準課税対象

-

所得割

所得割 〇

法人事業税（所得割又は収入割）の納税義務がある法人

 　特別法人事業税の収入額は特別法人事業譲与税として、人口に基づき各都道府県に対し譲与されます。
       （令和元年10月１日以後に開始する事業年度分から適用されています。）

　 都市・地方の持続可能な発展のための地方税体系の構築の観点から、これまで暫定措置だった地方法人特別税を
廃止し、法人事業税の税率引下げ（法人事業税の約３割）と併せて特別法人事業税が創設されました。

付加価値割

資本割

収入割

外形標準課税対象外

〇

148 67.4 93.5

特特別別法法人人（（協協同同組組合合、、信信用用金金庫庫、、医医療療法法人人等等））

収入割

収入割が課税されない法人は所得割額、収入割が課税される法人は収入割額により、特別法人事業税額を計算します。

30.0

62.5

※

414.2
資資本本金金のの額額（（又又はは出出資資金金
のの額額））がが１１億億円円超超

〇

81 43.2

81 43.2

収収入入割割がが
課課税税さされれなないい
法法人人

収収入入割割がが
課課税税さされれるる
法法人人

普普通通法法人人

特特別別法法人人、、投投資資法法人人、、特特定定目目的的会会社社等等

電電気気・・ガガスス供供給給業業、、保保険険業業をを行行うう法法人人

〇所得割

30.0

所得割

収収
入入
割割
がが
課課
税税

ささ
れれ
なな
いい
法法
人人

所得割

〇
×
×

〇

資本割

×
×

付加価値割
資本割

収収
入入
割割
がが
課課
税税

ささ
れれ
るる
法法
人人

付加価値割

法法人人ででなないい社社団団又又はは財財団団、、公公益益法法人人等等

資本金又は出資金の額が１億円超
（投資法人及び特定目的会社を除く）

上記以外

普普通通法法人人

電電気気供供給給業業ののううちち
発発電電事事業業、、小小売売事事業業、、
特特定定卸卸供供給給事事業業

資本金又は出資金の額が１億円超
（投資法人及び特定目的会社を除く）

上記以外

ガガスス供供給給業業ののううちち特特定定ガガスス供供給給業業

×

資本割 ×

収入割 〇

電電気気供供給給業業（（上上記記をを除除くく））、、保保険険業業、、貿貿易易保保険険業業、、
ガガスス供供給給業業ののううちち導導管管ガガスス供供給給業業

収入割 〇

260.0

37.0

34.5

40.0〇
×

〇

収入割

30.0

地方消費税
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【【納納めめるる人人】】
　土地や家屋を売買・交換・贈与・建築（新築・増築・改築）などにより取得した人

【【納納めめるる額額】】

※ 取得された不動産の種類及び取得時期によって税率が異なります。下記の表をご参照ください。

（（11））税税率率

（（22））不不動動産産のの価価格格

・

・

・

【【免免税税点点・・非非課課税税】】
（（11））免免税税点点

　取得した不動産の価格が次の金額に満たない場合には、不動産取得税は課税されません。
・ 土地 ･･････････････････････････････ 10万円

新築・増築・改築 ･････････ 23万円
売買・交換・贈与など ･･･････ 12万円

（（22））非非課課税税

　次のような不動産の取得については、不動産取得税は課税されません。
・ 相続による不動産の取得
・ 法人の合併又は一定の要件を満たす分割による不動産の取得
・ 宗教法人・学校法人等がその本来の事業の用に供するための不動産の取得
・ 公共の用に供する道路などのための土地の取得

農地法第５条の宅地転用許可を受けた農地を取得した場合は、市町の固定資産課税台帳に登録された価
格に関わらず、状況の類似する近隣の宅地の価格を基準に決定します。

宅地等（宅地及び宅地評価された土地）については、その取得が令和９年３月31日までに行われた場合に
は、固定資産課税台帳価格の２分の１が課税標準額となります。

・ 家屋

　不動産の取得理由や用途によっては、申請が必要なものもありますので、詳しい手続について
は、管轄の県総合（県税）事務所へお問合せください。

新築住宅等の建物を建築した場合は、取得時の固定資産課税台帳に価格が登録されていないため、調査
の上、固定資産評価基準により評価した価格となります。なお、固定資産税における価格は、翌年１月１日
時点の価格であるため、取得時の価格とは異なります。

区　　　分

不動産の種類

土　地
家　屋

住　宅 住宅以外

平成20年4月1日以後の取得 ３％ ３％ ４％

　総務大臣が定めた固定資産評価基準により評価し、決定された価格（固定資産評価額）で、原則
として市町の固定資産課税台帳に登録されている価格をいいます。

　不動産取得税は、土地や家屋の購入、家屋の建築など、不動産の取得に対して課税されます。

※  土地や家屋の「取得」とは、登記の有無、有償・無償の別などを問わず、その不動産の所有権を現実に取得
　することをいいます。

不動産の価格（課税標準額） × 税率 ＝ 税額

●●  「「イインンボボイイスス制制度度」」ととはは？？

●●  「「イインンボボイイスス」」ととはは？？

○現行の区分記載請求書とインボイスとの記載事項の比較

＜区分記載請求書（現行）＞（～令和５年９月） ＜インボイス＞（令和５年１０月～）
請求書 【【記記載載事事項項】】 請求書 【【記記載載事事項項】】

○○㈱御中 ○○㈱御中

㈱△△ ㈱△△(T1234・・・)
●年■月分　 ●年■月分　

： ：

※は軽減税率対象 ※は軽減税率対象

●●  適適格格請請求求書書発発行行事事業業者者のの登登録録をを受受けけるるににはは？？

インボイス制度に関する一般的なご相談は、専用ダイヤルで受け付けています。
【【専専用用ダダイイヤヤルル】】００１１２２００－－２２００５５－－５５５５３３（（無無料料））

【【受受付付時時間間】】９９：：００００～～１１７７：：００００（（土土日日祝祝日日除除くく））

個個別別相相談談（（関関係係書書類類等等にによよりり具具体体的的なな事事実実等等をを確確認認ささせせてていいたただだくく必必要要ののああるる相相談談））をを希希望望さされれ
るる方方はは、、最最寄寄りりのの税税務務署署ままででおお問問合合せせくくだだささいい。。（（連連絡絡先先はは5522ペペーージジををごご覧覧くくだだささいい））

                 合  　計 　    43,600 円                  合  　計 　     43,600 円

                 (10％対象　  22,000 円)
                 ( ８％対象    21,600 円)

    10％対象 22,000 円 内税 2,000円
    ８％対象  21,600 円 内税 1,600円

①請求書発行事業
　 者の氏名又は名称
②取引年月日
③取引の内容（軽減
　 対象税率の対象品
　 目である旨）
④税率ごとに区分し
　 て合計した対価
⑤書類の交付を受け
 　る事業者の氏名又
　 は名称

イインンボボイイスス制制度度にに関関すするるおお問問合合せせ先先

◇　インボイス制度が始まる令和５年１０月１日から登録を受けようとする事業者は、令和５年９月３０日までに
　登録申請書を提出する必要があります。
　　（令和５年９月３０日までに提出した場合は、令和５年１０月１日までに登録通知が届かなかった場合であっ
　ても、同日から登録を受けたものとみなされます。）

◇　売手である登録事業者は、買手である取引相手（課税事業者）から求められたときは、インボイスを交付し
　なければなりません（また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります）。

◇　買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手（売手）である登録事業者から交付を
　受けたインボイス（※）の保存等が必要となります。

（※） 　買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項（インボイスに記載が必要な事項）が記載さ
　　　れ、取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

◇　売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
　　 具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加さ
　れたものをいいます。

①登録番号
　<課税事業者のみ
    登録可能>
②適用税率
③税率ごとに区分し
　 た消費税額等

　■月▲日  割りばし　   　    550 円
　■月▲日  牛　　肉  ※    5,400 円

　■月▲日  割りばし　   　    550 円
　■月▲日  牛　　肉  ※    5,400 円

令令和和５５年年1100月月１１日日かからら「「適適格格請請求求書書等等保保存存方方式式（（イインンボボイイスス制制度度））」」がが導導入入さされれままししたた。。

適適格格請請求求書書発発行行事事業業者者（（登登録録事事業業者者））ののみみがが適適格格請請求求書書（（イインンボボイイスス））をを交交付付すするるここととががででききまますす。。

適格請求書等保存方式（インボイス制度）
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【【納納めめるる人人】】
　土地や家屋を売買・交換・贈与・建築（新築・増築・改築）などにより取得した人

【【納納めめるる額額】】

※ 取得された不動産の種類及び取得時期によって税率が異なります。下記の表をご参照ください。

（（11））税税率率

（（22））不不動動産産のの価価格格

・

・

・

【【免免税税点点・・非非課課税税】】
（（11））免免税税点点

　取得した不動産の価格が次の金額に満たない場合には、不動産取得税は課税されません。
・ 土地 ･･････････････････････････････ 10万円

新築・増築・改築 ･････････ 23万円
売買・交換・贈与など ･･･････ 12万円

（（22））非非課課税税

　次のような不動産の取得については、不動産取得税は課税されません。
・ 相続による不動産の取得
・ 法人の合併又は一定の要件を満たす分割による不動産の取得
・ 宗教法人・学校法人等がその本来の事業の用に供するための不動産の取得
・ 公共の用に供する道路などのための土地の取得

農地法第５条の宅地転用許可を受けた農地を取得した場合は、市町の固定資産課税台帳に登録された価
格に関わらず、状況の類似する近隣の宅地の価格を基準に決定します。

宅地等（宅地及び宅地評価された土地）については、その取得が令和９年３月31日までに行われた場合に
は、固定資産課税台帳価格の２分の１が課税標準額となります。

・ 家屋

　不動産の取得理由や用途によっては、申請が必要なものもありますので、詳しい手続について
は、管轄の県総合（県税）事務所へお問合せください。

新築住宅等の建物を建築した場合は、取得時の固定資産課税台帳に価格が登録されていないため、調査
の上、固定資産評価基準により評価した価格となります。なお、固定資産税における価格は、翌年１月１日
時点の価格であるため、取得時の価格とは異なります。

区　　　分

不動産の種類

土　地
家　屋

住　宅 住宅以外

平成20年4月1日以後の取得 ３％ ３％ ４％

　総務大臣が定めた固定資産評価基準により評価し、決定された価格（固定資産評価額）で、原則
として市町の固定資産課税台帳に登録されている価格をいいます。

　不動産取得税は、土地や家屋の購入、家屋の建築など、不動産の取得に対して課税されます。

※  土地や家屋の「取得」とは、登記の有無、有償・無償の別などを問わず、その不動産の所有権を現実に取得
　することをいいます。

不動産の価格（課税標準額） × 税率 ＝ 税額

●●  「「イインンボボイイスス制制度度」」ととはは？？

●●  「「イインンボボイイスス」」ととはは？？

○現行の区分記載請求書とインボイスとの記載事項の比較

＜区分記載請求書（現行）＞（～令和５年９月） ＜インボイス＞（令和５年１０月～）
請求書 【【記記載載事事項項】】 請求書 【【記記載載事事項項】】

○○㈱御中 ○○㈱御中

㈱△△ ㈱△△(T1234・・・)
●年■月分　 ●年■月分　

： ：

※は軽減税率対象 ※は軽減税率対象

●●  適適格格請請求求書書発発行行事事業業者者のの登登録録をを受受けけるるににはは？？

インボイス制度に関する一般的なご相談は、専用ダイヤルで受け付けています。
【【専専用用ダダイイヤヤルル】】００１１２２００－－２２００５５－－５５５５３３（（無無料料））

【【受受付付時時間間】】９９：：００００～～１１７７：：００００（（土土日日祝祝日日除除くく））

◇　売手である登録事業者は、買手である取引相手（課税事業者）から求められたときは、インボイスを交付し
　なければなりません（また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります）。

◇　買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手（売手）である登録事業者から交付を
　受けたインボイス（※）の保存等が必要となります。

（※） 　買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項（インボイスに記載が必要な事項）が記載さ
　　　れ、取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

◇　売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
　　 具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加さ
　れたものをいいます。

①登録番号
　<課税事業者のみ
    登録可能>
②適用税率
③税率ごとに区分し
　 た消費税額等

　■月▲日  割りばし　   　    550 円
　■月▲日  牛　　肉  ※    5,400 円

　■月▲日  割りばし　   　    550 円
　■月▲日  牛　　肉  ※    5,400 円

個個別別相相談談（（関関係係書書類類等等にによよりり具具体体的的なな事事実実等等をを確確認認ささせせてていいたただだくく必必要要ののああるる相相談談））をを希希望望さされれ
るる方方はは、、最最寄寄りりのの税税務務署署ままででおお問問合合せせくくだだささいい。。（（連連絡絡先先はは5555ペペーージジををごご覧覧くくだだささいい））

                 合  　計 　    43,600 円                  合  　計 　     43,600 円

                 (10％対象　  22,000 円)
                 ( ８％対象    21,600 円)

    10％対象 22,000 円 内税 2,000円
    ８％対象  21,600 円 内税 1,600円

①請求書発行事業
　 者の氏名又は名称
②取引年月日
③取引の内容（軽減
　 対象税率の対象品
　 目である旨）
④税率ごとに区分し
　 て合計した対価
⑤書類の交付を受け
 　る事業者の氏名又
　 は名称

イインンボボイイスス制制度度にに関関すするるおお問問合合せせ先先

◇　インボイス制度が始まる令和５年１０月１日から登録を受けようとする事業者は、令和５年９月３０日までに
　登録申請書を提出する必要があります。
　　（令和５年９月３０日までに提出した場合は、令和５年１０月１日までに登録通知が届かなかった場合であっ
　ても、同日から登録を受けたものとみなされます。）

令令和和５５年年1100月月１１日日かからら「「適適格格請請求求書書等等保保存存方方式式（（イインンボボイイスス制制度度））」」がが導導入入さされれままししたた。。

適適格格請請求求書書発発行行事事業業者者（（登登録録事事業業者者））ののみみがが適適格格請請求求書書（（イインンボボイイスス））をを交交付付すするるここととががででききまますす。。

不動産取得税
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（（22））住住宅宅用用土土地地をを取取得得ししたたとときき

ア　45,000円

イ

（注3）　一戸あたり200㎡が限度

（（33））そそのの他他のの軽軽減減
　公共事業のために収用された不動産の代わりとなる不動産を取得した場合、一定額が軽減されます。

【【減減免免】】
　次のいずれかの要件に該当する不動産を取得した場合、一定額が減免されます。
 　　（納期限の７日前までに申請が必要です。）

中古
住宅用
土地の
取得

申告取得時期

収用後

⑤　土地の取得者が、その土地を取得した日から１年以内に
　　 その土地の上にある自己居住用の耐震基準適合既存住宅
　　（新築後未使用で１年超過した住宅を含む）を取得した場合

⑥　土地の取得者が、その土地を取得した日前１年以内に
　　 その土地の上にある自己居住用の耐震基準適合既存住宅
　 　（新築後未使用で１年超過した住宅を含む）を取得していた場合

　 なお、新耐震基準に満たない中古住宅を個人が取得後６ヶ月以内
に耐震改修を行い、その証明を受け、かつ、自己の居住の用に供し
た場合における、当該中古住宅の敷地（平成30年４月１日以後に取
得したものに限る。）についても軽減措置があります。
　 また、宅地建物取引業者が中古住宅を取得し、取得日から２年以
内に一定の改修工事を行い、かつ、個人に譲渡した場合（自己居住
用に限る。）における、当該中古住宅の敷地（平成30年４月１日～令
和９年３月31日までの間に取得したものに限る。）についても軽減措
置があります。

要

（注1）　令和９年３月31日までに取得した宅地の場合、土地の価格は２分の１になります。

軽減の内容適用される場合

（注2）　平成16年４月１日から令和８年３月31日までの土地の取得で、新築される特例適用住宅が100戸以上の共同住宅等
　　　　　で土地の取得から３年以内に新築されることが困難な場合には４年となることがあります。

公共の用に
供する

不動産関係

　 公民館の用に供する不動産、又は町会等公共的な
団体が専ら公共の用に供する不動産を取得した場合

　 当該取得に対して課税される不動産取
得税相当額が減免されます。

　 取得した不動産の税額のうち、収用され
た不動産の固定資産課税台帳価格に税率
を乗じて得た額が減額されます。

区分 適用される場合 減免の内容

　 代わりとなる不動産を先に取得し、その後１年以
内に、所有する他の不動産を公共事業のために
収用された場合

収用前

要

被災不動産
関係

　 天災その他の災害により滅失又は損壊した不動産
と同一用途に供する不動産を、災害を受けた日から３
年以内に取得した場合

　 新たに取得した不動産の税額のうち、被
災不動産の固定資産課税台帳価格に税
率を乗じて得た額が減免されます。

　 取得した不動産の価格から、収用された
不動産の固定資産課税台帳価格が控除さ
れます。

　 所有する不動産を公共事業のために収用され、
その後２年以内に代わりとなる不動産を取得した
場合

④　自己居住用の新築未使用特例適用住宅を、土地の取得
　　 日の前後１年以内に取得した場合

（注1） （注3）

②　土地の取得者が、その土地を取得した日前１年以内に
　　 その土地の上に特例適用住宅を新築していた場合 土地1㎡

当たりの
価格

　次の①～⑥のいずれかの要件に該当する場合、土地の税額から一定額が減額されます。（軽減を受
けるには、土地の上にある住宅が特例適用住宅であることが必要です。）

土地の価格［宅地の場合は２分の１（注1）］ × ３％（税率） － 軽減される額 ＝ 税額

区分 申告 要　　　　　　　件 軽減される額
①　土地を取得した日から３年（注2）以内にその土地の上に特例
　　 適用住宅が新築された場合で、次のいずれかに該当するとき 　 次のア・イのいずれか高い

方の金額を税額から減額　ア　土地の取得者がその土地を特例適用住宅の新築時まで
　　　 引き続き所有しているとき

要

新築
住宅用
土地の
取得

　イ　土地の取得者からその土地を取得した方が特例適用住
　　　 宅を新築したとき

×

住宅の
床面積
の２倍 ×

３％
③　新築未使用特例適用住宅とその敷地を、新築後１年以内
　　 に取得した場合 （税率）

【【軽軽減減措措置置】】
　次の要件を満たす住宅や住宅用土地を取得した場合は、税が軽減されます。

（（11））住住宅宅をを取取得得ししたたとときき
　次の要件に該当する場合、住宅の価格から一定額が控除されます。

土土地地やや建建物物ななどどににかかかかるる税税金金

　土地や建物などにかかる税金には、次のようなものがあります。

※ 消費税及び地方消費税については土地には課税されません。

※ このほか、売買契約書、請負契約書を作成したときは、印紙税（国税）が課税されます。

(住宅の価格 － 控除額） × ３％（税率） ＝ 税額

控除額（一戸につき）

住宅の
新築・増築・

改築

1,200万円

価格が1,200万円未満で
ある場合はその額新築未使用

住宅の購入
を含む。 1,300万円

区分

県県税税豆豆知知識識　　そそのの２２

平成９年４月１日以後 1,200万円

新築時期 控除額
昭和56年７月１日
～昭和60年６月30日

420万円

昭和60年７月１日
～平成元年３月31日

450万円
中古住宅
の取得

　新築された時期に応じ家屋
の価格から次の額が控除さ
れます。

次の①～③のすべての要件に該当すること。
 ※ これらの要件を満たす住宅を「耐震基準適合既存住宅」
　　 といいます。

　②　床面積が50㎡以上240㎡以下であること

ア 昭和57年１月１日以後に新築されたもの

　①　取得した者がその住宅を自己の居住の用に供すること

　③　次のいずれかの要件に該当すること(平成17年４月１日
　　　 以後に取得した場合)

イ 昭和56年12月31日以前に新築されたもので、建築士
　 等が行う耐震診断によって新耐震基準に適合してい
　 ることの証明がされたもの(なお、証明に係る調査が住
　 宅の取得日前２年以内に終了していることが必要で
　 す。)

　 なお、平成26年４月１日以後に取得した中古住宅で、上
記③イの新耐震基準に満たない住宅を、個人が取得後６か
月以内に耐震改修を行い、その証明を受け、かつ自己の居
住の用に供した場合には減額措置があります。

平成元年４月１日
～平成９年３月31日

1,000万円

   また、平成27年４月１日～令和９年３月31日までの間に、
宅地建物取引業者が新築後10年以上経過した中古住宅を
取得し、取得日から２年以内に一定の改修工事を行い、か
つ、個人に譲渡した場合（自己居住用に限る。）にも減額措
置があります。

※昭和56年６月30日以前に新
   築された住宅につきましては、
   管轄の県総合（県税）事務所
   にお問合せください。

（当分の間、課税されない）

事業所税

申告

不
要

要

要件
床面積が50㎡(アパート等の一戸建て以外の貸家賃貸用の
共同住宅については40㎡)以上240㎡以下であること(増築の
場合は増築後の床面積、共同住宅の場合は一区画の床面
積)
 ※ この要件を満たす住宅を「「特特例例適適用用住住宅宅」」といいます。
上記のうち、平成21年６月４日から令和８年３月31日までに
取得した認定長期優良住宅の新築の場合

県　税
不動産取得税 県民税

地方消費税

市町村税

特別土地保有税 固定資産税

区　分

特別土地保有税

市町村民税

（当分の間、課税されない） 都市計画税

国　税

相続税 地価税 所得税

贈与税 （当分の間、課税されない）

消費税

登録免許税

取得したとき 所有しているとき 譲渡したとき
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（（22））住住宅宅用用土土地地をを取取得得ししたたとときき

ア　45,000円

イ

（注3）　一戸あたり200㎡が限度

（（33））そそのの他他のの軽軽減減
　公共事業のために収用された不動産の代わりとなる不動産を取得した場合、一定額が軽減されます。

【【減減免免】】
　次のいずれかの要件に該当する不動産を取得した場合、一定額が減免されます。
 　　（納期限の７日前までに申請が必要です。）

中古
住宅用
土地の
取得

申告取得時期

収用後

⑤　土地の取得者が、その土地を取得した日から１年以内に
　　 その土地の上にある自己居住用の耐震基準適合既存住宅
　　（新築後未使用で１年超過した住宅を含む）を取得した場合

⑥　土地の取得者が、その土地を取得した日前１年以内に
　　 その土地の上にある自己居住用の耐震基準適合既存住宅
　 　（新築後未使用で１年超過した住宅を含む）を取得していた場合

　 なお、新耐震基準に満たない中古住宅を個人が取得後６ヶ月以内
に耐震改修を行い、その証明を受け、かつ、自己の居住の用に供し
た場合における、当該中古住宅の敷地（平成30年４月１日以後に取
得したものに限る。）についても軽減措置があります。
　 また、宅地建物取引業者が中古住宅を取得し、取得日から２年以
内に一定の改修工事を行い、かつ、個人に譲渡した場合（自己居住
用に限る。）における、当該中古住宅の敷地（平成30年４月１日～令
和９年３月31日までの間に取得したものに限る。）についても軽減措
置があります。

要

（注1）　令和９年３月31日までに取得した宅地の場合、土地の価格は２分の１になります。

軽減の内容適用される場合

（注2）　平成16年４月１日から令和８年３月31日までの土地の取得で、新築される特例適用住宅が100戸以上の共同住宅等
　　　　　で土地の取得から３年以内に新築されることが困難な場合には４年となることがあります。

公共の用に
供する

不動産関係

　 公民館の用に供する不動産、又は町会等公共的な
団体が専ら公共の用に供する不動産を取得した場合

　 当該取得に対して課税される不動産取
得税相当額が減免されます。

　 取得した不動産の税額のうち、収用され
た不動産の固定資産課税台帳価格に税率
を乗じて得た額が減額されます。

区分 適用される場合 減免の内容

　 代わりとなる不動産を先に取得し、その後１年以
内に、所有する他の不動産を公共事業のために
収用された場合

収用前

要

被災不動産
関係

　 天災その他の災害により滅失又は損壊した不動産
と同一用途に供する不動産を、災害を受けた日から３
年以内に取得した場合

　 新たに取得した不動産の税額のうち、被
災不動産の固定資産課税台帳価格に税
率を乗じて得た額が減免されます。

　 取得した不動産の価格から、収用された
不動産の固定資産課税台帳価格が控除さ
れます。

　 所有する不動産を公共事業のために収用され、
その後２年以内に代わりとなる不動産を取得した
場合

④　自己居住用の新築未使用特例適用住宅を、土地の取得
　　 日の前後１年以内に取得した場合

（注1） （注3）

②　土地の取得者が、その土地を取得した日前１年以内に
　　 その土地の上に特例適用住宅を新築していた場合 土地1㎡

当たりの
価格

　次の①～⑥のいずれかの要件に該当する場合、土地の税額から一定額が減額されます。（軽減を受
けるには、土地の上にある住宅が特例適用住宅であることが必要です。）

土地の価格［宅地の場合は２分の１（注1）］ × ３％（税率） － 軽減される額 ＝ 税額

区分 申告 要　　　　　　　件 軽減される額
①　土地を取得した日から３年（注2）以内にその土地の上に特例
　　 適用住宅が新築された場合で、次のいずれかに該当するとき 　 次のア・イのいずれか高い

方の金額を税額から減額　ア　土地の取得者がその土地を特例適用住宅の新築時まで
　　　 引き続き所有しているとき

要

新築
住宅用
土地の
取得

　イ　土地の取得者からその土地を取得した方が特例適用住
　　　 宅を新築したとき

×

住宅の
床面積
の２倍 ×

３％
③　新築未使用特例適用住宅とその敷地を、新築後１年以内
　　 に取得した場合 （税率）

【【軽軽減減措措置置】】
　次の要件を満たす住宅や住宅用土地を取得した場合は、税が軽減されます。

（（11））住住宅宅をを取取得得ししたたとときき
　次の要件に該当する場合、住宅の価格から一定額が控除されます。

土土地地やや建建物物ななどどににかかかかるる税税金金

　土地や建物などにかかる税金には、次のようなものがあります。

※ 消費税及び地方消費税については土地には課税されません。

※ このほか、売買契約書、請負契約書を作成したときは、印紙税（国税）が課税されます。

区　分

特別土地保有税

市町村民税

（当分の間、課税されない） 都市計画税

国　税

相続税 地価税 所得税

贈与税 （当分の間、課税されない）

消費税

登録免許税

取得したとき 所有しているとき

（当分の間、課税されない）

事業所税

申告

不
要

要

要件
床面積が50㎡(アパート等の一戸建て以外の貸家賃貸用の
共同住宅については40㎡)以上240㎡以下であること(増築の
場合は増築後の床面積、共同住宅の場合は一区画の床面
積)
 ※ この要件を満たす住宅を「「特特例例適適用用住住宅宅」」といいます。
上記のうち、平成21年６月４日から令和８年３月31日までに
取得した認定長期優良住宅の新築の場合

県　税
不動産取得税 県民税

地方消費税

市町村税

特別土地保有税 固定資産税

譲渡したとき

中古住宅
の取得

　新築された時期に応じ家屋
の価格から次の額が控除さ
れます。

次の①～③のすべての要件に該当すること。
 ※ これらの要件を満たす住宅を「耐震基準適合既存住宅」
　　 といいます。

　②　床面積が50㎡以上240㎡以下であること

ア 昭和57年１月１日以後に新築されたもの

　①　取得した者がその住宅を自己の居住の用に供すること

　③　次のいずれかの要件に該当すること(平成17年４月１日
　　　 以後に取得した場合)

イ 昭和56年12月31日以前に新築されたもので、建築士
　 等が行う耐震診断によって新耐震基準に適合してい
　 ることの証明がされたもの(なお、証明に係る調査が住
　 宅の取得日前２年以内に終了していることが必要で
　 す。)

　 なお、平成26年４月１日以後に取得した中古住宅で、上
記③イの新耐震基準に満たない住宅を、個人が取得後６か
月以内に耐震改修を行い、その証明を受け、かつ自己の居
住の用に供した場合には減額措置があります。

平成元年４月１日
～平成９年３月31日

1,000万円

   また、平成27年４月１日～令和９年３月31日までの間に、
宅地建物取引業者が新築後10年以上経過した中古住宅を
取得し、取得日から２年以内に一定の改修工事を行い、か
つ、個人に譲渡した場合（自己居住用に限る。）にも減額措
置があります。

※昭和56年６月30日以前に新
   築された住宅につきましては、
　管轄の県総合（県税）事務所
　にお問合せください。

県県税税豆豆知知識識　　そそのの２２

平成９年４月１日以後 1,200万円

新築時期 控除額
昭和56年７月１日
～昭和60年６月30日

420万円

昭和60年７月１日
～平成元年３月31日

450万円

控除額（一戸につき）

住宅の
新築・増築・

改築

1,200万円

価格が1,200万円未満で
ある場合はその額新築未使用

住宅の購入
を含む。 1,300万円

区分

(住宅の価格 － 控除額） × ３％（税率） ＝ 税額
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【【納納めめるる人人】】
　製造たばこの製造者、特定販売業者（輸入業者）又は卸売販売業者

【【納納めめるる額額】】

（注）　加熱式たばこの換算本数は、次のイ及びロの本数の合計本数による。

　　　　イ．　その重量（フィルターを除く）0.4ｇを0.5本に換算した本数

　　　　ロ．　その小売定価（消費税抜き）の紙巻たばこ１本あたりの平均価格をもって0.5本に換算した本数

【【申申告告とと納納税税】】
　製造たばこの製造者等が、毎月分をまとめて、翌月末日までに県に申告し、納付します。

【【免免税税】】
　　以下に掲げる売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、税金がかかりません。

　　　１　製造たばこの輸出または輸出目的で行われる輸出業者への売渡し

　　　２　日本と外国間を往来する日本の船舶・飛行機の船用品・機用品とするための売渡し

　　　３　品質の悪変、包装の破損・汚染など、販売に適しないと認められる製造たばこの廃棄

　　　４　課税済の製造たばこの売渡しまたは消費等

558800円円ののたたばばここ１１箱箱（（2200本本入入りり））にに含含ままれれてていいるる税税金金

　県たばこ税は、卸売業者などが小売店にたばこを売渡すときに課税され、みなさんがお買いに
なるたばこの代金に含まれています。

時期 納める額
令和 ３年10月１日～ 1,000本当たり　　1,070円

消費税・地方消費税（５２．７２円）

市町村たばこ税（１３１．０４円）

原材料費など
（２２２．４０円）

県県たたばばここ税税（（２２１１．．４４円円））

国たばこ特別税（１６．４円）

国たばこ税（１３６．０４円）

※消費税率10%での試算

たたばばここをを買買ううなならら県県内内でで買買いいままししょょうう！！

【【申申告告とと納納税税】】
■■申申告告 不動産を取得した日から60日以内に申告します。

■■納納税税 県から送られる納税通知書に定められた期限までに納めます。

【【納納税税のの猶猶予予】】
　次のような場合には、申告により納税が猶予されます。

土地を取得した日から１年以内に、その土地の上にある耐震基準不適合住宅を取得し、住宅取得
から６ヶ月以内に耐震改修工事を行う予定がある場合

１年６ヶ月以内

土地を取得した日前１年の期間内に、その土地の上にある耐震基準不適合住宅を取得しており、住
宅取得から６ヶ月以内に耐震改修工事を行う予定がある場合

６ヶ月以内

ただし、令和５年４月１日以降に取得した不動産について、取得した日から60日以内に不
動産登記の申請をした場合は、申告は不要です。

要　　　　　　　件 猶予期間

土地を取得した日から３年以内に、その土地の上に特例適用住宅が新築される予定がある場合 ３年以内

土地を取得した日から１年以内に、その土地の上にある耐震基準適合既存住宅を取得する予定が
ある場合

１年以内
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【【納納めめるる人人】】
　製造たばこの製造者、特定販売業者（輸入業者）又は卸売販売業者

【【納納めめるる額額】】

（注）　加熱式たばこの換算本数は、次のイ及びロの本数の合計本数による。

　　　　イ．　その重量（フィルターを除く）0.4ｇを0.5本に換算した本数

　　　　ロ．　その小売定価（消費税抜き）の紙巻たばこ１本あたりの平均価格をもって0.5本に換算した本数

【【申申告告とと納納税税】】
　製造たばこの製造者等が、毎月分をまとめて、翌月末日までに県に申告し、納付します。

【【免免税税】】
　　以下に掲げる売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、税金がかかりません。

　　　１　製造たばこの輸出または輸出目的で行われる輸出業者への売渡し

　　　２　日本と外国間を往来する日本の船舶・飛行機の船用品・機用品とするための売渡し

　　　３　品質の悪変、包装の破損・汚染など、販売に適しないと認められる製造たばこの廃棄

　　　４　課税済の製造たばこの売渡しまたは消費等

558800円円ののたたばばここ１１箱箱（（2200本本入入りり））にに含含ままれれてていいるる税税金金

　県たばこ税は、卸売業者などが小売店にたばこを売渡すときに課税され、みなさんがお買いに
なるたばこの代金に含まれています。

時期 納める額
令和 ３年10月１日～ 1,000本当たり　　1,070円

消費税・地方消費税（５２．７２円）

市町村たばこ税（１３１．０４円）

原材料費など
（２２２．４０円）

県たばこ税（２１．４円）

国たばこ特別税（１６．４円）

国たばこ税（１３６．０４円）

※消費税率10%での試算

たたばばここをを買買ううなならら県県内内でで買買いいままししょょうう！！

【【申申告告とと納納税税】】
■■申申告告 不動産を取得した日から60日以内に申告します。

■■納納税税 県から送られる納税通知書に定められた期限までに納めます。

【【納納税税のの猶猶予予】】
　次のような場合には、申告により納税が猶予されます。

土地を取得した日から１年以内に、その土地の上にある耐震基準不適合住宅を取得し、住宅取得
から６ヶ月以内に耐震改修工事を行う予定がある場合

１年６ヶ月以内

土地を取得した日前１年の期間内に、その土地の上にある耐震基準不適合住宅を取得しており、住
宅取得から６ヶ月以内に耐震改修工事を行う予定がある場合

６ヶ月以内

ただし、令和５年４月１日以降に取得した不動産について、取得した日から60日以内に不
動産登記の申請をした場合は、申告は不要です。

要　　　　　　　件 猶予期間

土地を取得した日から３年以内に、その土地の上に特例適用住宅が新築される予定がある場合 ３年以内

土地を取得した日から１年以内に、その土地の上にある耐震基準適合既存住宅を取得する予定が
ある場合

１年以内

県たばこ税

580円のたばこ１箱（20本入り）に含まれている税金

消費税・地方消費税（５２．７２円）

市町村たばこ税（１３１．０４円）

原材料費など
（２２２．４０円）

県たばこ税（２１．４円）

国たばこ特別税（１６．４円）

国たばこ税（１３６．０４円）

※消費税率10%での試算
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　ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用に対して課税されます。

【【納納めめるる人人】】
　ゴルフ場を利用した人（ゴルフ場の経営者を通じて納めます。）

【【納納めめるる額額】】
　ゴルフ場の利用者は、次の表に応じた額を納めます。

【【非非課課税税】】

(1) 年齢18歳未満の方
(2) 年齢70歳以上の方
(3) 障がい者の方
(4) 国民スポーツ大会のゴルフ競技又はその公式練習に参加する選手

（国民スポーツ大会及びその予選会又はそれらの公式練習としてゴルフを行う場合に限ります。）
(5) 学生又は学生等を引率する教員

（保健体育科目の実技又は公認の課外活動の場合に限ります。）
(6) 国際競技大会のゴルフ競技又はその公式練習に参加する選手

（国際競技大会又はその公式練習としてゴルフを行う場合に限ります。）

【【軽軽減減税税率率】】

【【申申告告とと納納税税】】
　ゴルフ場の経営者が毎月分を翌月15日までに申告し、納入します。

【【市市町町へへのの交交付付】】
　県に納められたゴルフ場利用税の70％は、ゴルフ場の所在する県内の市町に交付されます。

４級 　１人１日につき

550円

　 年齢65歳以上70歳未満の方については、利用料金が通常の利用料金と比較して20%以上軽減され
ているゴルフ場でプレーする場合に限り、税額が２分の１となります。

　 そのほか、早朝や薄暮における利用で、その利用料金が50%以上軽減されている場合にも、税額が２
分の１となります。

900円
850円

　 ただし、利用者の運転免許証、障がい者手帳、学生証（学校長の証明書）等を提出・提示する等の手
続が必要です。

６級 　１人１日につき 800円
７級 　１人１日につき 700円

　 次の方がゴルフ場を利用する場合には、非課税となります。

８級

　税率は、ゴルフ場のホール数や利用料金などを基準として県が定めたゴルフ場ごとの等級で決められ
ています。

等　級 税　　率
１級 　１人１日につき 1,150円
２級 　１人１日につき 1,050円
３級 　１人１日につき 1,000円

　１人１日につき

５級 　１人１日につき

　１人１日につき
650円

９級

ゴゴルルフフををすするる際際はは、、県県内内ののゴゴルルフフ場場をを利利用用ししままししょょうう！！

　軽油引取税は、バス・トラックなどの燃料である軽油の引取り（購入）に対して課税されます。

【【納納めめるる人人】】

軽油 代金（軽油引取税を含む）

※ 元売業者とは････軽油の製造、輸入又は販売を業とする者で、総務大臣の指定を受けた者

 都道府県知事の指定を受けた者

【【納納めめるる額額】】
　１キロリットルにつき････32,100円　（１リットルにつき32円10銭）

【【免免税税】】（（令令和和99年年33月月3311日日ままでで））

(1) 船舶・鉄道・軌道用車両の動力源の用途（注）

(2) 農業・林業用機械の動力源の用途

　詳しい手続については、管轄の県総合（県税）事務所へお問合せください。

(3) セメント製品製造業・生コンクリート製造業・鉱物の掘採事業・倉庫業・廃棄物処理事業・木材加工業
　　・木材市場業など一定の用途

　 ただし、軽油の代金に税金が含まれていますので、最終的には軽油の消費者が負担することになりま
す。

⑤免税証
の提出

⑥免税軽油
の引取

特約業者とは････元売業者から継続的に軽油の供給を受けて販売することを業とする者で、

小　売　業　者

免税軽油使用者

①免税軽油使用者証の交付申請

金沢県税事務所
又は

中能登総合事務所

②免税軽油使用者証の交付

免税軽油使用者証
の交付を受けた者

(注)免税証を他人に譲渡
することはできません。

③免税証の交付申請

④免税証の交付

⑦免税軽油使用報告書の提出

消　費　者
（スタンドなど）

軽油

　次の用途に軽油を使用する場合で、免税の手続を行い、承認を受けたときに限り税金がかかりません。

　 元売業者・特約業者から現実の納入を伴う軽油の引取り（購入）を行った方が、元売業者・特約業者を
通じて納めます。

元売業者・特約業者
申告・納税

石　川　県

代金（軽油引取税を含む）

軽油引取税の流れ

免税軽油の流れ

（注）令和７年４月１日以降、マリンレジャー等に使用されるレクリエーション（業として行うものを
       除く。）用の船舶については、免税対象から除外されます。

軽油の販売業者

ゴルフ場利用税
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　ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用に対して課税されます。

【【納納めめるる人人】】
　ゴルフ場を利用した人（ゴルフ場の経営者を通じて納めます。）

【【納納めめるる額額】】
　ゴルフ場の利用者は、次の表に応じた額を納めます。

【【非非課課税税】】

(1) 年齢18歳未満の方
(2) 年齢70歳以上の方
(3) 障がい者の方
(4) 国民スポーツ大会のゴルフ競技又はその公式練習に参加する選手

（国民スポーツ大会及びその予選会又はそれらの公式練習としてゴルフを行う場合に限ります。）
(5) 学生又は学生等を引率する教員

（保健体育科目の実技又は公認の課外活動の場合に限ります。）
(6) 国際競技大会のゴルフ競技又はその公式練習に参加する選手

（国際競技大会又はその公式練習としてゴルフを行う場合に限ります。）

【【軽軽減減税税率率】】

【【申申告告とと納納税税】】
　ゴルフ場の経営者が毎月分を翌月15日までに申告し、納入します。

【【市市町町へへのの交交付付】】
　県に納められたゴルフ場利用税の70％は、ゴルフ場の所在する県内の市町に交付されます。

４級 　１人１日につき

550円

　 年齢65歳以上70歳未満の方については、利用料金が通常の利用料金と比較して20%以上軽減され
ているゴルフ場でプレーする場合に限り、税額が２分の１となります。

　 そのほか、早朝や薄暮における利用で、その利用料金が50%以上軽減されている場合にも、税額が２
分の１となります。

900円
850円

　 ただし、利用者の運転免許証、障がい者手帳、学生証（学校長の証明書）等を提出・提示する等の手
続が必要です。

６級 　１人１日につき 800円
７級 　１人１日につき 700円

　 次の方がゴルフ場を利用する場合には、非課税となります。

８級

　税率は、ゴルフ場のホール数や利用料金などを基準として県が定めたゴルフ場ごとの等級で決められ
ています。

等　級 税　　率
１級 　１人１日につき 1,150円
２級 　１人１日につき 1,050円
３級 　１人１日につき 1,000円

　１人１日につき

５級 　１人１日につき

　１人１日につき
650円

９級

ゴゴルルフフををすするる際際はは、、県県内内ののゴゴルルフフ場場をを利利用用ししままししょょうう！！

　軽油引取税は、バス・トラックなどの燃料である軽油の引取り（購入）に対して課税されます。

【【納納めめるる人人】】

軽油 代金（軽油引取税を含む）

※ 元売業者とは････軽油の製造、輸入又は販売を業とする者で、総務大臣の指定を受けた者

 都道府県知事の指定を受けた者

【【納納めめるる額額】】
　１キロリットルにつき････32,100円　（１リットルにつき32円10銭）

【【免免税税】】（（令令和和９９年年３３月月3311日日ままでで））

(1) 船舶・鉄道・軌道用車両の動力源の用途（注）

(2) 農業・林業用機械の動力源の用途

免税軽油の流れ

（注）令和７年４月１日以降、マリンレジャー等に使用されるレクリエーション（業として行うものを
       除く。）用の船舶については、免税対象から除外されます。

軽油の販売業者

（スタンドなど）
軽油

　次の用途に軽油を使用する場合で、免税の手続を行い、承認を受けたときに限り税金がかかりません。

　 元売業者・特約業者から現実の納入を伴う軽油の引取り（購入）を行った方が、元売業者・特約業者を
通じて納めます。

元売業者・特約業者
申告・納税

石　川　県

代金（軽油引取税を含む）

軽油引取税の流れ

　詳しい手続については、管轄の県総合（県税）事務所へお問合せください。

(3) セメント製品製造業・生コンクリート製造業・鉱物の掘採事業・倉庫業・廃棄物処理事業・木材加工業
　　・木材市場業など一定の用途

　 ただし、軽油の代金に税金が含まれていますので、最終的には軽油の消費者が負担することになりま
す。

⑤免税証
の提出

⑥免税軽油
の引取

特約業者とは････元売業者から継続的に軽油の供給を受けて販売することを業とする者で、

小　売　業　者

免税軽油使用者

①免税軽油使用者証の交付申請

金沢県税事務所
又は

中能登総合事務所

②免税軽油使用者証の交付

免税軽油使用者証
の交付を受けた者

(注)免税証を他人に譲渡
することはできません。

③免税証の交付申請

④免税証の交付

⑦免税軽油使用報告書の提出

消　費　者

軽油引取税
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【【申申告告とと納納税税】】
　 元売業者・特約業者が、毎月分を翌月末日までに県へ申告納入します。

【【徴徴収収のの猶猶予予】】

【【不不正正軽軽油油ななどどにに対対すするる罰罰則則】】

フフリリーーダダイイヤヤルル (県庁税務課内）

※土日を除く平日の午前８時３０分から午後５時４５分まで受け付けています。

ＥＥメメーールルアアドドレレスス　　 keiyu110@pref.ishikawa.lg.jp

不正軽油とは？

◎

◎

◎

◎

不正軽油の製造に要する資金・土地・建物・機械・原
材料・薬品等の提供又は運搬に関する罪

拘禁７年以下
700万円以下の罰金

（法人の場合、２億円以下の罰金）

　通常の価格より安い軽油は、不正軽油の可能性がありますので、購入には十分注意してくださ
い。

００１１２２００--７７９９７７６６２２３３

（法人の場合、３億円以下の罰金）

脱税に関する罪 拘禁10年以下 1,000万円以下の罰金

犯罪の種類 罰則

　軽油に重油等を混ぜた燃料（混和軽油）を販売又は消費した場合や、軽油以外の重油・灯油な
どをディーゼル車等の燃料として販売又は消費した場合は、軽油引取税が課税されます。

　不正軽油をディーゼル車の燃料として使用すると、排気ガス中のＰＭ（粒子状物質）やＮＯｘ（窒
素酸化物）を増加させ、大気汚染の原因となります。

　不正軽油を使用すると、エンジンの本来の性能が発揮できなくなるなど、不具合や損傷の原因と
なることがあります。

不正軽油の運搬、保管、取得又は処分の媒介もしくは
あっせんに関する罪

拘禁３年以下
300万円以下の罰金

（法人の場合、１億円以下の罰金）

　　  石石川川県県でではは、、悪悪質質なな脱脱税税行行為為ででああるるののみみななららずず、、環環境境ににもも重重大大なな影影響響をを与与ええるる不不正正軽軽油油
をを撲撲滅滅すするるたためめ「「不不正正軽軽油油111100番番」」をを設設置置ししてておおりりまますす。。
　　  不不正正軽軽油油にに関関すするる情情報報ががあありりままししたたらら、、下下記記ままででおお寄寄せせくくだだささいい。。

　軽油に灯油や重油を混ぜる「混和軽油」や重油や灯油を原料に製造する「密造軽油」等があり、
これらを販売・消費することは、脱税を目的とした違法行為となります。

　 軽油引取税を含む軽油の代金が、売掛けになったことにより納期限までに納税できないと認められる税額に
ついては、申請により２か月以内の期間に限って徴収が猶予されます。

製造の承認を受ける義務に関する罪 拘禁10年以下
1,000万円以下の罰金

  自自動動車車税税環環境境性性能能割割

【【納納めめるる人人】】

【【納納めめるる額額】】

※1 「自動車」とは、「車両本体」に「自動車に付加して一体となっている物」（付加物）を含めた状態のものを言います。

【【燃燃費費性性能能等等別別のの税税率率】】
バスの税率については、税務課自動車税グループ（076-225-1273）へお問い合わせ下さい。

10

※2  Ｒ2燃費基準については、WLTCﾓｰﾄﾞ燃費値を算定していない場合に限り適用されます。

適用期間（取得の時期）：令和７年４月１日～令和８年３月31日

天然ガス
自動車

H30排出ガス基準適合又は
H21排出ガス基準10％低減
（車両が3.5ｔ超12ｔ以下の場合は、H22排出ガス基準10％低
減）

　電気自動車、燃料電池車

プラグインハイブリッド車

非課税

1.0%

2.0%

3.0%

＝
自動車税

環境性能割

自動車の構造、燃費性能等

自動車の通常の取得価額※1 ×

乗
用
車

（
ハ
イ
ブ
リ

ッ
ド
車
含
む

）

（
乗
車
定
員

デ
ィ
ー
ゼ
ル
自
動
車

　上記以外

か
つ
Ｒ
２
燃
費
基
準
達
成

人
以
下

）

石
油
ガ
ス

（
L
P
G

）
自
動
車

ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
・

　上記以外

（Ｒ2燃費基準※2　109％達成）

かつＲ12燃費基準75％達成 
（Ｒ2燃費基準※2　116％達成）

かつＲ12燃費基準80％達成 
（Ｒ2燃費基準※2　123％達成）

かつＲ12燃費基準85％達成 
（Ｒ2燃費基準※2　130％達成）

かつＲ12燃費基準90％達成 
（Ｒ2燃費基準※2　138％達成）

かつＲ12燃費基準95％達成 

かつＲ12燃費基準70％達成 

税　　　　率

か
つ
Ｒ
２
燃
費
基
準
達
成

1.0%

2.0%

3.0%

0.5%

1.0%
1.0%

2.0%
2.0%

　令和元年10月１日から「自動車取得税」が廃止され、「自動車税環境性能割」が導入されました。
　また、「自動車税」は「自動車税種別割」と名称が変更されました。

　 自動車税環境性能割は、自動車のエネルギー消費効率の基準エネルギー消費効率に対する達
成の程度、その他の環境への負荷の低減に資する程度に応じ、自動車に対して課税されます。
　 自動車がもたらすＣＯ２排出や道路の損傷等に対して、様々な行政サービスの受益を受けること
から負担を求めるものです。

　 なお、軽自動車に課税される軽自動車税環境性能割については市町村税ですが、地方税法附
則の規定により、当分の間は、軽自動車の主たる定置場所在の県が賦課徴収を行います。

 　県内に主たる定置場のある自動車（特殊自動車・二輪車を除きます。）を取得した人（割賦購入の自
動車については、買主）

【燃費性能等別の税率】に掲げる税率

無償で自動車をもらった場合や、親類から自動車を安くもらった場合など、通常の取引価額に比べ低価額で取得したと
きにも、通常の取引価額が取得価額となります。

非課税

非課税

自家用 営業用

非課税

非課税

非課税

非課税

登録車 軽自動車
自家用 営業用

非課税

非課税

（Ｒ2燃費基準※2　138％達成）

かつＲ12燃費基準95％達成 

0.5%

1.0%

2.0%

非課税

0.5%

1.0%

2.0%

H30排出ガス基準
50％低減又は
H17排出ガス基準
75％低減　「★★★
★」

H30排出ガス基準
適合又は
H21排出ガス基準
適合

（Ｒ2燃費基準※2　102％達成）

かつＲ12燃費基準70％達成 
（Ｒ2燃費基準※2　109％達成）

かつＲ12燃費基準75％達成 
（Ｒ2燃費基準※2　116％達成）

かつＲ12燃費基準80％達成 
（Ｒ2燃費基準※2　123％達成）

かつＲ12燃費基準85％達成 
（Ｒ2燃費基準※2　130％達成）

かつＲ12燃費基準90％達成 

（Ｒ2燃費基準※2　102％達成）

な く な ろーふせい
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【【申申告告とと納納税税】】
　 元売業者・特約業者が、毎月分を翌月末日までに県へ申告納入します。

【【徴徴収収のの猶猶予予】】

【【不不正正軽軽油油ななどどにに対対すするる罰罰則則】】

フフリリーーダダイイヤヤルル (県庁税務課内）

※土日を除く平日の午前８時３０分から午後５時４５分まで受け付けています。

ＥＥメメーールルアアドドレレスス　　 keiyu110@pref.ishikawa.lg.jp

不正軽油とは？

◎

◎

◎

◎

不正軽油の製造に要する資金・土地・建物・機械・原
材料・薬品等の提供又は運搬に関する罪

拘禁７年以下
700万円以下の罰金

（法人の場合、２億円以下の罰金）

　通常の価格より安い軽油は、不正軽油の可能性がありますので、購入には十分注意してくださ
い。

００１１２２００--７７９９７７６６２２３３

（法人の場合、３億円以下の罰金）

脱税に関する罪 拘禁10年以下 1,000万円以下の罰金

犯罪の種類 罰則

　軽油に重油等を混ぜた燃料（混和軽油）を販売又は消費した場合や、軽油以外の重油・灯油な
どをディーゼル車等の燃料として販売又は消費した場合は、軽油引取税が課税されます。

　不正軽油をディーゼル車の燃料として使用すると、排気ガス中のＰＭ（粒子状物質）やＮＯｘ（窒
素酸化物）を増加させ、大気汚染の原因となります。

　不正軽油を使用すると、エンジンの本来の性能が発揮できなくなるなど、不具合や損傷の原因と
なることがあります。

不正軽油の運搬、保管、取得又は処分の媒介もしくは
あっせんに関する罪

拘禁３年以下
300万円以下の罰金

（法人の場合、１億円以下の罰金）

　　  石石川川県県でではは、、悪悪質質なな脱脱税税行行為為ででああるるののみみななららずず、、環環境境ににもも重重大大なな影影響響をを与与ええるる不不正正軽軽油油
をを撲撲滅滅すするるたためめ「「不不正正軽軽油油111100番番」」をを設設置置ししてておおりりまますす。。
　　  不不正正軽軽油油にに関関すするる情情報報ががあありりままししたたらら、、下下記記ままででおお寄寄せせくくだだささいい。。

　軽油に灯油や重油を混ぜる「混和軽油」や重油や灯油を原料に製造する「密造軽油」等があり、
これらを販売・消費することは、脱税を目的とした違法行為となります。

　 軽油引取税を含む軽油の代金が、売掛けになったことにより納期限までに納税できないと認められる税額に
ついては、申請により２か月以内の期間に限って徴収が猶予されます。

製造の承認を受ける義務に関する罪 拘禁10年以下
1,000万円以下の罰金

  自自動動車車税税環環境境性性能能割割

【【納納めめるる人人】】

【【納納めめるる額額】】

※1 「自動車」とは、「車両本体」に「自動車に付加して一体となっている物」（付加物）を含めた状態のものを言います。

【【燃燃費費性性能能等等別別のの税税率率】】
バスの税率については、税務課自動車税グループ（076-225-1273）へお問い合わせ下さい。

10

※2  Ｒ2燃費基準については、WLTCﾓｰﾄﾞ燃費値を算定していない場合に限り適用されます。

適用期間（取得の時期）：令和７年４月１日～令和８年３月31日

天然ガス
自動車

H30排出ガス基準適合又は
H21排出ガス基準10％低減
（車両が3.5ｔ超12ｔ以下の場合は、H22排出ガス基準10％低
減）

　電気自動車、燃料電池車

プラグインハイブリッド車

非課税

1.0%

2.0%

3.0%

＝
自動車税

環境性能割

自動車の構造、燃費性能等

自動車の通常の取得価額※1 ×

（Ｒ2燃費基準※2　109％達成）

かつＲ12燃費基準75％達成 
（Ｒ2燃費基準※2　116％達成）

かつＲ12燃費基準80％達成 
（Ｒ2燃費基準※2　123％達成）

かつＲ12燃費基準85％達成 
（Ｒ2燃費基準※2　130％達成）

かつＲ12燃費基準90％達成 
（Ｒ2燃費基準※2　138％達成）

かつＲ12燃費基準95％達成 

かつＲ12燃費基準70％達成 
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税　　　　率
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成

1.0%

2.0%

3.0%

0.5%

1.0%
1.0%

2.0%
2.0%

　令和元年10月１日から「自動車取得税」が廃止され、「自動車税環境性能割」が導入されました。
　また、「自動車税」は「自動車税種別割」と名称が変更されました。

　 自動車税環境性能割は、自動車のエネルギー消費効率の基準エネルギー消費効率に対する達
成の程度、その他の環境への負荷の低減に資する程度に応じ、自動車に対して課税されます。
　 自動車がもたらすＣＯ２排出や道路の損傷等に対して、様々な行政サービスの受益を受けること
から負担を求めるものです。

　 なお、軽自動車に課税される軽自動車税環境性能割については市町村税ですが、地方税法附
則の規定により、当分の間は、軽自動車の主たる定置場所在の県が賦課徴収を行います。

 　県内に主たる定置場のある自動車（特殊自動車・二輪車を除きます。）を取得した人（割賦購入の自
動車については、買主）

【燃費性能等別の税率】に掲げる税率

無償で自動車をもらった場合や、親類から自動車を安くもらった場合など、通常の取引価額に比べ低価額で取得したと
きにも、通常の取引価額が取得価額となります。

非課税

非課税

自家用 営業用

非課税

非課税

非課税

非課税

登録車 軽自動車
自家用 営業用

非課税

非課税

（Ｒ2燃費基準※2　138％達成）

かつＲ12燃費基準95％達成 

0.5%

1.0%

2.0%

非課税

0.5%

1.0%

2.0%

H30排出ガス基準
50％低減又は
H17排出ガス基準
75％低減
「★★★★」

H30排出ガス基準
適合又は
H21排出ガス基準
適合

（Ｒ2燃費基準※2　102％達成）

かつＲ12燃費基準70％達成 
（Ｒ2燃費基準※2　109％達成）

かつＲ12燃費基準75％達成 
（Ｒ2燃費基準※2　116％達成）

かつＲ12燃費基準80％達成 
（Ｒ2燃費基準※2　123％達成）

かつＲ12燃費基準85％達成 
（Ｒ2燃費基準※2　130％達成）

かつＲ12燃費基準90％達成 

（Ｒ2燃費基準※2　102％達成）

自動車税環境性能割自動車税環境性能割

自動車税

― 38 ―



※3　 H22燃費基準については、JC08モード燃費値を算定していない場合に限り適用されます。

●バスの税率については、税務課自動車税グループ（076-225-1273）へお問い合わせ下さい。
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〃
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ｔ
超

車
両
総
重
量
２
・
５
ｔ
以
下 3.0%

自動車の構造、燃費性能等

　上記以外 2.0%

1.0%

0.5%

0.5%

非課税

0.5%

非課税

1.0%

0.5%

非課税

2.0%

自
動
車

デ
ィ
ー
ゼ
ル

　上記以外

2.0%

1.0%

非課税

3.0%

2.0%

1.0%

自家用営業用自家用

2.0%

2.0%

1.0%

2.0%

1.0%

1.0%

非課税

2.0%

1.0%

0.5%

税　　　　率
軽自動車登録車

営業用

非課税非課税非課税

かつＲ４燃費基準95％達成

かつＲ４燃費基準達成

かつＲ４燃費基準105％達成

かつＲ４燃費基準95％達成

かつＲ４燃費基準達成

かつＲ４燃費基準105％達成

かつＲ４燃費基準95%達成

2.0%

1.0%

0.5%

非課税

0.5%

非課税

1.0%

ガ
ソ
リ
ン
自
動
車

デ
ィ
ー
ゼ
ル
自
動
車

H30排出ガス基準
50％低減又は
H17排出ガス基準
75％低減
　「★★★★」

H21排出ガス規制
適合

H30排出ガス規制
適合又は
H21排出ガス基準
10％及びPM10％
低減

H30排出ガス基準
25％低減又は
H17排出ガス基準
50％低減
　「★★★」

H30排出ガス基準
50％低減又は
H17排出ガス基準
75％低減
　「★★★★」

H28排出ガス規制
適合又は
H21排出ガス基準
10％及びPM10％
低減

かつR４燃費基準105％達成

かつＲ４燃費基準達成

（H27燃費基準＋5％達成）

かつＲ７燃費基準95％達成

（H27燃費基準＋10％達成）

かつＲ７燃費基準達成

（H27燃費基準＋15％達成）

かつＲ７燃費基準＋5％達成

かつＲ４燃費基準95％達成

かつＲ４燃費基準達成

（H22燃費基準※3＋47％達成）

かつR４燃費基準95％達成

（H22燃費基準※3＋55％達成）

かつR４燃費基準達成

（H22燃費基準※3＋63％達成）

【【自自動動車車税税環環境境性性能能割割のの特特例例措措置置】】

適用期間（取得の時期）：令和７年４月１日～令和９年３月31日

～

●　提出される申告書又は修正申告書に上記特例措置を受ける旨の記載がある場合に限り適用します。

●　バス等は専ら人の運送に供する自動車で、乗車定員が10人以上であるもの（立席のないもの）に限ります。

【【免免税税・・非非課課税税】】
　次の場合には税金がかかりません。

(1) 取得価額が50万円以下の場合
(2) 相続（被相続人から相続人に対してされた遺贈を含む。）に基づく取得の場合

(4) 法人の合併や分割による取得の場合
(5) 月賦完済などにより、所有権が売主から買主に移転した場合

【【減減免免】】

【【申申告告とと納納税税】】
　運輸支局で自動車の登録を受ける際に申告し、同時に県の証紙を貼って納めます。

（石川県では、証紙に代えて証紙代金収納計器により税額の表示を受けて納めます。）

【【市市町町へへのの交交付付】】
　 県に納められた自動車税環境性能割の40.85％は、市町道の延長と面積に応じて県内の市
町に交付されます。

・身体障がい者等の利用に供するため又は専ら身体障がい者等が運転するために特別の仕
様により製造され、又は構造変更が加えられた自動車の場合
・天災や火災などの災害によって自動車が損壊したため、被災自動車を抹消し、代わりに取
得する自動車の場合

●　提出される申告書又は修正申告書に上記特例措置を受ける旨の記載がある場合に限り適用します。

１１　　ババリリアアフフリリーー対対応応ババスス・・タタククシシーーのの初初回回新新規規登登録録をを受受けけるるももののにに対対すするる特特例例措措置置

リフト付きバス（乗車定員30人未満）

取得期間

２２　　先先進進安安全全自自動動車車((AASSVV))のの初初回回新新規規登登録録をを受受けけるるももののにに対対すするる特特例例措措置置

取得価額から▲　 200万円

取得価額から▲　 100万円

軽減の内容

取得価額から▲1,000万円ノンステップバス

リフト付きバス
（乗車定員30人以上）

取得価額から▲　 800万円

取得価額から▲　 650万円

搭搭載載ししてていいるる装装置置

・・歩歩行行者者検検知知機機能能付付きき
衝衝突突被被害害軽軽減減制制御御装装置置

（（１１装装置置搭搭載載））

要件なし

3.5t超
令和９年３月31日

令和５年４月１日

車両総重量

空港アクセスバス

その他

 　身体障がい者等（身体障がい者・戦傷病者・知的障がい者・精神障がい者）の方が取得する
自動車に係る減免制度があります。（等級などの要件あり）

　 減免の対象となる自動車を取得した場合、申告（登録）の際に申請手続きが必要です。

　 この他にも、次の場合の減免制度があります。ただし、減免の可否や程度には要件があります。

路線バス・
一般貸切バス等

対象（新車に限る）

ユニバーサルデザインタクシー

対象（新車に限る）

バス等

トラック
（トレーラーを除く）

取得価額から
    ▲175万円

軽減の内容

(3) 自動車販売業者などから取得した自動車で、その性能が良好でないなどの理由で
     取得の日から１か月以内に返還した場合
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※3　 H22燃費基準については、JC08モード燃費値を算定していない場合に限り適用されます。

●バスの税率については、税務課自動車税グループ（076-225-1273）へお問い合わせ下さい。
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非課税

2.0%
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0.5%

税　　　　率
軽自動車登録車

営業用

非課税非課税非課税

かつＲ４燃費基準95％達成

かつＲ４燃費基準達成

かつＲ４燃費基準105％達成

かつＲ４燃費基準95％達成

かつＲ４燃費基準達成

かつＲ４燃費基準105％達成

かつＲ４燃費基準95%達成

2.0%

1.0%

0.5%

非課税

0.5%

非課税

1.0%
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リ
ン
自
動
車

デ
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ー
ゼ
ル
自
動
車

H30排出ガス基準
50％低減又は
H17排出ガス基準
75％低減
　「★★★★」

H21排出ガス規制
適合

H30排出ガス規制
適合又は
H21排出ガス基準
10％及びPM10％
低減

H30排出ガス基準
25％低減又は
H17排出ガス基準
50％低減
　「★★★」

H30排出ガス基準
50％低減又は
H17排出ガス基準
75％低減
　「★★★★」

H28排出ガス規制
適合又は
H21排出ガス基準
10％及びPM10％
低減

かつR４燃費基準105％達成

かつＲ４燃費基準達成

（H27燃費基準＋5％達成）

かつＲ７燃費基準95％達成

（H27燃費基準＋10％達成）

かつＲ７燃費基準達成

（H27燃費基準＋15％達成）

かつＲ７燃費基準＋5％達成

かつＲ４燃費基準95％達成

かつＲ４燃費基準達成

（H22燃費基準※3＋47％達成）

かつR４燃費基準95％達成

（H22燃費基準※3＋55％達成）

かつR４燃費基準達成

（H22燃費基準※3＋63％達成）

【【自自動動車車税税環環境境性性能能割割のの特特例例措措置置】】

適用期間（取得の時期）：令和７年４月１日～令和９年３月31日

～

●　提出される申告書又は修正申告書に上記特例措置を受ける旨の記載がある場合に限り適用します。

●　バス等は専ら人の運送に供する自動車で、乗車定員が10人以上であるもの（立席のないもの）に限ります。

【【免免税税・・非非課課税税】】
　次の場合には税金がかかりません。

(1) 取得価額が50万円以下の場合
(2) 相続（被相続人から相続人に対してされた遺贈を含む。）に基づく取得の場合

(4) 法人の合併や分割による取得の場合
(5) 月賦完済などにより、所有権が売主から買主に移転した場合

【【減減免免】】

【【申申告告とと納納税税】】
　運輸支局で自動車の登録を受ける際に申告し、同時に県の証紙を貼って納めます。

（石川県では、証紙に代えて証紙代金収納計器により税額の表示を受けて納めます。）

【【市市町町へへのの交交付付】】
　 県に納められた自動車税環境性能割の40.85％は、市町道の延長と面積に応じて県内の市
町に交付されます。

・身体障がい者等の利用に供するため又は専ら身体障がい者等が運転するために特別の仕
様により製造され、又は構造変更が加えられた自動車の場合
・天災や火災などの災害によって自動車が損壊したため、被災自動車を抹消し、代わりに取
得する自動車の場合

●　提出される申告書又は修正申告書に上記特例措置を受ける旨の記載がある場合に限り適用します。

１１　　ババリリアアフフリリーー対対応応ババスス・・タタククシシーーのの初初回回新新規規登登録録をを受受けけるるももののにに対対すするる特特例例措措置置

リフト付きバス（乗車定員30人未満）

取得期間

２２　　先先進進安安全全自自動動車車((AASSVV))のの初初回回新新規規登登録録をを受受けけるるももののにに対対すするる特特例例措措置置

取得価額から▲　 200万円

取得価額から▲　 100万円

軽減の内容

取得価額から▲1,000万円ノンステップバス

リフト付きバス
（乗車定員30人以上）

取得価額から▲　 800万円

取得価額から▲　 650万円

搭搭載載ししてていいるる装装置置

・・歩歩行行者者検検知知機機能能付付きき
衝衝突突被被害害軽軽減減制制御御装装置置

（（１１装装置置搭搭載載））

要件なし

3.5t超
令和９年３月31日

令和５年４月１日

車両総重量

空港アクセスバス

その他

 　身体障がい者等（身体障がい者・戦傷病者・知的障がい者・精神障がい者）の方が取得する
自動車に係る減免制度があります。（等級などの要件あり）

　 減免の対象となる自動車を取得した場合、申告（登録）の際に申請手続きが必要です。

　 この他にも、次の場合の減免制度があります。ただし、減免の可否や程度には要件があります。

路線バス・
一般貸切バス等

対象（新車に限る）

ユニバーサルデザインタクシー

対象（新車に限る）

バス等

トラック
（トレーラーを除く）

取得価額から
    ▲175万円

軽減の内容

(3) 自動車販売業者などから取得した自動車で、その性能が良好でないなどの理由で
     取得の日から１か月以内に返還した場合
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  自自動動車車税税種種別別割割

【【納納めめるる人人】】

【【納納めめるる額額】】

① ４月１日以後に抹消登録をした場合は、４月から抹消登録をした月までの分
② 新規登録をした場合は、新規登録した月の翌月から３月までの分

　自動車検査証（車検証）の記載内容に変更があった場合は、お近くの運輸支局で各変更手続きが必要です。

　引越し等でご住所や姓名が変わった場合　→　変更登録　　所有者が変わった場合　→　移転登録

手続きを行わないと・・・

　〇　リコール案内、税金や保険のお知らせが届きません。

　〇　盗難や事故のときに所有者や使用者の確認が遅れます。　

　25,000円

　30,500円

総排気量が　　1ℓ以下のもの

総排気量が　　1ℓを超え1.5ℓ以下のもの

　29,500円

　51,000円

　58,000円

　50,000円

総排気量が　1.5ℓを超え 2 ℓ以下のもの 　36,000円

　43,500円

　34,500円

　39,500円

　45,000円

◇◇住住所所やや名名義義がが変変わわっったたらら自自動動車車検検査査証証のの変変更更手手続続ききををおお願願いいししまますす◇◇

詳しくはお近くの運輸支局にお問い合わせください。

※１：電気自動車（燃料電池自動車含む）は、総排気量１ℓ以下の区分の税率が適用されます（プラグインハイブリッド車
　　　は適用対象外）。

※３：令和元年９月以前に海外で使用歴のある自家用乗用車は、初度登録年月を令和元年９月以前とみなし税率が適
　　　用されます。

※２：ロータリー・エンジンを搭載する自動車については、当該自動車のロータリー・エンジンの総容積（単室容積にロー
　　　ター数を乗じて得た容積をいう。）に1.5を乗じて得た容積を当該自動車の総排気量とみなします。

　 なお、自動車税種別割は４月１日(賦課期日)現在の所有者に課税されますが、年度の途中で抹消登
録・新規登録などをした場合には、次のとおりの月割りの税額になります。

　 また、年度の途中で自動車の構造等変更により適用すべき種別割の税額に変更があった場合は、当該年度に
ついては、４月１日（賦課期日）現在の税額となります。

　 自動車税種別割は、自動車の種別、用途、総排気量、最大積載量、乗車定員その他の諸元
の区分に応じ、自動車に対して課税されます。自動車という財産にかかる財産税の一種ですが、
自動車を運行することにより道路を損傷させるので、その維持費を負担してもらうという性格も
持っています。

　 県内に主たる定置場のある自動車（軽自動車・二輪の小型自動車・小型特殊自動車・大型特殊自動
車を除きます。）を所有している人（割賦購入の自動車については、買主）

　　9,500円

乗
用
車

（
乗
車
定
員
１
０
人
以
下

）

　　7,500円

令和元年10月以降

初度登録年月
令和元年９月まで

区　分※１・２ 営業用

　13,800円総排気量が　　2ℓを超え2.5ℓ以下のもの

総排気量が　2.5ℓを超え　3ℓ以下のもの

　87,000円

110,000円

自家用※３

　主なものは次のとおりです。自家用乗用車については、自動車検査証に記載の「初度登録年月」によ
り税額が異なります。トラック・バス・特種用途車については、税務課自動車税グループ（電話076-255-
1273）へお問い合わせください。

総排気量が　　4ℓを超え4.5ℓ以下のもの

総排気量が　4.5ℓを超え　6ℓ以下のもの

総排気量が　　6ℓを超えるもの

　66,500円

　76,500円

　88,000円

111,000円

　　8,500円

　65,500円

総排気量が　　3ℓを超え3.5ℓ以下のもの

総排気量が　3.5ℓを超え　4ℓ以下のもの

　23,600円　75,500円

　15,700円

　17,900円

　20,500円

　57,000円

　40,700円

　27,200円

【【自自動動車車税税種種別別割割ののググリリーーンン化化特特例例】】

　平成14年度から次の年限を超えている自動車について、特例措置が講じられています。

（平成14年度から平成26年度までは概ね10％重課）

◎◎令令和和７７年年度度以以降降にに重重課課対対象象ととななるる自自動動車車
 ガソリン車、ＬＰＧ車 ･･･ 平成24年３月31日までに新車新規登録をした自動車
 ディーゼル車 ･････････平成26年３月31日までに新車新規登録をした自動車

２２　　環環境境負負荷荷のの大大ききいい自自動動車車（（重重課課））

　平成27年度からは概ね15％重課となりました。（バス・トラック等の一部車種は概ね10％重課）

H30排出ガス基準適合
　又は

Ｈ21排出ガス基準適合

H30排出ガス基準50％低減達成車
　又は

H17排出ガス基準75％低減達成車
「★★★★」

排出ガス基準

※１の適用対象：令和８年３月31日までに新車新規登録された自動車
※２の適用対象：令和７年３月31日までに新車新規登録された自動車

営
業
用
乗
用
車
に
限
る

天然ガス自動車

ガソリン車
LPG車

ディーゼル車

ガソリン車
LPG車

ディーゼル車

H30排出ガス基準50％低減達成車
　又は

H17排出ガス基準75％低減達成車
「★★★★」

対　　象　　車 重課措置

１１　　環環境境負負荷荷のの小小ささいい自自動動車車（（軽軽課課））
 　次の区分の自動車のうち、排出ガス基準及び燃費基準を満たすものは、新車新規登録された翌翌年年
度度にに限限りり、自動車税種別割が軽減されます。
（令和６年４月１日から令和７年３月31日までに新車新規登録された次の自動車は、令和７年度に限り
軽減されます。）

対　　象　　車
軽課措置

―

――

H30排出ガス基準適合
　又は

Ｈ21排出ガス基準10％低減
（車両が3.5ｔ超え12ｔ以下の場合は、

Ｈ22排出ガス基準10％低減）

区分 燃費基準

※ 電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車、一般乗合用バス、被けん引車は重
　　課対象から除外されます。

新車新規登録の日から１３年を経過しているガソリン車、ＬＰＧ車

概ね
75％軽減

※１

概ね
50％軽減

※２

Ｒ12燃費基準90％達成
かつ

Ｒ２燃費基準達成

Ｒ12燃費基準70％達成
かつ

Ｒ２燃費基準達成H30排出ガス基準適合
　又は

Ｈ21排出ガス基準適合

電気自動車
燃料電池車

プラグインハイブリッド車

概ね15％重課
新車新規登録の日から１１年を経過しているディーゼル車

自動車税種別割自動車税種別割
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  自自動動車車税税種種別別割割

【【納納めめるる人人】】

【【納納めめるる額額】】

① ４月１日以後に抹消登録をした場合は、４月から抹消登録をした月までの分
② 新規登録をした場合は、新規登録した月の翌月から３月までの分

　自動車検査証（車検証）の記載内容に変更があった場合は、お近くの運輸支局で各変更手続きが必要です。

　引越し等でご住所や姓名が変わった場合　→　変更登録　　所有者が変わった場合　→　移転登録

手続きを行わないと・・・

　〇　リコール案内、税金や保険のお知らせが届きません。

　〇　盗難や事故のときに所有者や使用者の確認が遅れます。　

　25,000円

　30,500円

総排気量が　　1ℓ以下のもの

総排気量が　　1ℓを超え1.5ℓ以下のもの

　29,500円

　51,000円

　58,000円

　50,000円

総排気量が　1.5ℓを超え 2 ℓ以下のもの 　36,000円

　43,500円

　34,500円

　39,500円

　45,000円

◇◇住住所所やや名名義義がが変変わわっったたらら自自動動車車検検査査証証のの変変更更手手続続ききををおお願願いいししまますす◇◇

詳しくはお近くの運輸支局にお問い合わせください。

※１：電気自動車（燃料電池自動車含む）は、総排気量１ℓ以下の区分の税率が適用されます（プラグインハイブリッド車
　　　は適用対象外）。

※３：令和元年９月以前に海外で使用歴のある自家用乗用車は、初度登録年月を令和元年９月以前とみなし税率が適
　　　用されます。

※２：ロータリー・エンジンを搭載する自動車については、当該自動車のロータリー・エンジンの総容積（単室容積にロー
　　　ター数を乗じて得た容積をいう。）に1.5を乗じて得た容積を当該自動車の総排気量とみなします。

　 なお、自動車税種別割は４月１日(賦課期日)現在の所有者に課税されますが、年度の途中で抹消登
録・新規登録などをした場合には、次のとおりの月割りの税額になります。

　 また、年度の途中で自動車の構造等変更により適用すべき種別割の税額に変更があった場合は、当該年度に
ついては、４月１日（賦課期日）現在の税額となります。

　 自動車税種別割は、自動車の種別、用途、総排気量、最大積載量、乗車定員その他の諸元
の区分に応じ、自動車に対して課税されます。自動車という財産にかかる財産税の一種ですが、
自動車を運行することにより道路を損傷させるので、その維持費を負担してもらうという性格も
持っています。

　 県内に主たる定置場のある自動車（軽自動車・二輪の小型自動車・小型特殊自動車・大型特殊自動
車を除きます。）を所有している人（割賦購入の自動車については、買主）

　　9,500円

乗
用
車

（
乗
車
定
員
１
０
人
以
下

）

　　7,500円

令和元年10月以降

初度登録年月
令和元年９月まで

区　分※１・２ 営業用

　13,800円総排気量が　　2ℓを超え2.5ℓ以下のもの

総排気量が　2.5ℓを超え　3ℓ以下のもの

　87,000円

110,000円

自家用※３

　主なものは次のとおりです。自家用乗用車については、自動車検査証に記載の「初度登録年月」によ
り税額が異なります。トラック・バス・特種用途車については、税務課自動車税グループ（電話076-255-
1273）へお問い合わせください。

総排気量が　　4ℓを超え4.5ℓ以下のもの

総排気量が　4.5ℓを超え　6ℓ以下のもの

総排気量が　　6ℓを超えるもの

　66,500円

　76,500円

　88,000円

111,000円

　　8,500円

　65,500円

総排気量が　　3ℓを超え3.5ℓ以下のもの

総排気量が　3.5ℓを超え　4ℓ以下のもの

　23,600円　75,500円

　15,700円

　17,900円

　20,500円

　57,000円

　40,700円

　27,200円

【【自自動動車車税税種種別別割割ののググリリーーンン化化特特例例】】

　平成14年度から次の年限を超えている自動車について、特例措置が講じられています。

（平成14年度から平成26年度までは概ね10％重課）

◎◎令令和和７７年年度度以以降降にに重重課課対対象象ととななるる自自動動車車
 ガソリン車、ＬＰＧ車 ･･･ 平成24年３月31日までに新車新規登録をした自動車
 ディーゼル車 ･････････平成26年３月31日までに新車新規登録をした自動車

２２　　環環境境負負荷荷のの大大ききいい自自動動車車（（重重課課））

　平成27年度からは概ね15％重課となりました。（バス・トラック等の一部車種は概ね10％重課）

H30排出ガス基準適合
　又は

Ｈ21排出ガス基準適合

H30排出ガス基準50％低減達成車
　又は

H17排出ガス基準75％低減達成車
「★★★★」

排出ガス基準

※１の適用対象：令和８年３月31日までに新車新規登録された自動車
※２の適用対象：令和７年３月31日までに新車新規登録された自動車

営
業
用
乗
用
車
に
限
る

天然ガス自動車

ガソリン車
LPG車

ディーゼル車

ガソリン車
LPG車

ディーゼル車

H30排出ガス基準50％低減達成車
　又は

H17排出ガス基準75％低減達成車
「★★★★」

対　　象　　車 重課措置

１１　　環環境境負負荷荷のの小小ささいい自自動動車車（（軽軽課課））
 　次の区分の自動車のうち、排出ガス基準及び燃費基準を満たすものは、新車新規登録された翌翌年年
度度にに限限りり、自動車税種別割が軽減されます。
（令和６年４月１日から令和７年３月31日までに新車新規登録された次の自動車は、令和７年度に限り
軽減されます。）

対　　象　　車
軽課措置

―

――

H30排出ガス基準適合
　又は

Ｈ21排出ガス基準10％低減
（車両が3.5ｔ超え12ｔ以下の場合は、

Ｈ22排出ガス基準10％低減）

区分 燃費基準

※ 電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車、一般乗合用バス、被けん引車は重
　　課対象から除外されます。

新車新規登録の日から１３年を経過しているガソリン車、ＬＰＧ車

概ね
75％軽減

※１

概ね
50％軽減

※２

Ｒ12燃費基準90％達成
かつ

Ｒ２燃費基準達成

Ｒ12燃費基準70％達成
かつ

Ｒ２燃費基準達成H30排出ガス基準適合
　又は

Ｈ21排出ガス基準適合

電気自動車
燃料電池車

プラグインハイブリッド車

概ね15％重課
新車新規登録の日から１１年を経過しているディーゼル車
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【【減減免免】】

　

【【納納税税】】

【【車車検検及及びび納納税税証証明明書書】】

【【そそのの１１  手手放放ししたたらら名名義義をを確確認認すするる！！】】

【【そそのの２２  ススククララッッププなならら抹抹消消登登録録ををすするる！！】】

【【そそのの３３  住住所所変変更更ししたたらら届届けけ出出るる！！】】

※　軽自動車税種別割に関することは、お住まいの市役所・町役場へご相談ください。

　（連絡先は、53ページをご覧ください）

　 住民票を異動しても、自動車税の登録住所は変わりません。引越しをしたら、車検証の住所変更登録
をするか、最寄りの県総合（県税）事務所又は県税務課自動車税グループまで連絡してください。 

４月１日現在所有の場合

　 なお、申告（登録）又は４月１日以後に減免の要件を満たすことになった場合や、上記の申請期限に
申請しなかった場合は、申請書提出日の属する月の翌月分から３月分までの税額が月割りで減免となり
ます。（毎年３月を除く。）

   県から送られる納税通知書により納税通知書に記載された納期限までに納めます（例年５月末日）。た
だし、４月１日以後に新規登録をした場合には、申告の際に県の証紙を貼って納めます。
（石川県では、証紙に代えて証紙代金収納計器により税額の表示を受けて納めます。）

自動車税種別割の納期限内

　 自動車の車検（継続検査又は構造等変更検査）を受ける場合には、運輸支局で自動車税種別割が納
付済であることの確認が必要です。

　 自動車を売ったり下取りに出したら、車検証（自動車検査証）の名義が変わっているかを確認しましょ
う。たとえ自動車がなくても、車検証にあなたの名前がある限り引き続き納税の義務があります。

　 自動車をスクラップしても、登録を抹消しないうちは、本当の廃車ではありません。廃車したら登録が抹
消されているか確認しましょう。  

　 この他にも、次の場合の減免制度があります。

　 平成２７年度からは、電子情報により納税状況の確認ができることから、基本的に納税証明書は不要で
す。しかし、金融機関等の窓口で納付された場合は、納税通知書に添付されている納税証明書（翌年の
自動車税（種別割）納期限の前日まで有効）を、車検証と一緒に保管していただけると、自動車の車検の
際に便利です。

　 なお、車検証に記載の自動車の所有者や使用者が変わった時は、運輸支局で「名義変更」手続きを必
ず行ってください。

・専ら身体障がい者等の利用に供するために特別の仕様により製造され、又は構造変更が加えられ
 た自動車の場合

　 身体障がい者等（身体障がい者・戦傷病者・知的障がい者・精神障がい者）の方が所有する自動車に
係る減免制度があります。（等級などの要件あり）

対象車

新規取得の場合

申請時期

申告（登録）のとき

・天災や火災などの災害によって被害を受けた自動車の場合
・保育所のバスや社会福祉施設などで、公益のために直接専用する自動車の場合

　鉱区税は、地下に埋蔵されている鉱物を採掘する権利（鉱業権）に対して課税されます。

【【納納めめるる人人】】
　県内に鉱区をもっている鉱業権者

【【納納めめるる額額】】

【【申申告告とと納納税税】】
(1)

(2) 　 鉱業権を取得、消滅をした場合や住所などを変更したときは、７日以内に申告が必要です。
(3) 　 年の中途で鉱業権を取得したときは、県から指定された日までに納付します。

【【納納めめるる人人】】
　狩猟者の登録を受ける人

【【納納めめるる額額】】

【【申申告告とと納納税税】】
　狩猟者の登録を受ける際に申告し、税額に相当する県の証紙を貼って県に納付します。

鉱区の種類 納める額

砂鉱を目的としない鉱区
試掘鉱区 面積100アールごとに･････････年200円
採掘鉱区 面積100アールごとに･････････年400円

　 狩猟税は、狩猟者の登録を受ける人に対して課税され、鳥獣を保護するために使われる目的
税です。

採掘鉱区 面積100アールごとに･････････年400円×2/3

※ 年の中途で鉱業権の設定、消滅があった場合には、月割計算になります。

砂鉱を目的とする鉱区
河　　　床 延長1,000メートルごとに･･････年600円
それ以外 面積100アールごとに･････････年200円

石油又は可燃性ガスを目的とする鉱区
試掘鉱区 面積100アールごとに･････････年200円×2/3

　 毎年４月１日に鉱業権をもっている人は、県から送付される納税通知書により年税額を５月末日
までに納付します。

区　　　　　　　分 税　額

第一種銃猟免許に係る
登録を受ける人

県民税の所得割額を納める人

16,500円
県民税の所得割額を
納めなくてもよい人

農林水産業等に従事していない
同一生計配偶者又は扶養親族

上記以外の人 11,000円

網・わな猟の狩猟免許に
係る登録を受ける人

県民税の所得割額を納める人

8,200円
県民税の所得割額を
納めなくてもよい人

農林水産業等に従事していない
同一生計配偶者又は扶養親族

上記以外の人 5,500円

※ 他県で狩猟を行う場合には、狩猟を行う県ごとに税金がかかります。

第二種銃猟免許に係る登録を受ける人 5,500円
※ 放鳥獣猟区のみに係る狩猟者の登録については、狩猟税は４分の１になります。

「対象鳥獣捕獲員」及び「認定鳥獣捕獲等事業者の従事者」が受ける狩猟者の登録については、狩猟税は非課税にな
ります（令和11年３月31日まで）。

「狩猟者の登録を申請する日前１年以内に、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止の目的で、鳥獣の保護及び管
理並びに狩猟の適正化に関する法律第９条第１項の許可を受けてその許可に係る捕獲に従事した者」が受ける狩猟者
の登録については、狩猟税は２分の１になります（令和11年３月31日まで）。

※

※
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【【減減免免】】

　

【【納納税税】】

【【車車検検及及びび納納税税証証明明書書】】

【【そそのの１１  手手放放ししたたらら名名義義をを確確認認すするる！！】】

【【そそのの２２  ススククララッッププなならら抹抹消消登登録録ををすするる！！】】

【【そそのの３３  住住所所変変更更ししたたらら届届けけ出出るる！！】】

※　軽自動車税種別割に関することは、お住まいの市役所・町役場へご相談ください。

　（連絡先は、53ページをご覧ください）

　 住民票を異動しても、自動車税の登録住所は変わりません。引越しをしたら、車検証の住所変更登録
をするか、最寄りの県総合（県税）事務所又は県税務課自動車税グループまで連絡してください。 

４月１日現在所有の場合

　 なお、申告（登録）又は４月１日以後に減免の要件を満たすことになった場合や、上記の申請期限に
申請しなかった場合は、申請書提出日の属する月の翌月分から３月分までの税額が月割りで減免となり
ます。（毎年３月を除く。）

   県から送られる納税通知書により納税通知書に記載された納期限までに納めます（例年５月末日）。た
だし、４月１日以後に新規登録をした場合には、申告の際に県の証紙を貼って納めます。
（石川県では、証紙に代えて証紙代金収納計器により税額の表示を受けて納めます。）

自動車税種別割の納期限内

　 自動車の車検（継続検査又は構造等変更検査）を受ける場合には、運輸支局で自動車税種別割が納
付済であることの確認が必要です。

　 自動車を売ったり下取りに出したら、車検証（自動車検査証）の名義が変わっているかを確認しましょ
う。たとえ自動車がなくても、車検証にあなたの名前がある限り引き続き納税の義務があります。

　 自動車をスクラップしても、登録を抹消しないうちは、本当の廃車ではありません。廃車したら登録が抹
消されているか確認しましょう。  

　 この他にも、次の場合の減免制度があります。

　 平成２７年度からは、電子情報により納税状況の確認ができることから、基本的に納税証明書は不要で
す。しかし、金融機関等の窓口で納付された場合は、納税通知書に添付されている納税証明書（翌年の
自動車税（種別割）納期限の前日まで有効）を、車検証と一緒に保管していただけると、自動車の車検の
際に便利です。

　 なお、車検証に記載の自動車の所有者や使用者が変わった時は、運輸支局で「名義変更」手続きを必
ず行ってください。

・専ら身体障がい者等の利用に供するために特別の仕様により製造され、又は構造変更が加えられ
 た自動車の場合

　 身体障がい者等（身体障がい者・戦傷病者・知的障がい者・精神障がい者）の方が所有する自動車に
係る減免制度があります。（等級などの要件あり）

対象車

新規取得の場合

申請時期

申告（登録）のとき

・天災や火災などの災害によって被害を受けた自動車の場合
・保育所のバスや社会福祉施設などで、公益のために直接専用する自動車の場合

　鉱区税は、地下に埋蔵されている鉱物を採掘する権利（鉱業権）に対して課税されます。

【【納納めめるる人人】】
　県内に鉱区をもっている鉱業権者

【【納納めめるる額額】】

【【申申告告とと納納税税】】
(1)

(2) 　 鉱業権を取得、消滅をした場合や住所などを変更したときは、７日以内に申告が必要です。
(3) 　 年の中途で鉱業権を取得したときは、県から指定された日までに納付します。

【【納納めめるる人人】】
　狩猟者の登録を受ける人

【【納納めめるる額額】】

【【申申告告とと納納税税】】
　狩猟者の登録を受ける際に申告し、税額に相当する県の証紙を貼って県に納付します。

※ 他県で狩猟を行う場合には、狩猟を行う県ごとに税金がかかります。

第二種銃猟免許に係る登録を受ける人 5,500円
※ 放鳥獣猟区のみに係る狩猟者の登録については、狩猟税は４分の１になります。

「対象鳥獣捕獲員」及び「認定鳥獣捕獲等事業者の従事者」が受ける狩猟者の登録については、狩猟税は非課税にな
ります（令和11年３月31日まで）。

「狩猟者の登録を申請する日前１年以内に、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止の目的で、鳥獣の保護及び管
理並びに狩猟の適正化に関する法律第９条第１項の許可を受けてその許可に係る捕獲に従事した者」が受ける狩猟者
の登録については、狩猟税は２分の１になります（令和11年３月31日まで）。

※

※

網・わな猟の狩猟免許に
係る登録を受ける人

県民税の所得割額を納める人

8,200円
県民税の所得割額を
納めなくてもよい人

農林水産業等に従事していない
同一生計配偶者又は扶養親族

上記以外の人 5,500円

区　　　　　　　分 税　額

第一種銃猟免許に係る
登録を受ける人

県民税の所得割額を納める人

16,500円
県民税の所得割額を
納めなくてもよい人

農林水産業等に従事していない
同一生計配偶者又は扶養親族

上記以外の人 11,000円

　 狩猟税は、狩猟者の登録を受ける人に対して課税され、鳥獣を保護するために使われる目的
税です。

採掘鉱区 面積100アールごとに･････････年400円×2/3

※ 年の中途で鉱業権の設定、消滅があった場合には、月割計算になります。

砂鉱を目的とする鉱区
河　　　床 延長1,000メートルごとに･･････年600円
それ以外 面積100アールごとに･････････年200円

石油又は可燃性ガスを目的とする鉱区
試掘鉱区 面積100アールごとに･････････年200円×2/3

　 毎年４月１日に鉱業権をもっている人は、県から送付される納税通知書により年税額を５月末日
までに納付します。

鉱区の種類 納める額

砂鉱を目的としない鉱区
試掘鉱区 面積100アールごとに･････････年200円
採掘鉱区 面積100アールごとに･････････年400円

鉱区税

狩猟税
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【【納納めめるる人人】】
　発電用原子炉の設置者

【【納納めめるる額額】】
(1) 価額割 　発電用原子炉に挿入された核燃料の価額の8.5％　
(2) 出力割 　１課税期間（３か月）につき、千キロワットあたり34,900円

【【申申告告とと納納税税】】
(1) 価額割

(2) 出力割

価額割：原子炉の稼動に着目した課税方式

■課税客体 発電用原子炉への核燃料の挿入

■課税標準 発電用原子炉に挿入された核燃料の価額

■税　　率 ８.５％

■納 期 限

出力割：原子炉の稼動能力に着目した課税方式

■課税客体 発電用原子炉の発電事業

■課税標準 原子炉等規制法により許可を受けた熱出力

■税　　率 １３９,６００円／千ｋW／年

（条例上、３４,９００円／千ｋW／課税期間（四半期））

■納 期 限

　※　安全・防災対策等として必要とされる事業には、次のようなものがあります。

　 核燃料税は、本県が総務大臣の同意を得て、独自に課税している法定外普通税です。原子力
発電所の立地に伴い、避難用道路の整備などの安全・防災対策が必要となることから（※）、平成
４年10月に創設し、以降５年ごとに更新しています。
　 現在の条例は、令和４年10月から令和９年10月までの５年間の課税を行うこととなっています。

　 原子炉に挿入された核燃料について、定期検査が終了した日から起算して２か月を経
過する日の属する月の末日までに申告し、納付します。

　 ４月から６月、７月から９月、10月から12月及び翌年１月から３月までの課税期間の末日
の翌日から起算して２か月以内に申告し、納付します。

８.５％相当
各課税期間（４/１～６/３０、７/１～９/３０、１０/１～１２/３１、
翌１/１～３/３１）の末日の翌日から起算して２か月以内

価額割

１／２→

８.５％
定期検査が終了した日から起算して２か月を経過する日の
属する月の末日

出力割

１／２→

民生安定対策 道路建設、河川改良、港湾改良、砂防地すべり対策、漁港整備等

生業安定対策 水産総合センター志賀事業所管理運営等

区分 主な事業内容

原子力安全対策 原子力防災対策等

生活環境安全対策 放射線監視対策、志賀原子力発電所環境保全対策等

〈 概要イメージ図 〉

延滞金の計算をする際は、次のとおり端数金額又はその全額を切り捨てます。
①　計算の基礎となる税額が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
②　計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるときは、この端数金額を切り捨てます。
③　算出された延滞金の金額が1,000円未満であるときは、延滞金は徴収されません。
④　延滞金の金額に100円未満の端数があるときは、この端数金額を切り捨てます。

【【延延滞滞金金のの計計算算例例】】
自動車税種別割:税額39,500円　　納期限:６月２日　　納付日:10月21日

←  　　　  30日間 　  　　　→ ←          　 　       111日間       　          　　　→

年2.4％ 年8.7％

■■計計算算方方法法
基礎となる税額の端数処理　　39,500円　→　39,000円 （1,000円未満の端数切り捨て）
39,000円　×　2.4％　×　 30日　／　365日　＝　 76円 （1円未満切り捨て）･･････①
39,000円　×　8.7％　×　111日　／　365日　＝　1,031円 （1円未満切り捨て）･･････②
①76円　＋　②1,031円　＝　1,107円　→　1,100円 （100円未満の端数切り捨て）

※

　 税金を納期限までに納めない場合に、納期限の翌日から納税の日までの期間に応じて、次の率に
よって計算される延滞金がかかります。

納期限の翌日から
１か月を経過する日まで

区　　分

１か月を経過する日の
翌日から納税の日まで

令和７年の延滞金特例基準割合は年1.4％となっており、令和７年12月31日までの期間について
適用されます。

（１）

7/2 7/3 10/21

（２）

（３） 令和６年12月31日までの期間及び令和８年１月１日以後の期間における延滞金については、管
轄の県総合（県税）事務所にお問い合わせください。

同一税目で不申告加算金又は重加算金が過去５年以内に課されたことがある場合、または３年連続
で課される場合には、その加算金の割合に10％の加重措置がなされる場合があります。

納める税額のうち、50万円を超える部分は20％、
300万円を超える部分は30％

重 加 算 金

期限内に申告をした場合は、増加した税額の35％

期限後に申告をした場合や、申告をしなかった場合
は、納める税額の40％

不申告加算金

納める税額の15％

県の調査による決定があることを予知しないで申告期
限後に申告した場合は５％期限後に申告した場合や申告をし

なかった場合

二重帳簿など仮装・隠蔽を行い故
意に税を免れようとした場合
（令和７年1月1日以後においては、
仮装・隠蔽に基づく更正請求書を
提出した場合も含まれます。）

　 県民税利子割、県民税配当割、県民税株式等譲渡所得割、法人事業税（地方法人特別税・特別
法人事業税）、県たばこ税、ゴルフ場利用税、自動車税環境性能割、軽油引取税及び核燃料税に
ついて、実際より少なく申告したり、期限までに申告しなかったり、税金を免れようとした場合などに
徴収されます。

加　算　さ　れ　る　額

税額に年2.4％（「各年の延滞金特例基準割合」に年1％を加えた割合）を
乗じて計算した金額

税額に年8.7％（「各年の延滞金特例基準割合」に年7.3％を加えた割合）を
乗じて計算した金額

期限内に申告をした場合で、その
額が実際より少ないために、後日正
しい額に訂正したり（修正申告）、訂
正された（更正）場合

内　　　　容

納期限 納税の日

増加した税額の10％

増加した税額のうち、期限内に申告した税額又は
50万円のいずれか大きい額を超える部分は15％

延延滞滞金金のの金金額額　　11,,110000円円

区　　分 納 め る 額

過少申告加算金

6/2 6/3

核燃料税
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【【納納めめるる人人】】
　発電用原子炉の設置者

【【納納めめるる額額】】
(1) 価額割 　発電用原子炉に挿入された核燃料の価額の8.5％　
(2) 出力割 　１課税期間（３か月）につき、千キロワットあたり34,900円

【【申申告告とと納納税税】】
(1) 価額割

(2) 出力割

価額割：原子炉の稼動に着目した課税方式

■課税客体 発電用原子炉への核燃料の挿入

■課税標準 発電用原子炉に挿入された核燃料の価額

■税　　率 ８.５％

■納 期 限

出力割：原子炉の稼動能力に着目した課税方式

■課税客体 発電用原子炉の発電事業

■課税標準 原子炉等規制法により許可を受けた熱出力

■税　　率 １３９,６００円／千ｋW／年

（条例上、３４,９００円／千ｋW／課税期間（四半期））

■納 期 限

　※　安全・防災対策等として必要とされる事業には、次のようなものがあります。

　 核燃料税は、本県が総務大臣の同意を得て、独自に課税している法定外普通税です。原子力
発電所の立地に伴い、避難用道路の整備などの安全・防災対策が必要となることから（※）、平成
４年10月に創設し、以降５年ごとに更新しています。
　 現在の条例は、令和４年10月から令和９年10月までの５年間の課税を行うこととなっています。

　 原子炉に挿入された核燃料について、定期検査が終了した日から起算して２か月を経
過する日の属する月の末日までに申告し、納付します。

　 ４月から６月、７月から９月、10月から12月及び翌年１月から３月までの課税期間の末日
の翌日から起算して２か月以内に申告し、納付します。

８.５％相当
各課税期間（４/１～６/３０、７/１～９/３０、１０/１～１２/３１、
翌１/１～３/３１）の末日の翌日から起算して２か月以内

価額割

１／２→

８.５％
定期検査が終了した日から起算して２か月を経過する日の
属する月の末日

出力割

１／２→

民生安定対策 道路建設、河川改良、港湾改良、砂防地すべり対策、漁港整備等

生業安定対策 水産総合センター志賀事業所管理運営等

区分 主な事業内容

原子力安全対策 原子力防災対策等

生活環境安全対策 放射線監視対策、志賀原子力発電所環境保全対策等

〈 概要イメージ図 〉

延滞金の計算をする際は、次のとおり端数金額又はその全額を切り捨てます。
①　計算の基礎となる税額が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
②　計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるときは、この端数金額を切り捨てます。
③　算出された延滞金の金額が1,000円未満であるときは、延滞金は徴収されません。
④　延滞金の金額に100円未満の端数があるときは、この端数金額を切り捨てます。

【【延延滞滞金金のの計計算算例例】】
自動車税種別割:税額39,500円　　納期限:６月２日　　納付日:10月21日

←  　　　  30日間 　  　　　→ ←          　 　       111日間       　          　　　→

年2.4％ 年8.7％

■■計計算算方方法法
基礎となる税額の端数処理　　39,500円　→　39,000円 （1,000円未満の端数切り捨て）
39,000円　×　2.4％　×　 30日　／　365日　＝　 76円 （1円未満切り捨て）･･････①
39,000円　×　8.7％　×　111日　／　365日　＝　1,031円 （1円未満切り捨て）･･････②
①76円　＋　②1,031円　＝　1,107円　→　1,100円 （100円未満の端数切り捨て）

※

　 税金を納期限までに納めない場合に、納期限の翌日から納税の日までの期間に応じて、次の率に
よって計算される延滞金がかかります。

納期限の翌日から
１か月を経過する日まで

区　　分

１か月を経過する日の
翌日から納税の日まで

令和７年の延滞金特例基準割合は年1.4％となっており、令和７年12月31日までの期間について
適用されます。

（１）

7/2 7/3 10/21

（２）

（３） 令和６年12月31日までの期間及び令和８年１月１日以後の期間における延滞金については、管
轄の県総合（県税）事務所にお問い合わせください。

同一税目で不申告加算金又は重加算金が過去５年以内に課されたことがある場合、または３年連続
で課される場合には、その加算金の割合に10％の加重措置がなされる場合があります。

納める税額のうち、50万円を超える部分は20％、
300万円を超える部分は30％

重 加 算 金

期限内に申告をした場合は、増加した税額の35％

期限後に申告をした場合や、申告をしなかった場合
は、納める税額の40％

不申告加算金

納める税額の15％

県の調査による決定があることを予知しないで申告期
限後に申告した場合は５％期限後に申告した場合や申告をし

なかった場合

二重帳簿など仮装・隠蔽を行い故
意に税を免れようとした場合
（令和７年1月1日以後においては、
仮装・隠蔽に基づく更正請求書を
提出した場合も含まれます。）

　 県民税利子割、県民税配当割、県民税株式等譲渡所得割、法人事業税（地方法人特別税・特別
法人事業税）、県たばこ税、ゴルフ場利用税、自動車税環境性能割、軽油引取税及び核燃料税に
ついて、実際より少なく申告したり、期限までに申告しなかったり、税金を免れようとした場合などに
徴収されます。

加　算　さ　れ　る　額

税額に年2.4％（「各年の延滞金特例基準割合」に年1％を加えた割合）を
乗じて計算した金額

税額に年8.7％（「各年の延滞金特例基準割合」に年7.3％を加えた割合）を
乗じて計算した金額

期限内に申告をした場合で、その
額が実際より少ないために、後日正
しい額に訂正したり（修正申告）、訂
正された（更正）場合

内　　　　容

納期限 納税の日

増加した税額の10％

増加した税額のうち、期限内に申告した税額又は
50万円のいずれか大きい額を超える部分は15％

延延滞滞金金のの金金額額　　11,,110000円円

区　　分 納 め る 額

過少申告加算金

6/2 6/3

延　滞　金

加　算　金
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【【納納税税のの猶猶予予】】
　次の場合には、１年以内（事情により２年以内）の期間に限り、納税の猶予を受けることができます。

(1) 本人の財産が、災害や盗難にあったとき

(2) 本人や家族が、病気や負傷したとき

(3) 事業に大きな損失を受けたり、廃業や休業をしたとき

※ これらの場合には、延滞金の２分の１又は全額が免除されます。

【【申申告告・・納納期期限限のの延延長長】】

【【県県税税のの減減免免】】
　次の県税については、それぞれの理由に該当する場合には減額、減免又は免除されます。

　 納税者が災害により被害を受けた場合など期限内の納税が困難な事情のある方には、
申告・納期限の延長、納税の猶予や税金の減額・免除が認められる場合があります。
　 所管の県総合（県税）事務所にご相談ください。

　 災害などにより、期限までに申告・納税ができない場合には、通常、災害などがやんだときから
２か月以内に限って期限が延長されます。

県税の種類 減　　免　　の　　理　　由

個人の県民税 個人の市町村民税が減免された場合

個人の事業税
(1) 生活保護法の規定により生活扶助を受けている場合

(2) 天災や火災などの災害を受けた場合

法人の県民税

次に掲げる法人が収益事業を行わない場合で一定の要件を満たす場合

　(1) 公益社団法人及び公益財団法人

　(2) 地方自治法第260条の２第７項に規定する認可地縁団体【自治会、町内会など】

　(3) 特定非営利活動促進法第２条第２項に規定する法人【ＮＰＯ法人など】

(1) 天災や火災などの災害により滅失や損壊をした不動産に代わるものとして災害を受けた日
　から３年以内に不動産を取得した場合

不動産取得税

鉱　区　税 天災その他特別の事情がある場合

(1) 天災や火災などの災害によって自動車が被害を受けた場合（種別割）

(2) 保育所のバスや社会福祉施設の自動車などで、公益のために使われる場合（種別割）

(3) 身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方の
　　ために使用する自動車で、一定の要件を満たす場合（環境性能割・種別割）

(2) 不動産を取得した直後に、その不動産が天災や火災などの災害により滅失や損壊をした場
　合

(４) 身体障がい者等のために特別の仕様により製造され、又は構造変更が加えられた自動車
     の場合　（環境性能割・種別割）

(５) 災害によって自動車が損壊したために、被災自動車を抹消し、代わりに取得する自動車の場合
　 　（環境性能割）

自　動　車　税
（環境性能割・

種別割）

納税の猶予、申告・納期限の延長や県税の減額・免除を受けるためには、県総合（県税）

事務所への申請が必要です。申請の理由により申請書に所定の書類の添付が必要となり

ますので、事前にご確認ください。

【【更更正正のの請請求求】】

【【納納税税証証明明書書（（一一般般用用））】】
　課税（申告）額、納税額、その他一定の事項を証明するものです。

■■申申請請窓窓口口
各県総合（県税）事務所の窓口

■■交交付付申申請請のの際際にに必必要要ななもものの
・「納税証明書交付申請書」

　（各事務所の窓口に備えてありますので、申請時に記載ください。なお、県のホームページにも様式があります。）

・窓口で申請される方の本人確認書類（運転免許証など） https://www.pref.ishikawa.lg.jp/zei/tetsuzuki/nouzei/kenzeinouzei.html

・代理申請の場合は、委任確認書類（委任者の押印がある申請書、委任状又は委任者の本人確認書類）

・納税した際の領収書（必要な場合があります。）

■■交交付付手手数数料料
納税証明事項１件につき400円

【【自自動動車車税税（（種種別別割割））納納税税証証明明書書（（継継続続検検査査用用・・構構造造等等変変更更検検査査用用））】】

■■申申請請窓窓口口
各県総合（県税）事務所の窓口、税務課、税務課自動車税グループ分室

■■交交付付申申請請のの際際にに必必要要ななもものの
・「自動車税（種別割）納税証明書交付申請書」

　（各事務所の窓口に備えてありますので、申請時に記載ください。なお、県のホームページにも様式があります。）

・自動車検査証 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/zei/tetsuzuki/nouzei/jidoushanouzei.html

・納税した際の領収書（必要な場合があります。）

■■交交付付手手数数料料
不  要

　 自動車税種別割の納税証明書に「*****印」がある場合、前年度までの自動車税種別割（延滞金を含みま
す。）に未納があるため使用できません。納税されたうえで別途交付申請してください。
　 なお、令和７年度から、口座振替納税した際の納税証明書の送付を取りやめました。

　 各税目の申告書を提出した後に、税額が過大であったことなどを発見したときは、法定納期限から
５年以内（税務官署の更正があった場合など、特定の場合は、その理由が生じた日の翌日から起算して
２か月以内）に限り、更正の請求をすることができます。

　 県税の課税・徴収の処分などについて不服がある場合は、その処分があったことを知った日の翌日から起
算して３か月以内に、知事に審査請求をすることができます。

　審査請求書は、県総合（県税）事務所長による処分についての審査請求の場合は、なるべく所管の県総合
（県税）事務所を経由するとともに、正副２通を提出してください。

　 納税証明書には、納税証明書（一般用）と自動車税（種別割）納税証明書（継続検査用・構造等
変更検査用）があります。

　 この納税証明書は、車検（継続検査及び構造等変更検査）の際に使用するものです。

【【県県税税にに関関すするる処処分分ななどどにに対対すするる審審査査請請求求】】

　 平成２７年度から自動車税納付確認システム（ＪＮＫＳ）が稼働し、電子情報により納税状況の確認ができるた
め、納税証明書の提示を省略できます。
　 しかし、納付からシステム反映までに１週間程度かかることから、その期間に車検を受ける際は納税証明書の提
示が必要となります。

納税者のための制度
納税の猶予・県税の減免等
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【【納納税税のの猶猶予予】】
　次の場合には、１年以内（事情により２年以内）の期間に限り、納税の猶予を受けることができます。

(1) 本人の財産が、災害や盗難にあったとき

(2) 本人や家族が、病気や負傷したとき

(3) 事業に大きな損失を受けたり、廃業や休業をしたとき

※ これらの場合には、延滞金の２分の１又は全額が免除されます。

【【申申告告・・納納期期限限のの延延長長】】

【【県県税税のの減減免免】】
　次の県税については、それぞれの理由に該当する場合には減額、減免又は免除されます。

　

　 納税者が災害により被害を受けた場合など期限内の納税が困難な事情のある方には、
申告・納期限の延長、納税の猶予や税金の減額・免除が認められる場合があります。
　 所管の県総合（県税）事務所にご相談ください。

　 災害などにより、期限までに申告・納税ができない場合には、通常、災害などがやんだときから
２か月以内に限って期限が延長されます。

県税の種類 減　　免　　の　　理　　由

個人の県民税 個人の市町村民税が減免された場合

個人の事業税
(1) 生活保護法の規定により生活扶助を受けている場合

(2) 天災や火災などの災害を受けた場合

法人の県民税

次に掲げる法人が収益事業を行わない場合で一定の要件を満たす場合

　(1) 公益社団法人及び公益財団法人

　(2) 地方自治法第260条の２第７項に規定する認可地縁団体【自治会、町内会など】

　(3) 特定非営利活動促進法第２条第２項に規定する法人【ＮＰＯ法人など】

(1) 天災や火災などの災害により滅失や損壊をした不動産に代わるものとして災害を受けた日
　から３年以内に不動産を取得した場合

不動産取得税

鉱　区　税 天災その他特別の事情がある場合

(1) 天災や火災などの災害によって自動車が被害を受けた場合（種別割）

(2) 保育所のバスや社会福祉施設の自動車などで、公益のために使われる場合（種別割）

(3) 身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方の
　　ために使用する自動車で、一定の要件を満たす場合（環境性能割・種別割）

(2) 不動産を取得した直後に、その不動産が天災や火災などの災害により滅失や損壊をした場
　合

(４) 身体障がい者等のために特別の仕様により製造され、又は構造変更が加えられた自動車
     の場合　（環境性能割・種別割）

(５) 災害によって自動車が損壊したために、被災自動車を抹消し、代わりに取得する自動車の場合
　 　（環境性能割）

自　動　車　税
（環境性能割・

種別割）

納税の猶予、申告・納期限の延長や県税の減額・免除を受けるためには、県総合（県税）

事務所への申請が必要です。申請の理由により申請書に所定の書類の添付が必要となり

ますので、事前にご確認ください。

【【更更正正のの請請求求】】

【【納納税税証証明明書書（（一一般般用用））】】
　課税（申告）額、納税額、その他一定の事項を証明するものです。

■■申申請請窓窓口口
各県総合（県税）事務所の窓口

■■交交付付申申請請のの際際にに必必要要ななもものの
・「納税証明書交付申請書」

　（各事務所の窓口に備えてありますので、申請時に記載ください。なお、県のホームページにも様式があります。）

・窓口で申請される方の本人確認書類（運転免許証など） https://www.pref.ishikawa.lg.jp/zei/tetsuzuki/nouzei/kenzeinouzei.html

・代理申請の場合は、委任確認書類（委任者の押印がある申請書、委任状又は委任者の本人確認書類）

・納税した際の領収書（必要な場合があります。）

■■交交付付手手数数料料
納税証明事項１件につき400円

【【自自動動車車税税（（種種別別割割））納納税税証証明明書書（（継継続続検検査査用用・・構構造造等等変変更更検検査査用用））】】

■■申申請請窓窓口口
各県総合（県税）事務所の窓口、税務課、税務課自動車税グループ分室

■■交交付付申申請請のの際際にに必必要要ななもものの
・「自動車税（種別割）納税証明書交付申請書」

　（各事務所の窓口に備えてありますので、申請時に記載ください。なお、県のホームページにも様式があります。）

・自動車検査証 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/zei/tetsuzuki/nouzei/jidoushanouzei.html

・納税した際の領収書（必要な場合があります。）

■■交交付付手手数数料料
不  要

　 自動車税種別割の納税証明書に「*****印」がある場合、前年度までの自動車税種別割（延滞金を含みま
す。）に未納があるため使用できません。納税されたうえで別途交付申請してください。
　 なお、令和７年度から、口座振替納税した際の納税証明書の送付を取りやめました。

　 各税目の申告書を提出した後に、税額が過大であったことなどを発見したときは、法定納期限から
５年以内（税務官署の更正があった場合など、特定の場合は、その理由が生じた日の翌日から起算して
２か月以内）に限り、更正の請求をすることができます。

　 県税の課税・徴収の処分などについて不服がある場合は、その処分があったことを知った日の翌日から起
算して３か月以内に、知事に審査請求をすることができます。

　審査請求書は、県総合（県税）事務所長による処分についての審査請求の場合は、なるべく所管の県総合
（県税）事務所を経由するとともに、正副２通を提出してください。

　 納税証明書には、納税証明書（一般用）と自動車税（種別割）納税証明書（継続検査用・構造等
変更検査用）があります。

　 この納税証明書は、車検（継続検査及び構造等変更検査）の際に使用するものです。

【【県県税税にに関関すするる処処分分ななどどにに対対すするる審審査査請請求求】】

　 平成２７年度から自動車税納付確認システム（ＪＮＫＳ）が稼働し、電子情報により納税状況の確認ができるた
め、納税証明書の提示を省略できます。
　 しかし、納付からシステム反映までに１週間程度かかることから、その期間に車検を受ける際は納税証明書の提
示が必要となります。

更正の請求・審査請求

県税の納税証明書
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　県税の申告期限と納税の時期は、次のとおりです。

県税を納める方法について

・申告納付：納税者が納税すべき税額を自分で計算し、申告して納税する方法

・申告納入：経営者などが県に代わって税金を受け取り、申告して納税する方法

・普通徴収：県から送られる納税通知書により納税する方法

・特別徴収：給与支払者など税金の徴収に便宜を有する者が、県に代わって税金を受け取り納税する方法

・証紙徴収：県で発行する証紙を申告書等に貼って納税する方法

確定申告は、事業年度終了
日から２か月以内

申告納付

（所得が公的年金のみの方は、申告不要）
４月１日現在65歳以上の公
的年金受給者は、年金受給
時

税　　目 申　告　期　限 納　　　期 納める方法

給与所得者については、給与支払者が給与
支払報告書を１月末日までに市町へ提出

給与支払者が、６月から翌年
５月まで毎月徴収して翌月
10日までに市町へ納入

特別徴収

個人県民税
特別徴収

給与、公的年金以外の所得がある方は、３月
15日まで（所得税の確定申告をした人は不要）

６月、８月、10月、翌年１月 普通徴収

申告と同じ 申告納入

毎月分を翌月10日まで
（ただし、源泉徴収選択口座内配当等に係るも
のについては、毎年分を翌年１月10日まで）

申告と同じ 申告納入

毎月分を翌月10日まで

申告納入

３月15日まで
（所得税の確定申告や個人県民税の申告をし
た人は不要）

８月、11月
（税額が１万円以下の場合
は８月のみ）

普通徴収

毎年分を翌年１月10日まで

申告納付

地 方 消 費 税
（国内取引）

確定申告は、個人事業者が翌年の３月末日ま
で、法人が課税期間の末日の翌日から２か月
以内（消費税と併せて国（税務署）に行う。）

申告と同じ 申告納付

法人県民税と同じ

申告納付

納税通知書に定められた日 普通徴収不動産取得税
不動産を取得した日から60日以内(取得後60
日以内に不動産登記の申請をした不動産は
不要)

申告納入

軽 油 引 取 税 毎月分を翌月末日まで 申告と同じ 申告納入

証紙徴収

普通徴収

申告納付

登録のとき 申告と同じ 証紙徴収

新規登録・名義変更・登録事項の変更などをし
たとき

５月 普通徴収

新規登録の時 証紙徴収

５月

申告と同じ

県民税株式等
譲渡所得割

個人事業税

法人事業税
地方法人特別税・
特別法人事業税

－ 狩猟者の登録を受ける日

申告と同じ

県 た ば こ 税 毎月分を翌月末日まで 申告と同じ

法人県民税と同じ

申告と同じ

核
燃
料
税

価額割

出力割

狩　　猟　　税

県県税税豆豆知知識識　　そそのの３３

確定申告は、事業年度終了日から２か月以内
（場合により申告期限の延長適用あり）

鉱　　区　　税

ゴルフ場利用税

定期検査が終了した日から起算して２か月を
経過する日の属する月の末日まで

４月～６月、７月～９月、10月～12月、１月～３
月の各課税期間の末日の翌日から起算して２
か月以内

種別割

－

毎月分を翌月15日まで

自
動
車
税

環境性能割

法人県民税

県
民
税

事
業
税

県民税利子割

県民税配当割

窓窓口口ででのの納納付付

・バーコードの印字がないもの ・印字された金額が訂正されているもの
・取扱期限を過ぎたもの  ・１件当たりの納付額が30万円を超えるもの

キキャャッッシシュュレレスス納納付付

・取扱期限を過ぎたもの  
・スマートフォン決済アプリ等の限度額を超えるもの

口口座座振振替替にによよるる納納税税

　　 県税を納めることができる場所は、次の金融機関等です。納税通知書や督促状、催告状などを
　お持ちのうえ、納めてください。　　（（ううちち、、**印印つつきき金金融融機機関関等等のの取取扱扱いい店店舗舗にに限限りり、、口口座座振振替替がが可可能能））

区　　分 名　　　　称 取扱い店舗

指定金融機関 北國銀行* 本店・国内にある支店

指定代理金融機関 東日本信用漁業協同組合連合会* 石川支店

収
納
代
理
金
融
機
関

銀　　　　行

福井* 本店・国内にある支店

ゆうちょ*
県内にある支店、県内
にある郵便局(代理店)

信 用 金 庫 等

県内にある本店・支店

金沢*、興能*、のと共栄*、はくさん*、石動* 県内にある本店・支店

北陸労働金庫* 県内にある本店・支店

信　用　組　合

 　口座振替の登録後、口座振替の開始時期等を示した「石川県税口座振替登録についてのお知らせ」を送付します。
自動車税種別割については、原則として２月末までに申し込みされると、次回（翌年度）の定期賦課分から口座振替に
なります。

　※次に該当するものは、コンビニエンスストアでは取扱いできません。

　　 eL－QR（地方税共通ＱＲコード）が印字された納税通知書や督促状、催告状などでは、eL－QRを
　スマートフォン等で読み取ることで、いつでも、自宅にいながら、キャッシュレス納付ができます。

スマートフォン決済アプリ

PayPay、auPAY、楽天ペイ、ファミペイ、ｄ払い、PayB、モバイルレジ、F-REGI公金支払い、
さるぼぼコイン、atone、楽天銀行アプリ、Wallet+、京銀アプリ、北陸銀行ポータルアプリ、
Yoka!Pay(熊本銀行/十八親和銀行/福岡銀行)、どうぎんアプリ、はまPay、BankPay、
まにこいん、J-CoinPay、西日本シティ銀行アプリ、AGENTアプリ、りそなグループアプリ、
JRE BANK、四国銀行アプリ、ちゅうぎんアプリ、静岡銀行アプリ
（令和７年５月末日現在。詳しくは地方税お支払サイトをご覧ください。）

地方税お支払サイト

・クレジットカード納付（別途手数料が必要）
・インターネットバンキングによる納付（情報リンク方式）
・ダイレクト納付（口座の事前登録が必要）
・ペイジー番号を発行した納付（収納機関番号13800「地方税共同機構」を通じた納付）

　※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

　県税のうち、自動車税種別割や個人事業税など制度上可能な全ての税目について、口座振替納税制度をご利用でき
ます。

口座振替
お申し込みは、上記、*印つき金融機関等の取扱い店舗に備え付けの申込書に
必要事項を記載して提出してください。口座番号のわかるものと届出印が必要です。

金沢中央*、横浜幸銀*、イオ* 県内にある本店・支店

北陸*、富山第一*、福邦*、みずほ*、三井住友*、三菱ＵＦＪ 県内にある支店

　※次に該当するものは、キャッシュレス納付はできません。

県総合(県税)事務所 小松県税事務所、金沢県税事務所、中能登総合事務所、奥能登総合事務所

コンビニエンスストア
（コンビニパーコードが
印字された納付書）

くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、セブン-イレブン、タイエー、
デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ハセガワストア、ハマナスクラブ、
ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、
ヤマザキデイリーストアー、ローソン、ローソンストア100、ＭＭＫ設置店（50音順）

地方税統一QRコード
対応金融機関

eL－QR（地方税共通ＱＲコード）印字された納税通知書や督促状、催告状などについては、
全国の地方税統一QRコード対応金融機関で納付できます。
詳しくは地方税共同機構HPをご覧ください。（https://www.eltax.lta.go.jp/kyoutsuunouzei/kinyukikan/ginkou/）

信　用　農　業
協同組合連合会

石川県信用農業協同組合連合会* 本　　　所

農 業 協 同 組 合 各農業協同組合*

地方税お支払サイト「スマートフォン決済アプリ一覧」
<https://www.payment.eltax.lta.go.jp/pbuser?id=payment_application>

地方税共同機構ＨＰ「銀行」

県税の申告・納税の時期
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　県税の申告期限と納税の時期は、次のとおりです。

県税を納める方法について

・申告納付：納税者が納税すべき税額を自分で計算し、申告して納税する方法

・申告納入：経営者などが県に代わって税金を受け取り、申告して納税する方法

・普通徴収：県から送られる納税通知書により納税する方法

・特別徴収：給与支払者など税金の徴収に便宜を有する者が、県に代わって税金を受け取り納税する方法

・証紙徴収：県で発行する証紙を申告書等に貼って納税する方法

確定申告は、事業年度終了
日から２か月以内

申告納付

（所得が公的年金のみの方は、申告不要）
４月１日現在65歳以上の公
的年金受給者は、年金受給
時

税　　目 申　告　期　限 納　　　期 納める方法

給与所得者については、給与支払者が給与
支払報告書を１月末日までに市町へ提出

給与支払者が、６月から翌年
５月まで毎月徴収して翌月
10日までに市町へ納入

特別徴収

個人県民税
特別徴収

給与、公的年金以外の所得がある方は、３月
15日まで（所得税の確定申告をした人は不要）

６月、８月、10月、翌年１月 普通徴収

申告と同じ 申告納入

毎月分を翌月10日まで
（ただし、源泉徴収選択口座内配当等に係るも
のについては、毎年分を翌年１月10日まで）

申告と同じ 申告納入

毎月分を翌月10日まで

申告納入

３月15日まで
（所得税の確定申告や個人県民税の申告をし
た人は不要）

８月、11月
（税額が１万円以下の場合
は８月のみ）

普通徴収

毎年分を翌年１月10日まで

申告納付

地 方 消 費 税
（国内取引）

確定申告は、個人事業者が翌年の３月末日ま
で、法人が課税期間の末日の翌日から２か月
以内（消費税と併せて国（税務署）に行う。）

申告と同じ 申告納付

法人県民税と同じ

申告納付

納税通知書に定められた日 普通徴収不動産取得税
不動産を取得した日から60日以内(取得後60
日以内に不動産登記の申請をした不動産は
不要)

申告納入

軽 油 引 取 税 毎月分を翌月末日まで 申告と同じ 申告納入

証紙徴収

普通徴収

申告納付

登録のとき 申告と同じ 証紙徴収

新規登録・名義変更・登録事項の変更などをし
たとき

５月 普通徴収

新規登録の時 証紙徴収

５月

申告と同じ

県民税株式等
譲渡所得割

個人事業税

法人事業税
地方法人特別税・
特別法人事業税

－ 狩猟者の登録を受ける日

申告と同じ

県 た ば こ 税 毎月分を翌月末日まで 申告と同じ

法人県民税と同じ

申告と同じ

核
燃
料
税

価額割

出力割

狩　　猟　　税

県県税税豆豆知知識識　　そそのの３３

確定申告は、事業年度終了日から２か月以内
（場合により申告期限の延長適用あり）

鉱　　区　　税

ゴルフ場利用税

定期検査が終了した日から起算して２か月を
経過する日の属する月の末日まで

４月～６月、７月～９月、10月～12月、１月～３
月の各課税期間の末日の翌日から起算して２
か月以内

種別割

－

毎月分を翌月15日まで

自
動
車
税

環境性能割

法人県民税

県
民
税

事
業
税

県民税利子割

県民税配当割

窓窓口口ででのの納納付付

・バーコードの印字がないもの ・印字された金額が訂正されているもの
・取扱期限を過ぎたもの  ・１件当たりの納付額が30万円を超えるもの

キキャャッッシシュュレレスス納納付付

・取扱期限を過ぎたもの  
・スマートフォン決済アプリ等の限度額を超えるもの

口口座座振振替替にによよるる納納税税

　　 県税を納めることができる場所は、次の金融機関等です。納税通知書や督促状、催告状などを
　お持ちのうえ、納めてください。　　（（ううちち、、**印印つつきき金金融融機機関関等等のの取取扱扱いい店店舗舗にに限限りり、、口口座座振振替替がが可可能能））

区　　分 名　　　　称 取扱い店舗

指定金融機関 北國銀行* 本店・国内にある支店

指定代理金融機関 東日本信用漁業協同組合連合会* 石川支店

収
納
代
理
金
融
機
関

銀　　　　行

福井* 本店・国内にある支店

ゆうちょ*
県内にある支店、県内
にある郵便局(代理店)

信 用 金 庫 等

県内にある本店・支店

金沢*、興能*、のと共栄*、はくさん*、石動* 県内にある本店・支店

北陸労働金庫* 県内にある本店・支店

信　用　組　合

 　口座振替の登録後、口座振替の開始時期等を示した「石川県税口座振替登録についてのお知らせ」を送付します。
自動車税種別割については、原則として２月末までに申し込みされると、次回（翌年度）の定期賦課分から口座振替に
なります。

　※次に該当するものは、コンビニエンスストアでは取扱いできません。

　　 eL－QR（地方税共通ＱＲコード）が印字された納税通知書や督促状、催告状などでは、eL－QRを
　スマートフォン等で読み取ることで、いつでも、自宅にいながら、キャッシュレス納付ができます。

スマートフォン決済アプリ

PayPay、auPAY、楽天ペイ、ファミペイ、ｄ払い、PayB、モバイルレジ、F-REGI公金支払い、
さるぼぼコイン、atone、楽天銀行アプリ、Wallet+、京銀アプリ、北陸銀行ポータルアプリ、
Yoka!Pay(熊本銀行/十八親和銀行/福岡銀行)、どうぎんアプリ、はまPay、BankPay、
まにこいん、J-CoinPay、西日本シティ銀行アプリ、AGENTアプリ、りそなグループアプリ、
JRE BANK、四国銀行アプリ、ちゅうぎんアプリ、静岡銀行アプリ
（令和７年５月末日現在。詳しくは地方税お支払サイトをご覧ください。）

地方税お支払サイト

・クレジットカード納付（別途手数料が必要）
・インターネットバンキングによる納付（情報リンク方式）
・ダイレクト納付（口座の事前登録が必要）
・ペイジー番号を発行した納付（収納機関番号13800「地方税共同機構」を通じた納付）

　※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

　県税のうち、自動車税種別割や個人事業税など制度上可能な全ての税目について、口座振替納税制度をご利用でき
ます。

口座振替
お申し込みは、上記、*印つき金融機関等の取扱い店舗に備え付けの申込書に
必要事項を記載して提出してください。口座番号のわかるものと届出印が必要です。

金沢中央*、横浜幸銀*、イオ* 県内にある本店・支店

北陸*、富山第一*、福邦*、みずほ*、三井住友*、三菱ＵＦＪ 県内にある支店

　※次に該当するものは、キャッシュレス納付はできません。

県総合(県税)事務所 小松県税事務所、金沢県税事務所、中能登総合事務所、奥能登総合事務所

コンビニエンスストア
（コンビニパーコードが
印字された納付書）

くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、セブン-イレブン、タイエー、
デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ハセガワストア、ハマナスクラブ、
ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、
ヤマザキデイリーストアー、ローソン、ローソンストア100、ＭＭＫ設置店（50音順）

地方税統一QRコード
対応金融機関

eL－QR（地方税共通ＱＲコード）印字された納税通知書や督促状、催告状などについては、
全国の地方税統一QRコード対応金融機関で納付できます。
詳しくは地方税共同機構HPをご覧ください。（https://www.eltax.lta.go.jp/kyoutsuunouzei/kinyukikan/ginkou/）

信　用　農　業
協同組合連合会

石川県信用農業協同組合連合会* 本　　　所

農 業 協 同 組 合 各農業協同組合*

地方税お支払サイト「スマートフォン決済アプリ一覧」
<https://www.payment.eltax.lta.go.jp/pbuser?id=payment_application>

地方税共同機構ＨＰ「銀行」

県税の納付方法
窓口での納付

キャッシュレス納付

口座振替による納税
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【【ごご利利用用時時間間】】
8：30～24：00　　※　土・日・祝祭日、年末年始（12月29日～1月3日）を除く。

【【eeLLTTAAXXのの利利用用にに関関すするるおお問問合合せせ先先】】
ホームページ　https://www.eltax.lta.go.jp/support/otoiawase/helpdesk/
電　　話　0570-081459　　※　IP電話やPHSなどをご利用の場合　03-5521-0019
受付時間　9：00～17:00　　※　土・日・祝祭日、年末年始（12月29日～1月3日）を除く
※　詳しくはeLTAXのホームページをご確認ください。

【【電電子子申申告告のの義義務務化化】】

〇〇対対象象税税目目
法人県民税、法人事業税（特別法人事業税を含む）

〇〇対対象象法法人人
・内国法人のうち、その事業年度開始の日において資本金の額又は出資金の額が１億円を超える法人
・相互会社、投資法人及び特定目的会社

〇〇対対象象手手続続
確定申告書、中間（予定）申告書及び修正申告書

〇〇対対象象書書類類
申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類の全て

〇〇対対象象事事業業年年度度
令和２年４月１日以後に開始する事業年度

【【地地方方税税共共通通納納税税シシスステテムムにによよるる納納税税】】

〇〇対対象象税税目目（（県県税税分分））
法人県民税、法人事業税（特別法人事業税を含む）、
個人県民税の利子割・配当割・株式等譲渡所得割、県たばこ税、ゴルフ場利用税

〇〇メメリリッットト

※　詳しくは共通納税に係るホームページ（https://www.eltax.lta.go.jp/kyoutsuunouzei/）をご確認ください。

・地方公共団体が指定する金融機関以外の金融機関からも納税できます。 

   大法人が行う令和2年４月１日以後に開始する事業年度の法人県民税・法人事業税（特別法人事業税を含
む）の申告は、電子情報処理組織を使用する方法（ｅＬＴＡＸ）により提出しなければならないこととされました。

 　地方税ポータルシステム（eLTAX：エルタックス）では、法人県民税・法人事業税・特別法人事業税、個
人県民税の利子割・配当割・株式等譲渡所得割、県たばこ税、ゴルフ場利用税、軽油引取税、核燃料税
の電子申告、異動届等の電子申請・届出、電子納税などの手続きをインターネットを利用して行うことがで
きます。

　地方税共通納税システムとは、全ての都道府県・市町村へ、自宅やオフィスから地方税の電子納税ができる
仕組みです。

・複数の地方公共団体へ一括して電子的に納税することができ、納税事務の負担が軽減されます。

・電子申告を行った申告情報を共通納税システムに引き継いで納税することができます。

・事前に登録した金融機関口座を指定して、地方税を直接納税することができます。(ダイレクト納付) 

国税についてのご質問・ご相談は、税務署又は国税局電話相談センターへ

　自動音声でご案内 (相談内容に応じて次の番号を選択してください。)

国税に関する一般的なご質問やご相談の場合・・・・「「１１」」をを選選択択

税務署からのお尋ねや面接での相談の事前予約など　個別のご用がある場合・・・「「２２」」をを選選択択

インボイス制度に関する一般的なご相談は、「インボイスコールセンター」において、受付しております。

イインンボボイイススココーールルセセンンタターー
　受付時間：午前９時から午後５時まで（土日祝日及び年末年始を

　

七尾税務署 926-8686
七尾市小島町大開地3-7
七尾西湊合同庁舎

0767-52-3381
七尾市、羽咋市、羽咋郡（志賀町、
宝達志水町）、鹿島郡（中能登町）

小松税務署 923-8570
小松市日の出町1-120
小松日の出合同庁舎

0761-22-1171
小松市、加賀市、能美市、
能美郡（川北町）

名　　称 郵便番号 所在地 電話番号 管轄区域

金沢税務署 920-8505
金沢市西念3-4-1
金沢駅西合同庁舎

076-261-3221
金沢市、かほく市、
河北郡（津幡町、内灘町）

輪島税務署 928-8501 輪島市河井町15-90-16 0768-22-2241
輪島市、珠洲市、
鳳珠郡（穴水町、能登町）

松任税務署 924-8585 白山市博労2-22 076-276-2345 白山市、野々市市

　国税に関する一般的なご相談については、「国税局電話相談センター」において、国税局の職員がお答えし
ています。

所轄（又は最寄り）の税務署に電話をかける

「「１１」」をを選選択択ししたた場場合合 「「２２」」をを選選択択ししたた場場合合

税務署の受付担当が応答します。
担当部署、ご用件等をお伝えくださ
い。

インボイス制度に関する申請書や
届出書の記載方法等に関するお
問合せ　・・・「「１１」」

インボイス制度の概要やインボイ
スの記載事項及び２割特例に関
するお問合せ　・・・「「２２」」

そのほかのインボイス制度及び軽
減税率制度に関するお問合せ
・・・「「３３」」

００１１２２００－－２２００５５－－５５５５３３
入電後は、音声ガイダンスに沿って、相談する内容の番号を選択してください。

ご相談される内容の番号を選択する。
［１］所得税
［２］源泉徴収、年末調整、支払調書
［３］譲渡所得、相続税、 贈与税、財産評価
［４］法人税
［５］消費税、印紙税
［６］その他

【国税局電話相談センター】 【税務署】

　国税庁では、国税庁ホームページに土日、夜間でもご利用可能な「チャットポット」や国税の一般的な回答を調
べれる「タックスアンサー（よくある税の質問）」を開設しています。

国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp　 検 索　国税庁　税についての相談窓口

地方税ポータルシステム (eLTAX)
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【【ごご利利用用時時間間】】
8：30～24：00　　※　土・日・祝祭日、年末年始（12月29日～1月3日）を除く。

【【eeLLTTAAXXのの利利用用にに関関すするるおお問問合合せせ先先】】
ホームページ　https://www.eltax.lta.go.jp/support/otoiawase/helpdesk/
電　　話　0570-081459　　※　IP電話やPHSなどをご利用の場合　03-5521-0019
受付時間　9：00～17:00　　※　土・日・祝祭日、年末年始（12月29日～1月3日）を除く
※　詳しくはeLTAXのホームページをご確認ください。

【【電電子子申申告告のの義義務務化化】】

〇〇対対象象税税目目
法人県民税、法人事業税（特別法人事業税を含む）

〇〇対対象象法法人人
・内国法人のうち、その事業年度開始の日において資本金の額又は出資金の額が１億円を超える法人
・相互会社、投資法人及び特定目的会社

〇〇対対象象手手続続
確定申告書、中間（予定）申告書及び修正申告書

〇〇対対象象書書類類
申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類の全て

〇〇対対象象事事業業年年度度
令和２年４月１日以後に開始する事業年度

【【地地方方税税共共通通納納税税シシスステテムムにによよるる納納税税】】

〇〇対対象象税税目目（（県県税税分分））
法人県民税、法人事業税（特別法人事業税を含む）、
個人県民税の利子割・配当割・株式等譲渡所得割、県たばこ税、ゴルフ場利用税

〇〇メメリリッットト

※　詳しくは共通納税に係るホームページ（https://www.eltax.lta.go.jp/kyoutsuunouzei/）をご確認ください。

・地方公共団体が指定する金融機関以外の金融機関からも納税できます。 

   大法人が行う令和2年４月１日以後に開始する事業年度の法人県民税・法人事業税（特別法人事業税を含
む）の申告は、電子情報処理組織を使用する方法（ｅＬＴＡＸ）により提出しなければならないこととされました。

 　地方税ポータルシステム（eLTAX：エルタックス）では、法人県民税・法人事業税・特別法人事業税、個
人県民税の利子割・配当割・株式等譲渡所得割、県たばこ税、ゴルフ場利用税、軽油引取税、核燃料税
の電子申告、異動届等の電子申請・届出、電子納税などの手続きをインターネットを利用して行うことがで
きます。

　地方税共通納税システムとは、全ての都道府県・市町村へ、自宅やオフィスから地方税の電子納税ができる
仕組みです。

・複数の地方公共団体へ一括して電子的に納税することができ、納税事務の負担が軽減されます。

・電子申告を行った申告情報を共通納税システムに引き継いで納税することができます。

・事前に登録した金融機関口座を指定して、地方税を直接納税することができます。(ダイレクト納付) 

国税についてのご質問・ご相談は、税務署又は国税局電話相談センターへ

　自動音声でご案内 (相談内容に応じて次の番号を選択してください。)

国税に関する一般的なご質問やご相談の場合・・・・「「１１」」をを選選択択

税務署からのお尋ねや面接での相談の事前予約など　個別のご用がある場合・・・「「２２」」をを選選択択

インボイス制度に関する一般的なご相談は、「インボイスコールセンター」において、受付しております。

イインンボボイイススココーールルセセンンタターー

　

ご相談される内容の番号を選択する。
［１］所得税
［２］源泉徴収、年末調整、支払調書
［３］譲渡所得、相続税、 贈与税、財産評価
［４］法人税
［５］消費税、印紙税
［６］その他

【国税局電話相談センター】 【税務署】

　国税庁では、国税庁ホームページに土日、夜間でもご利用可能な「チャットポット」や国税の一般的な回答を調
べれる「タックスアンサー（よくある税の質問）」を開設しています。

国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp　

００１１２２００－－２２００５５－－５５５５３３　受付時間：午前９時から午後５時まで（土日祝日及び年末年始を除く）

　国税に関する一般的なご相談については、「国税局電話相談センター」において、国税局の職員がお答えし
ています。

所轄（又は最寄り）の税務署に電話をかける

「「１１」」をを選選択択ししたた場場合合 「「２２」」をを選選択択ししたた場場合合

税務署の受付担当が応答します。
担当部署、ご用件等をお伝えくださ
い。

インボイス制度に関する申請書や
届出書の記載方法等に関するお
問合せ　・・・「「１１」」

インボイス制度の概要やインボイ
スの記載事項及び２割特例に関
するお問合せ　・・・「「２２」」

そのほかのインボイス制度及び軽
減税率制度に関するお問合せ
・・・「「３３」」

入電後は、音声ガイダンスに沿って、相談する内容の番号を選択してください。

輪島税務署 928-8501 輪島市河井町15-90-16 0768-22-2241
輪島市、珠洲市、
鳳珠郡（穴水町、能登町）

松任税務署 924-8585 白山市博労2-22 076-276-2345 白山市、野々市市

名　　称 郵便番号 所在地 電話番号 管轄区域

金沢税務署 920-8505
金沢市西念3-4-1
金沢駅西合同庁舎

076-261-3221
金沢市、かほく市、
河北郡（津幡町、内灘町）

七尾税務署 926-8686
七尾市小島町大開地3-7
七尾西湊合同庁舎

0767-52-3381
七尾市、羽咋市、羽咋郡（志賀町、
宝達志水町）、鹿島郡（中能登町）

小松税務署 923-8570
小松市日の出町1-120
小松日の出合同庁舎

0761-22-1171
小松市、加賀市、能美市、
能美郡（川北町）

検 索　国税庁　税についての相談窓口

国税についてのお問合せ先
お問合せ先

― 52 ―



市町税についてのご質問・ご相談は、市役所又は町役場へ

資産税課

国民健康保険税担当

市民税課 個人課税第１～第５係 076-220-2161

076-220-2175

名　　称 郵便番号 所　在　地 担当課 電話番号

金 沢 市 役 所 920-8577 金沢市広坂1丁目1-1

納税課 収入管理係

〃 土地第１・第２係 076-220-2153

〃 家屋第１・第２係 076-220-2156

〃 納税第１～第３係 076-220-2171

〃 収納担当 0767-53-8413

〃 課税係 076-220-2168

資産税土地グループ 0761-24-8031

〃 資産税家屋・償却グループ 0761-24-8032

〃 固定資産税担当 0767-53-8415

軽自動車税担当 0767-53-8412〃

〃 0767-53-8412

税務課 市民税担当 0767-53-8412

納税課 納税指導担当 0761-24-8033

小 松 市 役 所 923-8650 小松市小馬出町91

税務課 税総合窓口グループ 0761-24-8029

〃 市民税グループ 0761-24-8030

〃

加 賀 市 役 所 922-8622 加賀市大聖寺南町ニ41

税料金課 税料制グループ 0761-72-7814

〃 市民税グループ

0761-24-8034

輪 島 市 役 所 928-8525 輪島市二ツ屋町2字29 税務課 0768-23-1126

課税係税務課

〃

076-283-7114

0761-72-7815

〃 固定資産税グループ 0761-72-7816

〃 収納グループ 0761-72-7819

市民税課 市民税係 076-274-9514

資産税課 土地係・家屋係 076-274-9524

0767-22-6901

か ほ く 市 役 所 929-1195 かほく市宇野気ニ81
税務課 076-283-1114

〃 収納対策室

羽 咋 市 役 所 925-8501 羽咋市旭町ア200

税務課 収納係 0767-22-1113

〃 住民税係 0767-22-7130

076-277-1120

921-8510 野々市市三納1丁目1

税務課 076-227-6036

〃 資産税係 076-227-6037

〃

内 灘 町 役 場 920-0292 河北郡内灘町字大学1丁目2-1 税務課 076-286-6706

能 登 町 役 場 927-0492 鳳珠郡能登町字宇出津ト50-1
税務課 町民税係・資産税係 0768-62-8518

〃 収納係 0768-62-8519

志 賀 町 役 場 925-0198 羽咋郡志賀町末吉千古1-1
税務課 納税担当・資産税担当 0767-32-9141

〃 住民税担当 0767-32-9142

宝達志水町役場

0768-52-3630穴 水 町 役 場 927-8601 鳳珠郡穴水町字川島ラ174 税務課

0767-29-8150

中能登町役場 929-1692 鹿島郡中能登町能登部下91-23 税務課 0767-72-3136

929-1492 羽咋郡宝達志水町子浦そ18-1 税務住民課（税務部門）

珠 洲 市 役 所

〃 収納担当

076-288-7924

七 尾 市 役 所 926-0046 七尾市神明町１

076-288-2123

0761-58-2206

076-274-9504

076-274-9505

076-288-3081

収納係 0768-82-7737

927-1295 珠洲市上戸町北方1-6-2

0768-82-7735

0768-82-7736

会計管理課

納税係 076-227-6041

923-1295 能美郡川北町字壱ツ屋174 税務課

税務課

川 北 町 役 場

野々市市役所

住民税係

納税課 収納係

資産税係

能 美 市 役 所 税務債権課

〃 納税指導係

津 幡 町 役 場 929-0393 河北郡津幡町字加賀爪ニ3 〃 納税推進室

町民課 国民健康保険係

923-1297 能美市来丸町1110

白 山 市 役 所 924-8688 白山市倉光2丁目1

〃 軽自動車税担当 076-220-2147

庶務係 076-220-2151

〃 償却資産係 076-220-2158

■■  課課税税業業務務にに係係るる管管轄轄区区域域
税目によって担当する事務所等が異なりますので、ご注意ください。

■■  納納税税業業務務にに係係るる管管轄轄区区域域
納税に関することは、お住まいの地域を所管する各県総合（県税）事務所へお問い合わせください。

◆◆奥奥能能登登総総合合事事務務所所

◆◆金金沢沢県県税税事事務務所所

◆◆小小松松県県税税事事務務所所

◆◆中中能能登登総総合合事事務務所所

◆◆中中能能登登総総合合事事務務所所
（担当税目）

・個人県民税

・個人事業税

・不動産取得税

・軽油引取税（免税軽油に関すること）

・ゴルフ場利用税

◆◆金金沢沢県県税税事事務務所所
（担当税目）

・個人県民税

・個人事業税

・不動産取得税

・軽油引取税（免税軽油に関すること）

・ゴルフ場利用税

以以下下のの税税目目ににつついいててはは、、県県内内全全域域をを担担当当

・県民税利子割、県民税配当割、

県民税株式等譲渡所得割

・法人県民税、法人事業税

・軽油引取税

（特別徴収義務者に関すること）

・鉱区税

・狩猟税

◆◆県県税税務務課課
（担当税目）

・県たばこ税

・自動車税

・核燃料税

いずれの税目も、県内

全域を担当

※ 県外(富山県)

※ 県外(福井県)

※ 県外(福井県、富山県を除く)

市町税についてのお問合せ先
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■■ 課課税税業業務務にに係係るる管管轄轄区区域域
税目によって担当する事務所等が異なりますので、ご注意ください。

■■ 納納税税業業務務にに係係るる管管轄轄区区域域
納税に関することは、お住まいの地域を所管する各県総合（県税）事務所へお問い合わせください。

◆◆奥奥能能登登総総合合事事務務所所

◆◆金金沢沢県県税税事事務務所所

◆◆小小松松県県税税事事務務所所

◆◆中中能能登登総総合合事事務務所所

◆◆中中能能登登総総合合事事務務所所
（担当税目）

・個人県民税

・個人事業税

・不動産取得税

・軽油引取税（免税軽油に関すること）

・ゴルフ場利用税

◆◆金金沢沢県県税税事事務務所所
（担当税目）

・個人県民税

・個人事業税

・不動産取得税

・軽油引取税（免税軽油に関すること）

・ゴルフ場利用税

以以下下のの税税目目ににつついいててはは、、県県内内全全域域をを担担当当

・県民税利子割、県民税配当割、

県民税株式等譲渡所得割

・法人県民税、法人事業税

・軽油引取税

（特別徴収義務者に関すること）

・鉱区税

・狩猟税

◆◆県県税税務務課課
（担当税目）

・県たばこ税

・自動車税

・核燃料税

いずれの税目も、県内

全域を担当

※ 県外(富山県)

※ 県外(福井県)

※ 県外(福井県、富山県を除く)

県税についてのお問合せ先等
課税・納税業務の管轄区域について課税・納税業務の管轄区域について
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お問合せ先お問合せ先

◆ 小松県税事務所 ◆ 金沢県税事務所
管轄区域: 小松市、加賀市、能美市、川北町、 管轄区域: 金沢市、かほく市、白山市、野々市市、

福井県 津幡町、内灘町、県外（富山県、福井県以外）

小松市園町ハ108番地の1
【代 表】 0761-23-1713 076-263-8831

076-263-8832、34、39
076-263-8833
076-263-8835,6

◆ 中能登総合事務所 税務課 ◆ 奥能登総合事務所 納税課
管轄区域: 七尾市、羽咋市、志賀町、 管轄区域:

宝達志水町、中能登町、富山県
七尾市小島町二部33番地 輪島市三井町洲衛10部11番1

【代 表】 0767-52-6112 【代 表】 0768-26-2304

◆ 総務部税務課 ◆ 税務課 自動車税グループ分室
金沢市鞍月1丁目1番地 金沢市直江東１丁目２番地

【代 表】 076-225-1271 (自動車会館内）
【 FAX 】 076-225-1275 【代 表】 076-239-3631
【e-mail】 zeimuka@pref.ishikawa.lg.jp 【 FAX 】 076-239-3635

cartax@pref.ishikawa.lg.jp自動車

【 課 税 課 】
【不動産取得税課 】
【 納 税 課 】

輪島市、珠洲市、穴水町、能登町

〒926-0852 〒929-2392

〒920-8580 〒920-8213

【 代 表 】
〒923-8515 〒920-8585 金沢市幸町12番1号

一般

１階
小松県税事務所

銀行

園町交差点

コンビニ

小松商工
会議所

金
沢

石川県
小松合
同庁舎

国道３６０号

←小松
空港

加
賀

→

ガソリン
スタンド

→
小松
郵便局

小

松

駅

金沢21世紀美術館
鱗町交差点

←寺町　桜橋

駐車場

コンビニ 1・2階
金沢県税事務所

金沢中
警察署

金沢
歌劇座

犀
川

片
町

→

→

ＭＲＯ 兼
六
園

石川県
幸町
庁舎

笠
舞

し
い
の
き

迎
賓
館

１階
中能登総合事務所

小丸山公園
交差点

←和倉温泉

小島町一丁目
交差点

コンビ
ニ

能登食祭市場

→

石川県
七尾合
同庁舎

七
尾
港

氷見・高岡→

羽
咋→

桜
川

七尾
市役所

ﾐﾅ・ｸﾙ

七尾駅

4階
奥能登総合事務所

洲衛交差点

←珠洲方面 穴水方面→
コンビニ

能登空港口
交差点

輪
島
方
面

→

のと里山空港
（奥能登行政センター）

のと里山空港ＩＣ
交差点

珠洲道路

松任宇ノ気線

金沢外環状道路

行政庁舎6階
総務部税務課

北陸自動車道・国道8号
←金沢西ｲﾝﾀｰ 金沢東ｲﾝﾀｰ→

中橋交差点 西念交差点 広岡交差点
←新神田 諸江→

県立
中央病院

金沢港

石川
県庁

金沢駅

直江町北

大河端町南

直江町東

川

家電量販店

自動車会館

石川運輸支局

石川県直江庁舎

（県央土木総合

事務所ほか）

金沢外環状道路

浅野川体

育館前

金

沢

駅

北

陸

鉄

道

浅

野

川

→

内

灘

町

→

1階

税務課

自動車税グループ分室
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「電子納税」 初めてみませんか？
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